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第３３回平成２２年９月与謝野町議会定例会会議録（第１２号）

招集年月日 平成２２年１０月４日

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後６時２４分 閉会

招集の場所 与謝野町議会会議場

１．出席議員

１番 野 村 生 八 １０番 山 添 藤 真

２番 和 田 裕 之 １１番 小 林 庸 夫

３番 有 吉 正 １２番 多 田 正 成

４番 杉 上 忠 義 １３番 赤 松 孝 一

５番 塩 見 晋 １４番 糸 井 滿 雄

６番 宮 崎 有 平 １５番 勢 旗 毅

７番 伊 藤 幸 男 １６番 今 田 博 文

８番 浪 江 郁 雄 １７番 谷 口 忠 弘

９番 家 城 功 １８番 井 田 義 之

２．欠席議員（なし）

３．職務のため議場に出席した者

議会事務局長 秋山 誠 書 記 河邊 惠

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者

町 長 太田 貴美 代表監査委員 足立 正人

副 町 長 堀口 卓也 教 育 長 垣中 均

参事兼企画財政課長 吉田 伸吾 教育委員長 白杉 直久

総 務 課 長 奥野 稔 商工観光課長 太田 明

岩滝地域振興課長 藤原 清隆 農 林 課 長 浪江 学

野田川地域振興課長 宇野 準一 教育推進課長 土田 清司

加悦地域振興課長 和田 茂 教 育 次 長 鈴木 雅之

税 務 課 長 日高 勝典 下 水 道 課 長 西村 良久

住民環境課長 永島 洋視 水 道 課 長 吉田 達雄

会 計 室 長 金谷 肇 保 健 課 長 泉谷 貞行

建 設 課 長 西原 正樹 福 祉 課 長 佐賀 義之
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５．議事日程

日程第 １ 議案第 ９０号 平成２１年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定について

（質疑～表決）

日程第 ２ 議案第 ９１号 平成２１年度与謝野町簡易水道特別会計歳入歳出決算

認定について

（質疑～表決）

日程第 ３ 議案第 ９２号 平成２１年度与謝野町宅地造成事業特別会計歳入歳出

決算認定について

（質疑～表決）

日程第 ４ 議案第 ９３号 平成２１年度与謝野町下水道特別会計歳入歳出決算認

定について

（質疑～表決）

日程第 ５ 議案第 ９４号 平成２１年度与謝野町農業集落排水特別会計歳入歳出

決算認定について

（質疑～表決）

日程第 ６ 議案第 ９５号 平成２１年度与謝野町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について

（質疑～表決）

日程第 ７ 議案第 ９６号 平成２１年度与謝野町土地取得特別会計歳入歳出決算

認定について

（質疑～表決）

日程第 ８ 議案第 ９７号 平成２１年度与謝野町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について

（質疑～表決）

日程第 ９ 議案第 ９８号 平成２１年度与謝野町老人保健特別会計歳入歳出決算

認定について

（質疑～表決）

日程第１０ 議案第 ９９号 平成２１年度与謝野町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について

（質疑～表決）

日程第１１ 議案第１００号 平成２１年度与謝野町財産区特別会計歳入歳出決算認

定について

（質疑～表決）

日程第１２ 議案第１０１号 平成２１年度与謝野町水道事業会計決算認定について

（質疑～表決）

日程第１３ 議案第１１０号 財産の取得について

（質疑～表決）

日程第１４ 発委第 １号 与謝野町議会活性化特別委員会の設置について
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（提案～表決）

日程第１５ 請願第 １号 米価の大暴落に歯止めをかけるための請願書

（委員長報告～表決）

日程第１６ 意見書案第４号 米価の抜本対策を求める意見書（案）

（提案～表決）

日程第１７ 意見書案第３号 北朝鮮による拉致問題及び特定失踪者問題の早期解決

を求める意見書（案）

（提案～表決）

日程第１８ 意見書案第５号 尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書（案）

（提案～表決）

日程第１９ 閉会中の継続審査（調査）申出書
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６．議事の経過

（開会 午前 ９時３０分）

議 長（井田義之） 皆さん、おはようございます。

２１年度の決算審議も、いよいよ大詰めを迎えてまいりました。本日もよろしくお願いいたし

ます。

ただいまの出席議員数は１８人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の会議はお手元に配付いたしております議事日程に従い進めたいと思います。

日程第１ 議案第９０号 平成２１年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題と

します。

本案については、既に質疑に入っております。引き続き質疑を続行したいと思いますが、その

前に太田町長から発言の申し出がありますので、太田町長。

太田町長。

町 長（太田貴美） 皆さん、おはようございます。ちょっとお時間をいただきまして、せんだって糸

井議員の質問に答えまして申し上げました中身が正確ではないので、ちょっとつけ足しをさせて

いただきたいと思います。といいますのは、リフレッシュ丹後の債権者集会の報告について新聞

報道で知ったということを申し上げました。それは間違いではないんですが、朝、新聞を見まし

て知った上で役場へ出かけ、役場のメールによりまして課長からの報告が入っておりまして、そ

れも、あわせて見ておりますので、全く課長等から報告がなかったということではございません

ので、少し誤解を招くと悪いので、そういうふうにつけ加えさせていただきたいと存じます。以

上です。

議 長（井田義之） それでは１日に引き続き質疑を続行します。

質疑ありませか。

１２番、多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 皆さん、おはようございます。きのうは心配しておりました雨も降らず、町内駅

伝という大きなイベントが無事終わりまして、皆さん、大変ご苦労さんでした。ありがとうござ

いました。

それでは、一般会計の質問をさせていただきたいと思いますが、きょうは四日目、一般会計だ

けに四日目を迎えておりまして、いささか時間をかけ過ぎたかなというふうに思いますけれども、

反省を踏まえて、また、きょう四日目を質問させていただきますので、お許しをいただきまして、

よろしくお願いをいたします。

それでは、太田商工観光課長に若干お尋ねをいたします。道の駅運営事業について、２３７ペ

ージであります。この道の駅管理運営事業には、賃金、人件費が含まれていないんですが、基本

的に、どういう運営の仕方をされているのか、まず、その点からお尋ねをいたします。

議 長（井田義之） それから、多田議員に申し上げておきます。きょう五日目でありますので、四日

目ではありません。五日目です。きょうで決算、五日目でありますので。

太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） それでは、お答えいたします。道の駅の事業体系でございますが、ご承知の
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とおり第三セクターでございます。第三セクターでございまして、第三セクターといえども、町

が建てた建物の運営管理につきましては法改正に伴いまして直営か委託、いわゆる指定管理を指

定して、管理運営をさせるということで、第三セクターで引き続き道の駅の管理運営をしていた

だいておるということなんですけれども、今、ご指摘の運営状況につきましては、そういったこ

となので、いわゆる指定管理料をお支払いをして管理運営をするということで、その事業費の中

に指定管理料が上がってくる可能性もあるんですけれども、おかげさまで道の駅の運営につきま

しては、一応、指定管理料なしで運営をしていただいておりまして、そこに上がっております一

般会計の予算計上につきましては、せんだってのご質問にもございましたように、予算計上につ

きましては、隣にありますトイレの管理運営に係る部分について町が直接、経費を計上いたしま

して管理運営をするという形の中で、委託料として、トイレの一部を会社に、丹後フロンティア

のほうに受け持ってもらうということで、委託料１９０万円上げておりますけれども、ほかの部

分については消耗品で、トイレットペーパーの購入や、そういったものがメーンでございまして、

また、修繕につきましても、そういった周辺の修繕と、トイレの修繕といったものでございまし

て、本体に係る部分については、規定によりまして大きな部分だけ修繕をいたしますが、小さい

部分につきましては会社自身の経費の中で修繕等も行い運営をしていただいているということで

すので、道の駅の運営管理事業につきましては、そういったスタイルで現在、推移をしていると

いうことでございます。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） あそこには、裏に食堂もありまして、食堂なんかも一緒に丹後フロンティアが経

営されておるのかなというふうに思いますけれども、光熱費、水道料、光熱水道とか、こういっ

たあたりは、もう全く町で別個にされておるのでしょうかね。一括して委託料を出して、そこで

管理していただいているというやり方でないみたいに思うんですけれども、委託料だろうが、管

理料だろうがいいんですけれども、その辺がちょっと特殊かなという気がいたしますけれども。

議 長（井田義之） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。いわゆる会社に対して、町が第三セクターですから、資

本金として予算計上といいますか、資本金を出しているわけですけれども、それ以外に町としま

して、よその施設のように指定管理料を払わずに運営をしていただいているということですから、

会社の決算書も見ていただいたら、まだ、債務超過にもなっていませんし、一応、健全な運営を

第三セクターとしてはしていただいている会社として、ある程度は評価をしております。現状は

非常に厳しい状況にありますけれども、今期の決算におきましては、単年度決算では８０万円ほ

どの黒字になっていますし、町のほうとしましては、先ほど言いました本体に係る管理運営につ

いては、大きな投資は現在していないというところで特殊、いわゆるいいほうの意味での健全会

社であるというふうには認識をしております。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） そうしますと、この中に入っている浄化槽の維持管理委託料だとか、道の駅総合

案内及び清掃管理委託事業ですね、これは直接、丹後フロンティアに払っておられるのか。その

辺はどうでしょうか。

議 長（井田義之） 太田商工観光課長。
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商工観光課長（太田 明） 具体的に申し上げたほうがいいかと思いますが、決算書の２３７ページに道

の駅管理運営事業がございます。先ほども申し上げました会社としての運営は、そのような状況

で動いていただいておりまして、この中を見ていただきますと基本的には横にあります観光トイ

レがございますね、あそこの運営については町が直接、ここに予算を計上して直接支払いをして

います。ですから、トイレの一部ですね、清掃管理については会社に委託料を払っていますけれ

ども、ほかの部分に上がっております浄化槽の点検業務だとか、そういうところにつきましては、

すべて町が直接やっておりまして、本体とは別の、道の駅とは書いておりますが、隣のトイレに

かかる経費をほとんど上げているということですし、具体的に言いますと、１３の委託料の下の

道の駅総合案内及び清掃業務につきましては、トイレの清掃と、あそこへ来られた方の観光案内

はお願いしたいということで１９０万円は出していますけれども、ほかの経費につきましては、

そういったものでございますし、電話だとかファクスリース料、これにつきましても道の駅の中

で観光業務をやっていただくために設置したものに対する経費は、町のほうで負担しましょうと

いうことで、事業区分を分けて観光案内と隣のトイレの清掃に係る経費は、一応、道の駅の管理

運営事業として上がっておりますので、本来でしたら道の駅の部分とトイレは別のところで計上

したほうがいいかもわかりませんけれども、わかりやすいかと思いますが、道の駅のくくりの中

で予算計上をしているということでご理解がいただきたいと思いますし、ご確認がいただきたい

というふうに思います。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） そうですと、この浄化槽の委託料は直接業者に町が払ったわけです。それから、

道の駅の総合案内と清掃の委託を、１９０万円を出して、丹後フロンティアにお払いしたという

ことであります。それならそこは、それでいいと思いますが、次に、そうでしたら、参考書の

１２３ページなんですけれども、この決算書が、丹後フロンティアの第１５期の計算と全く違う

んですけれども、どういうふうに理解をしたらいいでしょうか。

議 長（井田義之） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） お答えいたします。これ先般、糸井議員のほうからのご質問の中で、指定管

理料にかかわる部分の、それぞれの決算資料を出しております。ご指摘のとおりでございまして、

丹後フロンティアの第三セクターにかかわります１５期の決算を見ていただきますと、資料を見

ていただきますと、当期利益が、先ほど言いました８１万１，９３６円上がっておりまして、累

積では三角の９７０万円の赤字でございますけれども、そういう決算を打っていただいておりま

す。これが会社自身の決算でございまして、いわゆる決算期が９月３０日というようなことがご

ざいまして、法人によっては５月決算、９月決算、３月決算、いろいろとあるんですけれども、

そういった中で、この丹後フロンティアは９月決算でございます。指定管理料内に上げておりま

す決算につきましては、年度決算を出してこいということになっていまして、４月から翌年の

３月までの１２分の１２を計上しなければならないということで、いわゆる１５期と１４期にか

かわります４月から３月の分を全部月計で案分しまして、細かなことなんですけれども、大変な

ことなんですけれども、そういう形で指定管理料にかかる資料については上げておりまして、ご

指摘のとおり数字が合わないというようなことがございますが、このあたりがもう少し附則のと

ころで明記をしてあればいいんですけれども、そういうことができていないというところで、資
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料の見方によって、目先を変えていただかんなんというようなことで、ちょっとこの辺は、今後

の、総務課とも調整しているんですが、今後の課題として、やっぱり糸井議員のほうからもご指

摘がございましたので、きちんと精査をしたいということで、内部では調整をさせていただいて

おります。ご指摘のとおりでございます。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） そうしますと、我々は、この丹後フロンティアの決算書を見せていただいたら、

それでいいということですか。そうですと、私もまだ、２期目に入らせてもらったんですが、

１期目の１年、２年、全く勉強不足でよくわからなかったのですけれども、１９０万円の委託料

ですね、それはずっと丹後フロンティアの会計の中の、どこに入っておりましたんですか、それ

はずっと丹後フロンティアに、その金額は委託料として、とんと入っておったんですか。

議 長（井田義之） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） 合併当時から、そのような形で１９０万円につきましては、隣のトイレ清掃

に係る人件費と、それから、本体の中において与謝野町の総合観光案内をしていただくため、さ

らには丹後の入り口として丹後全体の観光の案内所として、道の駅ですから、位置づけがされて

いまして、その分を人件費なり、その手間賃等を計算しまして１９０万円の委託料で毎年、契約

をしております。

その分につきましては、私も指摘をした分があるんですが、営業外収入か、営業収入かという

ところなんですけれども、営業外収入で、これは上げるべきかなというような話もしながら、最

終的には税理士さんのほうにお任せしていますけれども、そういった形の中で事業外収入、営業

外収入として１９０万円は計上していただくというようなことで調整をしておりますし、それが

決算に上がってきているはずだというふうに思っております。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） そうしますと、その１９０万円はいいんですけれども、１４期と１５期は課長の

おっしゃるように営業外収益の中に、その数字が入っているかなという気がするんですが、

１３期と１２期を見せていただきますと、その中に入っていない。今、先にお任せしているとい

うふうに言われましたので、１３期と１２期は、それなら売り上げの中に、それが入っていると

いう形になっておるんでしょうか。

議 長（井田義之） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） 結論から言いますと、そうでございまして、先ほど言いましたように、私も

担当しました段階で、決算書の中身を精査する部分がおくれていまして、ある程度、中身をきち

んと見るようになりました段階では、先ほど言いましたように会社側には指摘をしまして、営業

外収入で上げるべき違うかというようなことで、指導のほうはしまして、ですから、当初のあた

りは会社側として、そちらのほうに計上されていたという経過がございますので、ご指摘のとお

りでございます。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） そうしますと１３期、１２期は、営業でない委託料が売り上げの中に入っていて

三角マークがついているという形で、これは非常に提示の仕方が、私は非常に決算上、違うんで

はないかという気がしまして、それは相手がされることですから、課長はお任せしておるという
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ことなんでしょうけれども、やはりここら辺が、こういう運営の仕方というのはややこしいので、

もっと一本にですね、指定管理料でもいいし、委託料でもいいんですけれども、それは一本にと

んとして相手に全部、会計の中に、ほかのところは指定管理料だとか委託料だとか、きちんと上

がってまして、その中で営業をしていただかないと、ここは営業をするところですから、そうい

うどんぶり勘定で、こういう決算書を見ていただく判断に苦しみまして、ですから、一本に、町

としては、そこに、そこも含めて何ぼ出しますという形にされたら、私はこういうややこしい問

題にならんのではないかな、ややこしい決算の仕方にならんのではないかなという気がするので

すが、そういうふうにして、もっと懸命にさせる方法がないんでしょうか。

議 長（井田義之） 太田商工観光課長。

商工観光課長（太田 明） すみません。お答えします。行政にもちょっとルールがございまして、先ほ

ど言いましたようにトイレ設置条例というのがございます。その中には道の駅のトイレについて

は、条例の中では、トイレの管理条例の中に入っていません。ですから、先ほど言いましたよう

に、道の駅の附帯設備としてトイレがついているということなんですけれども、そのトイレは道

の駅の中にあるんですけれども、町が直接、お金を支払っているということで、確かに事務的に

細かくやっていますので、指摘のとおり、すべてを道の駅、丹後フロンティアさんに、それも指

定管理料という形で支払ってしまえば、ひとつ町としましては、ゆだねるわけですから、事務が

なくなるという軽減もされますし、それはご指摘のとおりで、そういう方法が望ましいというふ

うに思っています。

ただ、決算上は、また別の話でありまして、その管理運営を売り上げで上げるのか、営業外収

入で上げるのかは、やっぱりそれは一つのルールがございますので、今はルールどおりやってい

ただいておりますので、ありがたいわけですけれども、それは決算上の事務と、今、言います行

政が言われます指定管理料の中ですべてを、トイレの経費もすべて、その中に入れたらいいとい

うことについては、今後の課題として、私も、そういう方法がとれるなら事務の簡素化ができま

すので、また、理事者と協議の上、財政方とも協議の上、調整をしたいというふうに思います。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） ぜひとも、そういうふうにしていただいて、こういう形でやりますと、決算がは

っきりしないのと、トイレが、例えばお任せしておるので、汚いという話も出ていましたけれど

も、あそこは特別汚いという話も出てましたけれども、やはり言いにくいですが、そこら辺の管

理がね、どうしてもずさんになってくるのではないかなという気がしますので、そこら辺はもう

決算上、はっきりさせていただいて、我々が見ても、すっきり、台帳と合わせてもすっきりする

ようにしていただけたら一番いいかなというふうに思って、ちょっとそこら辺を指摘させていた

だいております。

次に、今度は２１３ページに、農林課長にお尋ねいたします。この有害鳥獣でイノシシやシカ

やクマが出ておりまして、シカは２７７頭、イノシシについては２１２頭、クマは何頭とれたの

かわかりませんけれども、毎年１，４７０万円からのものをかけて、動物と人間の知恵比べとい

うのか、何かいたちごっこを毎年やっているようなのですが、何か今期につきましては、今期と

いうよりも、何かこういった対策に、いい方法はないものでしょうか。

議 長（井田義之） 浪江農林課長。
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農林課長（浪江 学） お答えいたします。有害鳥獣対策の事業につきましては、平成２１年度の決算で

は今、議員、ご指摘のとおり１，４７０万円余り執行をさせていただいております。ただ、この

事業費といいますのは、合併当時には平成１８年度決算で４６０万円余りでございまして、それ

が平成２０年度から１，４００万円台になり、また、平成２２年度の当初予算ベースでは約

２，０００万円を計上させていただいております。したがいまして、これにつきましては、いろ

んなお考えがあろうかと思いますが、町としましては有害鳥獣対策、これを真剣に町も支援をさ

せていただきながら取り組んでいかなければならないという、そういう状況にあるということの

あらわれだというふうにご理解をいただきたいというふうに思っております。殊に、わなをかけ

たりして捕獲するということはもちろんですけれども、例えば、シカやイノシシでありましたら、

合併後に電気柵、あるいは、それから、その後では、もう少し強固なフェンス、これに切りかえ

ていただいて、管理もし、それから効果も高い方法に切りかえさせていただいて、それに対する

補助を、若干補助率も引き上げさせていただきながら取り組んできた経過が、このような額の増

額につながっているのかなというふうに考えております。

また、昨年あたりから広域的な捕獲事業をやっていこうということで京都府、それから近隣の

猟友会の皆さん、例えば、昨日も、実は兵庫県豊岡市の猟友会と協働で広域捕獲事業を行いまし

て約４０頭、シカを捕獲していただいたようでございますが、そういった小さなエリアで考える

のではなくて、もう少し尾根を越えた範囲で犬を使って広域的に駆除していこうという、そうい

う取り組みも、昨年あたりから取り組んでおりまして、そういった事業費もかさんでいるという

ことでございますし、それから、国のほうも、この有害鳥獣対策、国として進めていかなければ

ならないということで、別途の事業も制度化していただきまして、新たに、その事業も活用させ

ていただいているというようなこともございまして、近年、事業費が上がってきている傾向にあ

るということでございます。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 猟友会の方、あるいは広域について多くの方がご苦労になって、対策をとってい

ただいておりまして、私は、そのことは大切なことだなというふうに思っておるんですが、何か

少し変わった発想で、そのことも、今やっていただいていることも進めながら、すぐには効果は

出ないけれども、将来、それが役に立つというのか、そういった事業で、きのうも石川の区の事

務所で、ちょっとお話をしておると、渋ガキはクマは食わのかえというような話も出たり、やっ

ぱりクマでも甘ガキを食わないというような話もしておられましたけれども、私は基本的にです

ね、天候のかげんもあるけれども、ドングリだとか、クリだとか、カキの木というものが、カキ

が山にない現象で里におりてくるんではないかなというふうに、テレビを見ておっても、そんな

ような話をされます。

それで、災害に強い森づくりではないですけれども、この鳥獣の対策ちなみまして、鳥獣に強

い森づくりというか、鳥獣に優しい森づくりというか、名前は何でもいいんですが、山にカキの

木を植えたりとか、クリの木を植えたり、ドングリを植えたりするような、そういった事業を進

める必要があるなかと、そうして共存をしていくというのか、クマなんかはとっても放されたり

するわけですから、何かそういった、長期なんですけども、近い将来、役に立つと、そうすれば

山でクマも暮らせるなというような笑い話みたいな話ですけれども、実に、そのことを１年、
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１年そうして、この山に、里山にちょっと奥に入ったあたりに、そういったことを考えれば、ク

マも里までおりてこないんではないかなという気がしますけれども、そういった事業は取り組め

ないのでしょうか。

議 長（井田義之） 浪江農林課長。

農林課長（浪江 学） お答えいたします。確かにご指摘のように、これだけ、例えばクマが里におりて

くるということは、何かに原因があって、そういう状況になっているというふうに思っておりま

す。言われておりますのは、特にことしはドングリ等の木の実が生育していないということが要

因とあるようでございまして、本来、今、議員も言われましたけれども、渋ガキはクマは食わな

いということはあるんですが、それはなるほど、そのとおりだというふうに私も思っております

が、青いカキも食わないというのが、これまでの経験でございましたけれども、ことしは春先か

ら青く小さい実でも、里におりてカキを食べているという状況が続いております。よほどことし

はドングリ等の実がならない、そういう年回りになっているのかなと、地域的に見て。そういう

ふうに感じております。これは確かに山を再生させて、クマと人間がすみ分けをして共生してい

くという、そういう取り組みを、長い取り組みとして考えていかなければならないということは、

私どもも、そのように思っております。

合併前から続けております広葉樹の支給事業というのも、その一つの思いがあってのことでご

ざいまして、いわゆる山に針葉樹ばかりを、スギ、ヒノキ等の針葉樹ばかりを植えるのではなく

て、それを植えられるときに広葉樹も一緒に植えていただこうということで、一定の本数を無料

で支給をして、一緒に植林していただいているという事業も制度として持っております。要する

にケヤキ、ナラ、クヌギ、こういったものを一緒に植えていただいて、それらの実がなることで、

今、議員がおっしゃるような動物のえさにもなると、それから、環境にもいいと、それから防災

上もいいと、そういった、いろんな意味がありますので、そういった事業を取り組ませていただ

いておりますけれども、何せ広い山の面積を抱えております。それから、また、山には入られる

方も少ないという中では、なかなか目に見えた効果としては出てこないということがございます。

先日もお答えしましたが、クマのニュースを見られた全国の方からいろいろなメール等、お手紙

等をいただく中で、議員ご指摘のとおり、まさに、そういったご意見もちょうだいしております。

これは一朝一夕にできない取り組みですけれども、地道に続けていきたいというふうに考えてお

ります。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） すぐには効果が上がらないと思いますけれども、ぜひとも、そういったちょっと

発想を変えて、そういった取り組みをしていただいて将来、役に立つようにしていただけたらと

いうふうに思いますし、だんだん人口が少なくなって過疎化になればなるほど、里に出てくる可

能性がありますので、ぜひとも取り組んでいただきたいなというふうに思います。

それでは、時間がありませんけれども、３３９ページの給食センター運営事業について、若干

お尋ねをしてみたいと思いますけれども、給食費の未収が現年度分は３２万１，６００円で、

２９名分となっております。それから、滞納の繰越分が１１５万６，０００円ですか、ありまし

て、２４世帯と６３名分があると聞いております。これについて、回収見込みはあるのでしょう

か、ないのでしょうか。その辺ちょっとお尋ねいたします。
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議 長（井田義之） 鈴木教育次長。

教育次長（鈴木雅之） 給食費の未納ですとか、回収の見込みはというご質問でございます。現年度分の

未納、あるいは滞納につきましても日々、学校等を通じまして徴収をさせていただいております。

せんだっても、その一部の取り組みを、この議会の中のご質問の中でお答えしたと思います。そ

れで、確かに滞納の中での、例えば、かなり古いと申しますか、年度が若いと申しますか、古い

と申しますか、そういった部分を徴収をさせていただくということは、いわゆる卒業生といいま

すか、もう既に児童・生徒が卒業しておるようなケースですね、そういった部分については難し

い部分が出てこようかとも思いますが、しかし、それらもあわせて滞納額を納めていただくよう

な、そんな取り組みはさせていただいております。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 私は、この滞納の問題が毎年、決算のときに出てきて、そういった質問もあるわ

けですけれども、基本的に、この間、どなたかの答弁で、教育委員長が給食は教材の一環だとい

うふうに思っていると、主観的な考えだけれども、そう思っていると言われました。私も全くで

すね、子供の教育については、給食費も全くそうであろうというふうに思っておりまして、子供

たちの教育上の問題ですから、滞納しているとか、していないか、そんな問題を毎年、出すより

も、子育ての町として、基本的に義務教育までは、教材の一環として教育費で賄うような施策が

できないかなというふうに考えるんですけれども、そこら辺は、どういうふうに思われますでし

ょうか。

議 長（井田義之） 答弁求めます。

鈴木教育次長。

教育次長（鈴木雅之） かなり難しいといいますか、一課長では、そのあたりの答弁につきましては、控

えさせていただきます。すべてがすべて教材費と、確かに教材費の一部分でありますから、学校

が、先ほどの関連で未納ですとか、滞納の徴収につきましても、学校のほうが主になって徴収を

していただいておるのが実態でございますが、今度は逆に教材費であるから単費でといいますか、

町の負担でというお話ですので、それにつきまして一課長からの答弁につきましてお許しをいた

だきたいと思います。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 私は、なぜそういったことを言いますといいますのは、私は、どうしても決算の

バランスを、すぐ商売人というか、小さな商売をしておる関係で、そのことが気になるんですけ

れども、やはり、この決算書を見せていただきますと、賄い費に８，０００万ほど使っておられ

ますね。余分に、その賄いするために、その材料費を、そこまでします、その材料費があれば、

子供たちは食べれるわけでして、おなかが満たせるわけでして、その料理をつくるのに、施設費

が１億４７０万円ほどとか、施設設備が９９５万円だとか、それに賃金とは別に人件費が

７，０９０万円ほどと、こういって合計しますと１億８，５６０万円かかっておるわけですね。

その子供たちに２，０００食、１，９９９食となっていまして、２，０００食ほどなんですけれ

ども、それを賄うために、これだけの費用を使っているということはバランスが合わない、そこ

までされるような事業、大切な事業ですから、そうだったら、もう子供たちはすべて、義務教育

は食べさせてやるんだと、この町でというような判断はできないのでしょうか。これはどなたに、
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教育長か、町長か。教育長、その辺は。

議 長（井田義之） 垣中教育長。

教 育 長（垣中 均） 非常に大胆な発想でございまして、これは私も一教育長として、これは高度な政

治的判断が必要なのなど、そのように思っております。しかし、私の考えといたしましては、や

はり食べるものでございますので、それを、最低の負担は、やはりしていただきたいと、そのよ

うに私自身は思っておるところです。よく義務教育だから無償だということを論拠にされますけ

れども、ちょっとその精神とは違うんじゃないかと、理念とは違うんじゃないかと、私自身は、

そのように思っているところです。

それから、なお教材費ということでひっかかるところがあるかもしれませんけれども、教材費

並みだということなんです、扱いは、教材ではないんです。その辺を混同してもらいますと、ち

ょっとややこしくなりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。以上です。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 先ほど言いましたバランスがわかっていただけるかどうかわかりませんけれども、

それをつくるために倍以上の経費をかけて、それをつくっている。そうなら。そこまで大切な事

業だったら、もうそこまでいったら材料費だけの問題ですから、そこら辺は施策として子育ての

町として考えていただけたらと思いますし、基本的に、今田議員も気が弱いでと言いながら、バ

スの無料化を言っておられましたけれども、基本的に義務教育の間は、それをやっていただきた

いなというふうに思います。町長、どのようにお考えでしょうか。

議 長（井田義之） 時間が超過いたしました。

太田町長。

町 長（太田貴美） 一般、これは２１年度の決算の中身の話とはかけ離れたものでございますので、

今回は答弁は差し控えさせていただきます。また、町全体で論議するべき話だというふうに思い

ますので、それでご理解いただきたいと思います。

１ ２ 番（多田正成） はい、終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

１３番、赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） それでは、質問をさせていただきます。今回の決算、また、決算資料等を拝読い

たしまして痛切に感じたことは、やはり町民の所得が非常に少ないと、いわゆるそれはまともに

税にはね返ってくるわけでございますから、いわゆる町の自主財源の乏しさと、また、今後の不

安定さが如実に数字に出ているといったところを、非常に感じるわけでございます。特に谷口議

員もおっしゃっていましたが、ざっと丸こい数字で町民の所得を納税義務者数で割り返しますと、

１人当たり大体２００万円見当ということでございます。これは、この資料を見ましても給与所

得者の７，０００人からの方がございますが、７，１５９人、２００万円以下の方が７７．８％、

また、営業所得者の中も７９％が２００万円以下、農業所得は、いわんや９３．５％が２００万

円以下、その他、恐らくこれ年金が主たるものでしょうが、ここでも９４．９８％が２００万円

以下という、非常に苦しい経済状況の中で税金を納めているといったことが、数字となって浮き

上がっています。こういった中で翻って、私たち初め町の関係者の所得、所得といいますか、い

わゆる給与を見てみますと、この参考資料によりますと４８、４９ページに、ここに本当に事細
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かく丁寧に記載をされています。これでいきますと共済費を入れますと、２８７名の職員数に対

しまして２６億６，９００万円、これ一人にしますと７２１万円、また、共済費を抜いた給与、

また、年末調整等の給与費等を見ますと１７億５，６００万円、一人当たり６１１万

９，０００円というふうな平均給与が出ています。この２８７名の余分に臨時職員が昨年の３月

１日現在では臨時職員が２１０名おられました。

ことしの、これが２０年３月末が２１０名ですか、ことしの臨時職員の配置はどのようになっ

ていますのか、まず、１点、お尋ねしたいと思います。と申しますも、臨時職員の賃金も、この

決算資料から上げてみますと、正しい数字かどうかわかりませんが約２億７，８００万円という

臨時職員の賃金を支払っています。したがいまして、臨時職員、正職員数で足しますと２３億円

に近い人件費が要るとなっているわけでございますが、今後、この行政改革大綱を進めていく中

におきましても、いろいろな経費がございますが、やはり経常経費を上げていこうと思うと、ど

うしても人件費に手を入れざるを得ないというような状況でございます。現在の臨時職員数は何

名であるのか、お願いをいたします。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 赤松議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。今現在ということで、つか

んでおりますのは平成２２年９月１日現在ということでございまして、週２０時間以上という数

値しかとらえておりません。そうした中では１３５人ということになっております。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 平成２０年３月１日現在の当時の総務委員会での資料によりますと、今、言われ

ます週２０時間以上、週２０時間以上が１１５名、週２０時間未満が９５名、合計２１０名の方

がおられます。したがいまして、臨時職員は２０時間以上と２０時間未満とが、そうそんなに人

数はかわらないと、こういった過去のデータで、２年前のデータでございますが、今、聞きます

と、既に２０時間以上の臨時職員が当時よりも２０名ふえているという現状でありますが、この

２０時間未満のほうは、どのようになっているのでしょうか。これも１００人近いがおられるわ

けですが、ここを入れないと臨時職員の数は正式には上がってこないと、私、思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 赤松議員のご質問にお答えしたいと思います。大変申しわけございませんけれど

も、２２年９月１日現在の週２０時間未満の職員数はつかんでおりません。ただし、昨年度の決

算年の平成２１年１２月１日現在では８５人という数字をつかんでおりますので、これでご理解

がいただきたいと思います。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） この臨時職員の方々の仕事の内容を見ますと、ほとんどが、いわゆる半分は大体

保育士さん、あと、いわゆる役場の庁舎内でお仕事をされる方は、そんなにおられない、ほとん

ど外と申しますか、外郭団体が委託の保育所とか診療所とか給食センターとか、そういったとこ

ろの方が、小学校とか多いわけでございますが、実際に、この本庁舎内、いわゆる３庁舎ありま

すが、３庁舎の中で働いておられます臨時職員は何名あるのでしょうか、ほとんどないんですか。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。
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総務課長（奥野 稔） ご質問お答えしたいと思います。それぞれ各課に、例えば文書の送達員だとか、

そういった方も含めまして事務員の方おられます。そうした中で事務員の方は、ちょっと計算せ

んなんですけれども、１０名ぐらいはおられます。これには教育委員会の図書館だとか、そうい

うところも含めていますと２０人ぐらいなるんではないかというふうに思っております。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） そこで、この行政改革大綱、行政計画の実績の中に、先般も申し上げましたが、

北庁舎を除く機能をほかの庁舎へ移転という、これは野田川庁舎の機能縮小といった部分がテー

マになっていますが、ここにもはっきりと書いてあるわけですが、果たして、今の実際の庁舎の

必要性といいますか、利用度、こういったものはどこで図るのか、私も図るすべがございません

が、たまたま今回の住民環境課が出されています数字が１５５ページに載っているわけですが、

例えば印鑑登録業務は本庁が３，０５１件、加悦庁舎が２，８７４件、野田川庁舎が

３，９８０件。次に、戸籍の謄抄本の発行数は、本庁が１，８０２件、加悦庁舎が２，０００件、

野田川庁舎が４，４８７件という、加悦庁舎の倍以上あるわけですね。このように印鑑登録とか

戸籍謄抄本の発行数は、野田川庁舎が他の庁舎を、断然多いというのが、この数字でも見てわか

ると思います。

糸井議員の一般質問で町長は、何も加悦庁舎を本庁舎と決めていないというふうに、今、ボー

ルを投げたのだと住民に、という話でございました。ここの、この計画によりますと、北庁舎を

除く機能を、他の庁舎へ移転するというふうに明文化してあるわけでございますが、実際に、こ

のように野田川庁舎の利用度いいますか、町民が訪問したり、いろいろな形で利用している場合

は圧倒的に多いわけです。また、人口的にも地域的にも、やはりこの野田川の庁舎といったもの

から、こういった施設が、仮に北庁舎だけ残す。その中に、こういう部門も残るのか、残らない

のか、これは今後の町長の答弁でいきますと、これからの庁舎内、また、いろんな方々のお知恵

をいただくということでございますが、その辺のところも十分に配慮して今後のまた、計画の中

に考えていただきたいと、これは今回の決算を見て、決算資料から感じたことでございますので、

あえて答弁はいただきませんが、そのように思ったわけでございます。

それから、質問はかわります。次にも同じ総務課なんですが、消防団活動の事業でございます。

この消防団員は条例定数が３８３名ということでございますが、現実には３５３名ということで

３０名充当していないわけですが、この点につきまして、消防団活動に支障がないのが、また、

団としては、この充当しない部分をどのように町のほうに協力とか、また、各自治体にお願いを

されているのか、この辺につきましては、いかがでしょうか。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） ご質問にお答えします。今、議員ご指摘のとおり、定数は３８３名です。大体、

約３０名の定員不足を来しているというところでございます。町といたしましても、それから消

防団といたしましても、団員の確保ということは、毎年毎年、努めていただいております。そう

した中で団員の確保は大変大事なことでございます。それにも増しまして、もう１点、問題とな

りますのが、昼間の団活動でございます。いわゆる昼間の火災が起きた場合のことでございます。

そうした場合でも最近は遠方のほうに勤務をされているという方、いわゆる自営業の方が昔と比

べまして減ってきておりまして、昼間の火災等の団員確保ということが大きな課題でございます。
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そうした中で、団といたしましても、協議をいただいております。なかなかの妙薬はないんで

すけれども、ＯＢの方の支援を得るだとか、そういったことを、どのようにして具体化して、制

度かしていくかということを今、真剣になって議論いただいています。それから、もう１点、私

も申し上げたいのは、団員が足りない、足りないと言っておりますけれども、それにつきまして

は団員の方、地域を回って一生懸命、確保に向けてやっておられますということだけは、私のほ

うからお伝えをしたいと思います。以上でございます。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 今の消防団の団員が確保できないといったことは、これは全国的な問題であるよ

うでございます。したがいまして、当町でも合併以来、ずっとこの問題は消防委員会でも取り上

げられ、また、消防団の中でも議論されている問題でございますが、やはり今の団員以外に、今

おっしゃったように、特に昼間の火災、また、事故なんか発生しますと、非常に消防車、また、

いろんなものが出動しにくい、手当がしにくいという状況でございますので、一日も早くアウト

ラインを、このような形が望ましいというアウトラインを、やはり団、消防委員会、また、役場

の総務課ともどもですね、このアウトラインを早く、これ、もうあれから５年目ですか、合併し

まして、ずっと同じ課題を毎年、同じ場所で同じように首をひねっているわけでございますので、

やはりもうぼちぼちですね、アウトラインのほうを、例えば日限を決めて、いつまでも、この問

題を置かずに、やはり万が一、もしものときに、今の体制ではなかなか手当てができないという

ことを認識されまして、一日も早い、そういった組織なり、制度をお考えいただきたいと思いま

す。いかがでしょうか。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） ご質問にお答えしたいと思います。今、議員がおっしゃるとおりでございます。

そうした中でも、団以外の人にもお願いせんなんということで、そういった方も理解も得ていか

なければいけないということでございまして、もう議員のおっしゃるとおりでございます。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 同じく消防の関係でございますが、消防施設、昨年、いわゆる昨年度は消防ポン

プの第５分団の更新、また、消火栓の新設工事が６基、消火栓の移設が３基、第４分団の下水道

接続工事、また、詰所の有線テレビ接続工事等、消防施設にかかわる整備はしていただいておる

わけでございますが、今、与謝野町内、防火水槽、消火栓等の要望は今、要望があるけれども、

できていないといった箇所はたくさんあるんです。どの程度あるのでしょうか。また、今後の課

題といいますか、去年１年間の数字から、どのように、この消火栓、また、防火水槽等につきま

しては考えておられますか。ご意見をお願いいたします。

議 長（井田義之） 奥野総務課長。

総務課長（奥野 稔） 議員のご質問にお答えしたいと思います。防火水槽、消火栓、消火活動をするの

に大変大事な施設でございます。そうした中で、昨年度は経済対策臨時交付金等の交付金がござ

いまして、施設の整備に充てさせていただいております。それで防火水槽、消火栓につきまして

は、地区から要望等、それから、そういったものの主眼にしまして設置をさせていただいており

ます。一遍にというわけにはいきませんので、年次計画で。そうした中で、私が問われておりま

すのは防火水槽については４２カ所ぐらい、まだ、要望があるのかなと思っております。
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それから、消火栓については１９カ所ということで、私としては、その数字を把握しておりま

す。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 要望箇所が順次整備され、やっているわけでございますが、何分にも財政等の、

かんがみてでございますので、無理のない計画を立てていただきたいと、このように思っており

ます。

それから、職員研修の件でございますが、これも総務課さんですか、担当は。企画財政ですか、

総務課ですか。総務課ばかりで、えらい申しわけないですけれども、この職員研修はいろんな方

法があると思うんですが、例えば、どこかへ講演をお聞きに出られる、どこかへ勉強に行かれる、

また、どこかから、こちらに講師で来ていただくと、いろいろな方法があると思うんですが、私、

よその市や町の、これネットで見ていまして感じることでもあり、私自身も、私、自分の小さな

商売ですけれども、商売の中でも実践していることであるんですが、やはり職員の方々にレポー

トを書いていただくと、職員が、どのような今、庁舎内で、また、行政サービスの中で、どのよ

うなことに課題を持っているか、どのようなことに悩んでいるか、そういったことをやはり、ど

ういう方法がいいかは、これはやはり庁舎内で決めていただければ結構ですが、そういった課題

なりテーマを持って、職員の方に定期、不定期は別にしまして、やはりそういったものを出して

いただく。ある町、ある市ですけれども、ある市では、これがある意味で期末勤勉手当の評価の

一部にもなっているというところもございます。

やはりそういった意味で問題意識を持っていただく。また、町長、副町長、また、ここにおら

れます立派な課長さん方とは違った角度からの提案なり、また、悩みなり、そういったものが浮

かび上がってくるということでございますので、これでしたらお金はかかりません。原稿用紙を

４枚か、レポート用紙を何枚かで結構でございますので、こういった新たな内面的な職員のやる

気も出し、私たちの声も届くんだという、やる気も出し、なおかつ、これがいいものであれば、

採用すると、こんなふうな庁舎内になればと、私は思うんですが、いかがお考えでしょうか。

これは町長に答弁をいただきましょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） それも一つの方法だというふうに思いますし、なかなか職員の一人一人の思いと

いうのは、自分が、どういう仕事をしたいというふうなことについては出させていることもござ

いますけれども、いろんな意味で仕事を離れた中でも、いろんな思いがあるでしょうし、それら

について課題を、ある程度のテーマを決めるか何かして方法は、いろいろな方法があるというふ

うに思いますので、大きな有効な手段といいますか、手だてになろうというふうに思います。そ

れが、すべてではないかと思いますが、おっしゃるのが、そのとおりの部分もあると思いますの

で、検討させていただきたいと思います。

１ ３ 番（赤松孝一） 以上で終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

１０時５０分まで休憩いたします。
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（休憩 午前１０時３５分）

（再開 午前１０時５０分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

議案第９０号 平成２１年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定について、これより討論に入

ります。

討論はありませんか。

まず、最初に反対の討論を求めます。

次に、賛成討論を求めます。

９番、家城議員。

９ 番（家城 功） 議案第９０号 平成２１年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定についての議案

に対し、与謝野クラブを代表し認定すべきであるとの立場より討論をいたします。

平成２１年度は世界的にも引き続き低迷を続ける経済の状況の中、国においては大手企業はも

ちろん、関連する中小の会社や職場の仕事も減少し、休職者や失業者がふえ、毎日のようにテレ

ビや新聞のニュースでも取り上げられました。このことについては、当町にも該当することであ

り、将来の展望や見通しは全く不透明な、不安な状況が続いた年ではなかったかと記憶しており

ます。

そういった中、国の緊急的対策として交付されました地域活性化生活対策臨時交付金や経済危

機対策臨時交付金を初め多くの臨時対策の交付金の交付には、当町においても多くの事業費が採

択を得て、懸案されておりました案件も含め非常に効果があらわれておるではないかと思ってお

ります。

町においては合併４年目、いわゆる第１期太田町政の集大成の年として大変厳しい財政と地域

経済の中で、新しくスタートした与謝野町の町民生活と将来の明るい希望のために策定されまし

た総合計画や行革大綱を初め、各分野における計画ビジョンなどを基本的土台として積極的な事

業展開が取り組まれたのではないかと感じております。

数字で見ますと当初予算約１００億４８０万円でスタートし、臨時交付金等の増加もあり、決

算においては歳入合計額約１３８億２０万円、歳出総額約１３５億４，２６０万円と、繰り越す

べき額を差し引いた実質収支の額は約１億８，０２４万円と、黒字計上であり、健全な財政運営

が維持できたのではないかと受けとめております。また、行革大綱でも目標とされておりました

経常収支比率におきましても９０．０％と、４年も早くに到達できたことは臨時交付金等の影響

は大きいにしても、人件費や物件費を初めとする諸経費削減において努力をいただいた抑制効果

も大きかったのではないかと感じております。

事業におきましては、２１年度の目玉であります情報化拡張事業におきましては、町の安心・

安全のために、また、心豊かに将来生活を送るため、また、町一体化の醸成を図る意味でも大変

重要かつ、意味のある大きな事業であり、現在、旧岩滝、野田川地域では、約７割以上の方がご

加入されており、町で暮らしていくための安心と楽しみが一つふえたのではないかと感じており

ます。住宅助成事業においては、大変多くの利用者があり、厳しい経済状況の中、施工されまし

た町民の方はもちろん、仕事を受けられた地域事業所にとっても大きな経済効果につながったの

ではないと思っております。また、地域交通の不便な地域を中心に運行が開始されました地域バ
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スひまわり号は、利用しておられる方にとっては大変喜んでおられるようですが、全体的な利用

者には決して多いとは言えませんし、今後の取り組みには多くの課題が残されているのではない

かと思いますが、せっかく取り組まれました事業が、よりよい有意義な方向に進むべき今後の努

力をお願いいたしておきます。

ほかにも福祉、保健、農林、商工産業、建設、教育方面においても、さまざまな事業が実施さ

れ取り組まれております。町の主役は町民であります。町民の暮らしを守るために今後において

も強いこだわりと信念を持って事業を計画し、実施していただきたいと思っております。

いずれにいたしましても、まだまだ国においても、もちろん当地域においても大変厳しい経済

状況にかわりはございません。また、政権交代の影響や今後の合併交付金を初めとする国からの

地方に対する予算の削減など、影響も含め考えると町財政の先行きに対し、非常に不安を感じる

のは私だけではないのではないかと思っております。

本年度は各種臨時交付金等の実績から、数字的には黒字計上でありますが、この数字に決して

安心することなく、気を抜くことのないよう、さらに厳しい意識を持ち、今後に生かされるよう、

町民が心豊かで安心・安全な生活がおくれる。また、将来を担う若者や子供たちが希望の持てる

行財政運営に努力はなされることを強く希望いたします。

最後に、理事者の皆様を初め行政職員の方々におかれましては、今議会で私がテーマに掲げま

した町民と行政との視線や意識の格差、それに対する是正に対し、今後、日ごろ業務に当たられ

る際、町民の方の立場になって考え、行動し、発言のできる職場づくりにもご尽力をされること

をお願いしたいと思います。

以上のことをお願いし、私の賛成討論といたします。

議 長（井田義之） 次に、本案に対する反対意見はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 次に、本案に対する賛成意見はありませんか

７番、伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） それでは、私は日本共産党議員団を代表して、２００９年度一般会計歳入歳出の

決算認定に対する賛成討論を行います。

昨年度は年度中に自民党、公明党政権の世界的金融危機対策としての大型補正が追加され、ま

た、政権交代もあり、激変した年でもありました。今、民主党政権は自民、公明政権が従来から

とってきた規制緩和市場原理、民営化など、構造改革路線を基本的に継承しています。アメリカ

と財界言いなりという、この二つの異常を抱える政治を続けてきた旧政権の政治によって、国民

生活の貧困と格差は広がり、重大な状況に追い込まれ、これに加え一昨年秋からアメリカ初の世

界経済危機のあおりを受け外需頼みの日本経済は、かつて経験したことのないスピードで悪化し、

深刻な不安と危機に見舞われています。まさに構造改革の傷跡が全分野的に露呈し、さまざまな

矛盾を引き起こしていると言えます。国民や地方自治体に求められているのは、日本経済の軸足

を大企業や軍事費を優先させるのではなく、国民の営業や暮らしに移すこと、国民生活優先の内

需拡大の経済政策に展開させることは明らかではないでしょうか。

さて、こうしたもとで全国の地方自治体の財政運営も厳しく、本町の町民も極めて深刻な事態

に直面しています。このもとで町の昨年度決算は行政改革目標を考慮しつつ、新しいまちづくり
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を目指す総合計画を着実に実現してきたと考えています。それは新たな事業として新町の一体化

を進める町営バスひまわり号の運行や不況対策と地域循環型経済を探求した住宅改修助成制度、

地デジ対応としてのＫＹＴ有線テレビ光ファイバー化を全町に広げる事業初め、腎臓機能障害者

通院交通費助成補助事業、学校保育園などの耐震工事、妊産婦への無料健診の拡充、ＰＥＴ検診

の補助、発達サポート事業、緊急雇用対策事業、森林整備事業、緑の公共事業、加悦地域公民館

の図書館を１階に移転させる工事などなど長期計画とともに身近な生活関連の事業も進めてまい

りました。そして、地球温暖化対策の取り組みも進めてまいりました。この事業は多くの住民の

願いや将来的要望も含めた要求、期待にこたえたもので、大変評価できると考えています。この

一方で、合併４年半を経過した与謝野町町政にとって少なくない課題が山積していると考えてい

ます。その一つは合併協での懸案の一つ、地域協議会、まちづくり協議会です。この基本的な目

標は新しい時代にふさわしく、まちづくりに欠かせない住民参画の促進、住民の自立、自主を促

進することであり、住民みんなで助け合い、支え合うコミュニティ組織をつくり育てることが緊

急に強く求められてます。

総合計画でも指摘している住民の自覚的、民主的な協働やコミュニティの構築拡充です。これ

が最も重要な課題であり、外からの強制ではなく、また、自然成長に任せるのでもなく、総合計

画などの基本方向を具体的に示し、それに向かって協議を深め、ともにつくっていくことが大事

だと考えています。そして、その執行部隊の最前線を担い、中核的な調整役、町政の推進役でも

ある最前線の職員集団と臨時職員の役割も極めて重要であります。この臨時職員も含め、すべて

の職員がしっかりとまちづくりの将来像の認識を共有し合い、全職員の能力が発揮されるような

行政機構を構築していくことが極めて重要だと考えています。

二つ目に地方財政と自治体のあり方の問題です。一般質問でも述べましたが、地域主権改革と

いう新しい装いの構造改革の動き、政府の地方財政対策や自治体のあり方に対し、全国の自治体

から厳しい批判が出始めています。こうしたもとでも長期的な視点に立ち、容易な機械的対応に

陥らず不用、普及、無駄な事業の見直しを徹底的に行い、合併特例債などの起債の発行に依存す

ることなく極力抑えつつ営業と暮らし、福祉、教育の充実を図っていただくよう最大限努力すべ

きだと考えています。

三つ目、貧困と格差が広がる中、暮らしの負担になっている国保税や保育料、就学援助制度、

それから、多重債務対策や暮らしの資金、奨学金制度等々、特に低所得者層への対策の抜本的強

化が求められています。

四つ目は、深刻な地域経済の対策です。これは関係団体と連携協議、信頼関係を結び、まちづ

くりの主役は地元業者や農家だという視点に立ち、雇用創出や地域循環型持続可能なまちづくり、

当面する緊急対策と同時に長期的ビジョンで行政の主導性も発揮され、抜本的強化に取り組んで

いただきたいと思います。

五つ目、大きな問題になっている医療体制や後期高齢者医療制度、介護制度、税務の共同化、

ごみの広域化事業など、これについても主権は住民、この立場に立って十分な情報公開と説明責

任、プライバシーの保護など、丁寧な対応を貫いていただくことです。今の醸成は政府の一括交

付金化問題などの動きや財政健全化などによる地方自治体への指導を援助という名の緩衝統制が

今後も一段と強まることは明白だと思います。よって、今後も財政が大変厳しいことを十分考慮
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しつつ、町民生活を守る行財政運営を行っていただきたいと強く期待するものであります。また、

この間、政府の地方財政対策の実情を見れば、本当に政府が地方自治を守る立場に立っているか

否かは明確になってきているんではないでしょうか。ですから、太田町政の管理職集団一同が町

民と町財政を守る、この立場に立って奮闘するとともに、国と府に対し、このすばらしい与謝野

町を守り発展させるために言うべきことははっきりと国、府に主張していく、このことが大切だ

と考えています。

最後になりましたが、この決算は太田町政第１期目の最終年度に当たり、この教訓を２期目の

町政運営にしっかり生かしていただきたいと思います。また、町民の中には不況下での苦しみに

よって、将来不安を根強く抱き、町の行政と公務員への攻撃など、風当たりも厳しいものがあり

ます。この町政の苦しみや傷みを受けとめ共有して、住民の声をしっかり聞くという立場を貫く

とともに、町民の潜在的な力、町政参画へのエネルギーを信頼し、町理事者の皆さんが全職員の

英知を集め、その先頭に立って国の悪政から住民を守る防波堤としての役割を発揮していただく

ことを強く期待し、賛成討論といたします。

議 長（井田義之） 反対の立場での討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 賛成の立場での討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第９０号を採決します。

本案について原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９０号 平成２１年度与謝野町一般会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定することに決定しました。

日程第２ 議案第９１号 平成２１年度与謝野町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。

本案についても既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

私のほうから改めて申し上げ、お願いしておきます。質問の時間は１０分以内、２回以内とい

うことに、今後なりますので、時間厳守よろしくお願いいたします。

質疑ありませんか。

１５番、勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） それでは、簡易水道特別会計につきまして、２点ほどですね、当初説明のときに、

それぞれあったと思うんですが、再度、質問をしたいと思っております。

まず、１点は２１年度では大きな額の繰り入れがされております。水道課からいただいており

ます資料を見ても、その額の大体３倍ぐらいに近いんではないかと思っているんですが、これは

財政調整基金との関係で、こういうふうになっているというふうに思うんですが、このことも含

めて２１年度での特徴的なことは、課長はどのように思われますか、この会計。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。
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水道課長（吉田達雄） 勢旗議員のご質問にお答えいたします。２１年度につきましては、事業そのもの

は新たに新加悦上水道の整備ということで、手がけさせていただきましたが、この分については

用地交渉の難航によりまして、繰り越しをさせていただいております。その中で特徴的なことと

申し上げますと、やはり国の経済対策臨時交付金が入ってまいりまして、簡易水道会計につきま

しても、具体的にちょっと申し上げますと公共投資臨時交付金で１億４１４万２，０００円、そ

れから、きめ細やかな臨時交付金で２，３００万円といったような多額の交付金が繰り入れとし

て入っております。それが、これは主に建設費のほうになるんですけれども、それから将来的な

財政運用上の予備といいますか、備えとして財政調整基金ということで決算上でいきますと、繰

入金としては７，０００万円というのが財政調整基金として入っているということで、今回につ

いては、将来を見越した繰り入れをしていただいたということが大きな特徴だろうというふうに

思っております。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） 附則資料の２２３ページですね、有収率に書いてあるわけですが、この有収率も

年々、水道課の大変な努力でアップをしております。このことから見ると施設整備や、あるいは

管理面でも努力をされてきたというふうに感じるわけですが、現在の電磁式流量計ですね、これ

との有収率との関係について、ちょっと課長のほうから説明していただけませんか。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。資料の２２３ページですが、この中で、今、議員お尋ねの電

磁流量計が設置してある箇所について申し上げます。まず、一番上の加悦水道、加悦水道につき

ましては、浄水場といたしまして算所、加悦、加悦奥と三つ浄水場がございます。それらに、そ

れぞれ配水池を持っております。その配水池に排水流量を図るための計器を、それぞれ流量計を

つけるわけですが、この加悦水道につきましては算所が電磁流量計になっています。それから、

その下の与謝水道、与謝水道につきましては、浄水場としては与謝と山河と二つございます。そ

のうちの山河が電磁流量計になっています。それから、ずっと下へいっていただきまして、三河

内水道、それから市場水道、山田水道、石川水道、これらが電磁流量計ということでございます。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） そういうことであろうと思うんですが、特に、この有収率が最近、ずっと傾向を

見ていますと年々アップしてきておるということなんですが、その辺に、特に課として努力され

ている、このことはございますか。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。施設整備については今、申し上げておりますように、配水池

に電磁流量計を設置することで、これまでの流量計の制度の問題による誤差、これが少しずつ解

消されてきているということで、有収率につきましても徐々に、その整備によってアップしてい

く傾向にございます。それから、日々の、やはり有収率に一番かかわりの大きいのは水道管の破

損よる漏水ということになりますが、これにつきましては、前々から申し上げておりますように

役場の中央監視装置で夜間の排水量を見まして、その中で漏水があるかないか、ある場合につい

ては職員、あるいは業者に委託をしまして、漏水箇所を調査すると。やはり我々自身もそうです

し、議会のほうでも毎年、ご指摘をいただいております。少し漏水があったら、今までですと、
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ある程度、大きな数字になるまで、実際に調査してもわかりにくいということがありまして、な

かなか調査する時点までの時間をちょっと、大きくなるのを待とうということで、待っていたり

したことがあるんですが、最近については漏水があれば、すぐにでも業者に委託をしまして、よ

り詳細に調査をしてというようなことで、対応をどんどんどんどん早くしているということがご

ざいます。そういったことで徐々にアップしているのかなというような思いでおります。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） そうしますと、課長、その辺の努力は可とするわけですが、この表に出ておりま

す年間総配水量、あるいは年間総有収率等、これはこれで率は上がっているんですが落ちている

という傾向になっているんですけれどもね、この数字で見ますと、総配水量と総有収水量、どち

らも年々落ちているという気がするんですが、そこのことについては、特に、その要因等、考え

られたことはありますか。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。総配水量、総有収水量ともに水量がダウンしているというこ

とですね。これにつきましては、やはり使用者の方々の使用水量が減っているということが一番

であろうと思います。特に近年、大きな傾向としてありますのが、従来の大口需要者の方々の使

用水量が減っているということがございますし、それから、やはり人口が少しずつ減少してきて

いる。それから、少子高齢化で、いわゆる水を多く使われるであろう１０代から２０代の方々の

人口がちょっと減っているというイメージがあります。

それから世帯分離で、例えば一家族５人とかでおられた方が、新しく家を建てられて世帯を分

けられるということで、ご承知のように水道料金そのものは基本料金つきの少しずつ、量がふえ

ればふえるほど単価が上がるというシステムになっていますので、今まで５人家族で使われた分

が、例えば、２人、そこから抜けられますと、料金の高い部分から低い層へ移られるというよう

なことが最近、多くなっております。そういったようなことが有収水量、総配水量に影響が出て

いるというふうに分析をしております。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） それでは、課長、最後にもう１点だけお伺いをしたのですが、ことしの春でした

か、ある地区で、いわゆる止水栓の付近から水が漏れるというケースがありまして、課長のほう

でも大変ご苦労さんをいただいたのですが、我々、一般的に、その止水栓までが、止水栓が一つ

の官民の境になっておるんではないかと、ややもすると、こういう思いがあるんですが、その辺

のＰＲというのは十分できておりますか。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。ただいまのご質問につきましては、各個人の給水管の管理の

範囲ということだと思います。水道の場合、道路にあります本管から新しく使用されるという方

が個人の負担によって水道の本管から宅内へ引き込みをされるということになりまして、その後

の管理の問題につきましては、町のほうといたしまして、官民境界で、その区切りをさせていた

だいています。本来は個人の方が引かれておりますので、個人の方が本管からすべて管理をして

いただくということが本当のところであるんですが、やはり公道下で修理作業とか、いろいろと

なりますと、負担も多くなりますし、そういったこと。あるいは道路の専用使用、いろんな問題
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で、なかなか個人の方の対応というのは大変になってくるであろうということから、従来から官

地部分につきましては町が管理をさせていただくというふうにさせていただいています。

ただ、今、ご指摘のメーターのところまでが、公が見たらどうかという思いというのがあると

思うんですが、メーターの位置につきましては各個人が思い思いにいろんなところにつけられて

おります。道路からすぐ際のところについているメーターもあれば、奥のほうに入り込んでメー

ターをつけておられる方もあります。そうしたことで、メーターまでを町が管理するということ

にした場合、不公平が生じてくると。

それから、もう一つには、そこまでの民地の中で、例えば庭木があるだとか、石があるだとか、

いろんなことをされています。そうした場合に町のほうが、そこを手がけるということになりま

すと、後々の補償の問題とかいうことも出てまいります。また、それによって金額に大きな開き

が、それぞれ個々によって違ってしまうというのは、やはり公平性に欠けるという部分もござい

ますので、やはり最初に引かれたのが個人ということで、官地部分については町、民地部分につ

いて水道メーターまでいかなくても、その部分については個人でお願いすると。ただ、このＰＲ

についてですが、先ほど、ご指摘ありましたようにちょっとこの春から、そういったことでトラ

ブルがありました。私どものほうとしましても、この機会にいま一度、そこの管理の範囲につい

ての区分について、何らかの形でＰＲをしていかなければいけないな。周知しなければいけない

ということで現在、資料づくりをさせていただいているところでございます。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） 大変ご苦労さんになりまして、この件は円満に解決をしたと、このように聞いて

おりますが、私、感じまたのは、このケース、この軽度のといいますか、これは課長が出向くま

でに十分これは、それぞれ担当者の方でやっていただかんなんので、その辺の教育を、課長のほ

うで、もうちょっとしてもらう必要があるんではないかなというふうに感じておりまして、ひと

つぜひ、課長のほうは、この算所、この新加悦浄水場の等の問題で、大変ごくろうさんになりま

したので、ぜひ、そういう役割分担をしながら円滑に、この水道の関係が進むようにお願いをし

たいと、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第９１号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９１号 平成２１年度与謝野町簡易水道特別会計歳入歳出算認定については、

原案のとおり認定することに決しました。
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日程第３ 議案第９２号 平成２１年度与謝野町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

討論を省略し、採決に入りたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（井田義之） ご異議なしと認め、議案第９２号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９２号 平成２１年度与謝野町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、原案のとおり認定することに決しました。

日程第４ 議案第９３号 平成２１年度与謝野町下水道特別会計歳入歳出決算認定についてを

議題とします。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑はありませんか。

１４番、糸井議員。

１ ４ 番（糸井満雄） それでは、下水道事業について若干質問をさせていただきたいと思います。

まず、決算報告にもありましたけれども、２１年度に入りまして、初めて空水量がなくなった

と、こういうことで、決算報告でもされておりました。昨年度は３９０万、空水量があったわけ

ですけれども、本年度に入って空水量は、いわゆる使用料等負担金のあれがとんとんになるんで

すということで、大変結構だろうというふうに思っております。下水道課の接続への努力が、あ

る程度実ってきたのではないかなというふうに思っております。しかし、中身を見ますと、公共

のほうには、公共下水は１，２８０万円ぐらいのプラスになっておるわけですけれども、特環が、

やはり同じぐらいの空水量が出ておるわけです。ですから、特環がプラスになって空水量がマイ

ナスですので、とんとんと、こういうことになるわけですけれども、非常にこの特環の、この接

続料の、これからの普及促進が大切だろうというふうに思っておりますが、この普及に対して、

一般質問で申し上げましたけれども、下水道課として、今後、努力していっていただかんなんと

思うんですが、対策等については考えておられることがありましたら、お示し願いたいと。

議 長（井田義之） 西村下水道課長。

下水道課長（西村良久） 糸井議員のご質問にお答えいたします。普及ということでございますので、普

及と申しますのは、面整備がどれだけ進んでおるかということでございますので、その観点でご

説明をさせていただきます。・・・等につきましては、昨年をもちまして面整備は、一応既存の

建物は完了いたしまして、２１年度をもちまして、それで既存につきましては１００％でござい

ますが、特環につきましては、まだ１００％になっておりませんが、これにつきましても合併以
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後、予算を配分いたしまして、過去に地域間格差が激しい下水道事業というふうなご指摘もござ

いましたので、下水道課といたしましては、残りの地区の面整備を早急に、１００％にしていく

というふうなことを念頭に置きまして、下水道課内で調整し、事業を執行しておるところでござ

います。それに加えまして、普及は促進できました後に、続きましては水洗化の接続の推進とい

うことになりますので、それにつきましては、過去からは便所、トイレの改修のみの方も認めて

いくというようなことできておりましたけれども、そういうことではなしに、環境の浄化という

観点から便所の改修ではなしに、便所の改修は費用がかかりますので、その費用がかがらない生

活雑排水からの接続を、まず、お願いしたいというふうなことで啓発活動を行っておりまして、

そちらのほうで、なかなか、そういうご理解いただいて、件数が伸びておるというような状況で

はございませんけれども、下水道課といたしましては、そちらのほうに目を向けていただいて、

接続の推進をしていただけるように水洗化施策等につきましても、普及施策等につきましても、

要項を改正いたしまして、そういうふうなことに、住民の方に、接続の利用がいただけますよう

に下水道課といたしまして努力をいたしておるところでございます。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井満雄） そこで、水洗化率の関係でございますが、２０年度の水洗化率は全体で

６２．６％、２１年度が。２０年度も同じく６２．６％、伸びていないわけです、全体では、水

洗化率は。内容的に見てみますと、これも公共が、２０年度は７５％で、特環が５６．９％、

２１年度に入りまして、公共がわずか１．２％、７６．２％と伸びておるわけですが、特環は

５６．９％と、全然伸びていないわけです。それは、いろいろと、いわゆる処理人口がふえても

水洗化人口がふえていないということが言えるのではないかなというふうに思うんですが、この、

今、私も一般質問の中で、町長のほうから答弁いただきました雑排水の接続を優先していくんだ

という、そういう指導をしていくというふうに回答もいただきたし、今も下水道課長のほうから

も、そういう意向がありました。

ここで、住宅改修補助金の制度があるわけですけれども、こういった制度も、この水洗化率の

向上に、ある程度、貢献しているのではないかなというふうに思うんですけれども、この数字を

見る限りでは、あまり効果が出ていないというふうに思うわけですが、この水洗化への取り組み

の中で、この制度を利用しておられる方は、どのぐらいあるのかなというふうに思うんですが、

わかりましたらお示しを願いたいなと思います。

議 長（井田義之） 西村下水道課長。

下水道課長（西村良久） お答えいたします。まず、平成２１年度におきましては、過日にも答弁させて

いただきましたが、全体で２５０件の接続の申請がございました。そのうち５５件が３年以内の

方でございまして、それを除きます１９５件が３年を越えて接続をしていただいた方でございま

す。その３年経過されました１９５件のうち住宅改修の補助申請を利用いたしました方が６５件

でございますので、すべての方がということではございませんが、一般住宅が対象でございます

ので、事業所でとか、そういう店舗は対象になりません。そういうことで、それと町外業者につ

いては、対象になりませんので、そういったことで、そのすき間が出てきておるというふうなこ

とには判断しておりますけれども、１９５件の３年経過のうち６５件ということでございますの

で、その数字的に、その制度が始まりまして、それが反映をして、それによって数字がふえてお
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るというようなことは、今まで分析した中では、なかなか把握はできておりませんけれども、下

水道課として判断しておりますのは、この制度があるおかげで本来ですと、この現下の、この不

況、経済対策の経済状況の中で、本来ですと、もっともっと水洗化率が下がってくるところを踏

みとどまって何とか現状維持で数字が上がってきておるというふうなことで理解をしております。

以上でございます。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井満雄） ある程度の利用はされておるけれども、なかなか水洗化率の向上には、今のとこ

ろは、多少はつながっておるんですけれども、引き上げていくという、底上げしていくというと

ころまでは、まだいっていないのかなという気がいたしますけれども、引き続いてですね、こう

いった事業、いわゆる制度の促進を、利用を促しながら、ＰＲしながら、ひとつ今後とも、特に

特環のほうにつきましての水洗化率の向上に努めていただきたいなというふうに思います。

前一般質問のときにも申し上げましたように、非常に雑排水を川に流すということが強いては、

川の水を汚染させ、あるいは阿蘇海の水質を汚染させているという原因にもなっておりますので、

ぜひとも下水道の接続、いわゆる水洗化率の向上については、今後とも特段のご努力をひとつお

願いしたいなと、今後の下水道課の指導に大きく期待をいたしまして、質問を終わります。よろ

しくお願いします。終わります。

議 長（井田義之） 西村下水道課長。

下水道課長（西村良久） 下水道課といたしましては、まず、普及促進、面整備の普及を１００％に、ま

ずしていくということとあわせまして、この水洗化の接続、これは最重要課題ととらえておりま

すので、今後も今まで以上に、その接続の１００％を目指して下水道課として、課を挙げて取り

組んでいきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

１ ４ 番（糸井満雄） 終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

１５番、勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） それでは、下水道特別会計につきまして、細かいことをちょっと二、三点お尋ね

をしたいと思っております。

私のほうに、そういうことでお尋ねをしてほしいというので、まず、この設計の中で、いわゆ

る掘削で単価を設定をされているのに、実際の現場では、これで掘削していたのでは、とても間

に合わんということで、いわゆるスピーダー工法でやらざるを得ないと、こういうふうに言われ

ておるのが現実だと、こういうことなんですが、いわゆるスピーダー工法で、結局やらなんだら

間に合わんと、この辺は課長どうですか。

議 長（井田義之） 西村下水道課長。

下水道課長（西村良久） お答えいたします。今おっしゃいましたスピーダー工法と申しますのは、推進

工法でございまして、もともと開削で設計をしていましたものをスピーダー工法に変えていくと

いうのが、そういう場所がなかなか思いつかないんでございますが、２１年度でありましたのは、

そういう推進工法、幹線道路で推進工法で設計しましたものを工事をやっていく中で、大きな石

垣ができて、その推進ができなくなりまして、開削工法に変えたという事例はございますけれど

も、そういうことで推進工法といいますのは、・・・的に、どうしても・・・になりますので、
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どこでも使うということではなしに、基本は開削で行いまして、あとは専用条件等によりまして

推進工法を採用するかどうかというような判断をいたしておりますので、今のご指摘のようなこ

とは、ちょっと思い当たることはございません。申しわけございません。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） そうしますと、仮にそういう変更がされた場合は、これはもう変更の手続がされ

ると、こういうふうに理解しておったらよろしいですね。

それでは、もう１点、お尋ねをするんですが、例えば、この４トントラックでしか入らないと、

こういうところで、設計では１０トン車を入れると、こういう設計になっておるところがあると

いうことをおっしゃっておる方があるんですが、当然、この場合も設計変更になると思うんです

が、その辺はどういうことになっていますか。

議 長（井田義之） 西村下水道課長。

下水道課長（西村良久） お答えいたします。ただいまの質問でございますけれども、詳細な設計内容を、

私、把握しておりませんので、その今、答弁することが当たっているかどうかというのは、ちょ

っと判断できませんけれども、基本的には、そういった場合には変更の対象になろうかというふ

うなことを思いますけれども、当初の設計の段階での設計の・・・ですとか、そういったことも

すべて考え合わせて最終的には判断すべきというふうに思いますので、今、ご質問に対して、今

の返答をしましたけれども、それが当たっているかどうかという判断すら、今の時点ではできな

いというふうなことをご理解いただきたいというふうに思います。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） そういうふうに現場ではおっしゃっておるという事例がありましたので、ひとつ

その辺も十分課長のほうでは入札に出されるときに十分見ておいていただく必要があるのではな

いかなと、このように思っております。

それから、もう１点、私・・・ますのは、いわゆる公共升を入れていないのに分担金が請求を

されるというケースをおっしゃっておるのがあるんですが、これはそういうことはありますか。

議 長（井田義之） 西村下水道課長。

下水道課長（西村良久） お答えいたします。分担金につきましては、基本的に、その土地が面します道

路に下水道管が入りまして、その土地が下水道が利用できるようになった時点で徴収をさせてい

ただくということ、賦課をさせていただきますので、公共升の有無は、その判断基準にはなりま

せん。それを判断基準にいたしますと工事のときに、ここは公共升は要らないというふうなこと

が出てきますので、そういったことにはならないように、公共升がなくとも分担金は徴収すると

いうふうなことで、その工事の都度、そういったことも説明してご理解をいただいた上で、工事

を進めておるというふうなことで理解しております。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） 今、課長の答弁にありました公共升の関係につきまして、私はまだ、十分理解が

できていないのではないかなと、一般の方がというふうに思っておりますので、その辺も含めて、

そういった誤解を生じないように、ひとつＰＲをしていただきたいと、このように思っておりま

す。終わります。

議 長（井田義之） 質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第９３号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９３号 平成２１年度与謝野町下水道特別会計歳入歳出決算認定については、

原案のとおり認定することに決しました。

日程第５ 議案第９４号 平成２１年度与謝野町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第９４号を採決します。

本案については、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９４号 平成２１年度与謝野町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、原案のとおり認定することに決しました。

日程第６ 議案第９５号 平成２１年度与謝野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑ありませんか。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） それでは、介護保険の特別会計について、福祉課長に質問をいたします。

まず、財政運営状況全体についてですが、過日の補正で、この２１年が第４期の初年度という

ことで、初年度が黒字と、最後に赤字にはなって全体でバランスがとれるので、計画どおりとい

う答弁がありましたが、この収支を見ていますと、黒字というふうに読めないんですが、２１年

度の運営状況は、どうだったんでしょうか。
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議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） ただいま議員さんのご質問です。この決算状況を見ておると黒字になってないじ

ゃないかなというようなことでした。今年度の決算におきましては基金への積立金ということで

４８１ページ、決算書の４８１ページを見ていただきますと７，７５６万８，０００円の基金へ

積み立てをいたしております。

それと次のページを見ていただきますと、４８２ページには実質収支額３，３６２万

４，０００円ということがございます。したがって、この基金と、この翌年度への繰越金額を足

しますと１億円ちょっということで、数字が出てくるわけなんですが、歳入のほうを見ていただ

きますと、前年度の繰越金につきましてが、決算書のページでは４６０ページ、４６１ページに

ございますように、前年度からの繰越金が１億８６９万４，０００円ということで、２１年度決

算を見てみると多くの繰越金があって、そして、今は大体１億円ぐらい、基金と２２年度への繰

越金が１億円ぐらいということで、野村議員としては繰越金があるから、そんなにプラスになっ

ていないのじゃないかなということでの質問だと思います。

４８１ページをもう一度見ていただきますと７，７５６万８，０００円の基金への積立金の中

には福祉基金へお返しするお金４，７５６万８，０００円と、一般の基金へ積み立てが

３，０００万円と、合わせまして７，７５６万８，０００円というのがございます。したがいま

して、大体、数字を見ておりますと表面上は、この決算ではとんとんになっておるんですけれど

も、今、言いました、この３，０００万円の積立金についてが、この分が黒字分ということにな

っております。３，０００万円まるっぽ黒字かといいますと、そうではありません。大変複雑な

構造になっておりまして、第４期の中では前年度からの繰越金のうち３，０００万円を２１年度、

２２年度、２３年度に１，０００万円ずつ充てると、このような計画をいたしておりますので、

２１年度においては３，０００万円、しっかり繰り越せたということで、１年間分の

１，０００万円が２１年度決算における積み立てということになりますので、１，０００万円相

当分が黒字になったと、このように理解をいただきたいというように思います。大変長い説明で

したけれども、このあたりを説明させていただきませんと、黒字ということでのご理解がいただ

けないということでありましたので、説明をさせていただきました。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 今の答弁を聞いていましても、返済にしろ、積み立てにしろ、この年度の黒字で

されたわけじゃなくて、言われたように前年度の繰越金でされているというふうに思うんですね。

ですから、この２１年度が黒字ということにはならない、その理由で、ならないのではないかな

というふうに、ちょっと私は思います。それはそれとして、いわゆる指摘したように宮津の特養

が頓挫をして、サービスができなくなったとかいうことで、計画よりもサービスは減るはずだけ

れども、今、言われたように黒字ならないということは、全体でサービスがふえたということで

すが、事務報告の２３４ページに、その内容が載っているわけですけれども、言われるように、

すみません、２３３ページに６．４％増になっていますよね。だから、計画よりもかなりふえた

のなかというように思うんですが、前年度よりふえているんですが、これは計画よりふえたのか、

前年度より６．４％ふえたのは、計画より減っているのか、その辺の状況は、どう分析されてい

ますでしょうか。



－706－

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この介護保険の会計といいますのは３年間が切りということになっております。

したがって、現在の年度、２１年度決算を審議いただいておりますので、２１年度につきまして

は第４期ということで２１年度、２２年度、２３年度の、この３カ年を見ていくということにな

っております。それの事業計画につきましては、議員さんお手元に持っておられますように、与

謝野町の高齢者福祉計画及び介護保険事業計画という、こういう冊子がございます。この中に実

際の介護保険の利用料、また、給付総額を推定しまして、これによって保険料を決めていくとい

う、このようなことになっております。当然、前期からの繰越金も入れてのお話です。そういっ

たことで、この計画書と実際に２１度の決算書を見てみますと、少し議会の中でも報告させてい

ただいたかもわかりませんが、計画書よりも全体で７，０００万円程度給付費がふえているとい

うことで、その分については実際の計画よりも若干利用者が多いかなというように思っておりま

す。

議 長（井田義之） 野村議員の質疑の途中ですが、ここで昼食ため、午後１時３０分まで休憩いたし

ます。

（休憩 午前１１時５８分）

（再開 午後 １時３０分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、２１年度与謝野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議

題とし、野村議員の質疑を続行します。

野村議員。

１ 番（野村生八） サービスが６．４％ふえたわけですが、その内容を見ると施設サービスは

９７．５３％、反対に下がっています。そして、居宅介護が１割ふえ、特に地域密着型サービス

が新しく始まったこともあって、６４％の大幅増ということで資料にはなっています。そこで、

施設について、まず、質問をしますが、まず、この療養型ですね、これが言われているように大

幅に前年度から比べて減っているわけですが、これについて、いわゆる介護型はそうでになくし

て医療型も計画的に減らすということになっています。当初、心配していました療養型に入って

おられた方が受け皿がなくて、大変になるのではないかという事態があったわけですが、これに

ついては、どのようになったのでしょうか、大丈夫だったでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この療養型の関係です。療養型の関係につきましては、平成２３年度中に廃止を

されるということで国のほうで決まっておりまして、この近隣の療養型施設についても転換され

たという経過がございます。しかし、せんだっての新聞なんかを見ておりますと、療養病床につ

いては１１年度末の廃止ついては猶予するというようなことがございます。したがいまして、与

謝野町でもだんだん減ってきてはおりますけれども、そういったものを猶予されるということで

若干行き先が心配をしておりましたけれども、これで猶予されたことによって療養型が延びると

いうことで、行き先を変えずに済むということで少し安心をいたしております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） これについては、療養型をなくすことで費用が減らせるということだったんです

が、現実にやる中で、単に福祉のほうのお金は減るけれども、医療に移るだけで、医療に移るこ
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とによって、かえって費用がふえると、これは前から言われておったわけですが、こういう実態

が明らかになる中で、自民公明政権の中で、そういう費用を減すために打ち出したのですが、元

に戻していくと。しかし、もう既に、この地域では太田病院もなくなってまして、言いましたよ

うに、そこにおられた方は全部、一般病棟にかわっただけなんですね。その入っておられた方は

どうなるんだろうと不安を抱えながら結局、こういう形で。また、大幅な変更という、非常に場

当たり的な、いわゆる、そういう方々の思いは全く関係なしに、お金だけで計算して、そういう

ことがやられてきているということが、この点でも言えるだろうと思います。それでもう一つの

特養のほうですが、これについても大幅な変更が始まろうとしています。まず、特養のユニット

と、今、大部屋とがあるわけですが、これについて、どのように違うのか、費用の違いと、それ

から入っておられる方の人数の比率等々、内容をお答えください。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） ユニットと大部屋の違いということです。大部屋につきましては一部屋当たり、

４人当たりの部屋ということになっておりまして、近年はすべてユニット式になっております。

ユニット式はどのようなものかといいますと、大部屋に対しまして個室ということで、プライベ

ートを守るということから、近年では、もうすべてユニット方式にかえられているという状況で

す。

次に、値段の関係、入る費用の関係なんですけれども、この費用については本当に品物を、例

えば一つ買うような、だれが買っても同じという値段にはなっておりません。介護保険につきま

しては、介護度等によりまして、負担する金額が違ったり、また、食費が違ったり、居住費が違

ったりするということがあって、なかなか、どのあたりを説明させてもらったらいいかというこ

とで今、思っておるんですけれども、ユニット方式と多床室、大部屋との違いということで、一

つ例を、私自身、中間ぐらいで持っている部分があります。要介護３の方で住民税が課税されて

おる方については、例えば、特養については利用料、居住費、食費なんかを積み上げますと大体

１３万円近くなります。しかし、この低所得者の方につきましては、高額介護費用でありますと

か、食費の減額等がございますので、単純にそのあたりの低所得、非課税世帯で年金収入が

８０万円以下の方を、ちょっと例に、私、計算しております。その場合でいきますと、大部屋に

つきましては、そういった費用額が約３万７，０００円です。これに比べましてユニット方式に

入っていただきます、個室になりますと６万２，５００円ぐらいになるということになっており

ます。

それから、比率なんですけれども、この決算資料の２３５ページを開いていただきますと、

２３５ページの、この一番下側の表なんですが、ここの施設介護サービス受給者月平均というの

がございます。ここで介護老人福祉施設というのが、特別養護老人ホームということで

１９６．２人ということで、一月に１９６人入っておられるわけなんですが、このうちのユニッ

トには４８名、それから、大部屋には１４８名ということで、単純に計算しますとユニットにつ

いては全体の２５％、それから、大部屋については７５％というような比率になっております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 個室と大部屋とでは、かなり料金の違いがあると、個室がまだ、この地域では少

ないという実態だろうと、今の答弁で思います。
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それで、この点についても、国は今まで個室しか認めないと言ってきましたが、これが大部屋

も認めるという方向に変わりました。これは結局、個室に入れない人が多数生まれているという

事態が言われていますが、国の審議会等々で、そういう実態は、この地域ではあるのかないのか、

この今、１４８人大部屋で、４８人個室と言われましたが、こういう実態はどうでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この実態ということなんですけれども、相談なんかを聞いておりますと、やはり

この大部屋につきましては、先ほど報告させていただきましたように、個人負担の差というのが

あります。どうしても個室と大部屋とは違います。そういった中で、具体的に何名が、そういっ

た、ユニット型に入れないから大部屋を待っているんだというようなことは把握はしておりませ

んけれども、ないことはないというように思っております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 実際、私も相談を受けた中で、個室に入ると、これだけという形という中で、個

室はちょっと無理だというふうな事例もありました。本来は国が今までやってきた、これについ

ては個室を維持するということが人権の上でも非常に大事だろうというふうに思いますし、太田

町長も早くから、特養をつくるときに、野田川の虹ヶ丘をつくられるときに、当時は大部屋でな

いと認められなかった、反対だったわけですね。大部屋でありながら、実際に住まわれるときに、

人権を守るために個室というつくり方をされ、先進的な取り組みをしてこられたわけですね。し

かし、ここに来て、やはりこれが変えられる、原因が、これだけの費用の格差が生まれて入りに

くい人がいっぱいいるというのが国でも問題になっている。ここは、やはり大部屋を認めるとい

うことではなくて、反対、この格差を減らす、なくしていく、だれでも個室に入れるようにして

いくことこそが大切ではないかなというふうに思われます。特に今回、また、特養を新しくつく

っていただくわけですが、これについては、どのようなお考えなのかも含めてお聞きをいたしま

す。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 今回の旧加工場跡地の特別養護老人ホームの建設につきましては、６０床という

ことで計画をいただいておりますけれども、この特養につきましては、すべてユニット方式とい

うことで、単価は高いということになっております。そういったことで、今後については、そう

いったことで、大体、先ほど議員さんがおっしゃられましたように、多少、大部屋なんかもつく

っていく方向でというようなことがありますけれども、私は、あまりこの部分は進んでいかない

んじゃないかなというように思っております。これはやはり、なぜユニット方式ができたかとい

う経過を考えてみますと、やはりプライバシーを守るというようなことが大きな項目であるかな

というように思っておりまして、また、前のように大部屋に４人ほど入れてしまうということに

なりますと、やっぱりプライバシーが守りにくいというようなことがあります。したがいまして、

議員さんおっしゃられましたように、そういった部分については、やはりユニット方式で、これ

から施設整備がされる中で、個人負担金の差というのが、先ほど言いましたように、かなり差が

ありますので、そういった差を詰めるといって詰めて、個室でも利用しやすい方向で負担率を下

げるとかいった制度がつくられればいいかなというように思っております。これは担当課として

は、もうそのあたりの整備が若干プライバシーを守るということと、負担金の制度のほうがきち
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んと追いついていっていない部分かなというように思っておりますけれども、やはり担当課とし

ては、その部分の負担額を少し応援するような施策が国のほうでしていただければ、それが一番

ありがたいというように思っております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） そうだと思います。町長にお伺いします。さっき課長は、進まないのではないか

と言われましたが、私は進むのではないかと思うんですね。というのは市町村から大部屋も認め

てほしいという要望が出されている。そして、もう一方では格差を是正してほしいと、個室の部

分を下げてほしいという要望も市町村は出されています。そういう中で、国が格差は下げずに大

部屋を認めるという方向に動いたわけですね。そういう中で市町村は仕方なく、そうなら大部屋

をつくっていかざるを得ないという、実際の入られる方のことを思えばということになるわけで

すね。この辺は、太田町長としては、やはり今まで進めてきた立場からいっても、今の課長の答

弁から見ても、国に対して、そういう大部屋を認めるというよりも、個室を進めるために個室の

料金を下げるという方向で、ぜひ働いていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） お答えしたいと思いますけれども、何かをするときに、これしか認めないという

やり方について、むしろ私自身は、ちょっと疑問を感じているんです。お年寄りさんでも大勢の

人がいないと不安で寝られないとか、そういう金額の格差は別として、そういう方もおられるの

で、自分がどういうところに入りたいかということの選択もできるような余地を持った中で、入

ろうとされる方がある程度選べるという、認定がなければもちろんあれでしょうけれども、そう

いうことが、まず、大部屋しかだめだとか、個室しかだめだとか、症状よっては、いろんな要望

がありますので、まず、そのことを認めてほしいなと思うのと、今おっしゃったように、そのこ

とによって格差が、金額的な格差が出てくるということについては、やはり是正をしていただけ

るような、そういう、入りたくても金額が高過ぎて入れないという、そういうことが出てこない

ような、そういうことを、ぜひ国にはお願いしていく必要があろうかなというふうに思っており

ます。

実際に、ユニット方式を取り組むというときには、たまたま、前にも言ったかわかりませんけ

れども、京都府に国のほうから来ておられました高年齢の方たちの、課長が、それを国に持って

帰って、そういう方向に世の中の流れもなっていましたし、そういう方向を打ち出されたという

ことがございますので、そういう意味では、やはり現場に合った対応ができるような、そういう

システムに、ぜひ是正していただくようなお願いも、今後も上げていく必要があるかというふう

に考えております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 町長の言われる、確かに選択というのは大事ですが、現実は、さっきもありまし

たが、個室に入りたくも４倍の大部屋があって、個室は非常に限られていると。もう一方では、

今、言われましたが個室に入りたくも料金のために選択できないという、そういう今までの経過

の中での今の現状から始めているわけで、そういう点では引き続き、今回も個室だということな

んで、そういう個室をもっとふやさなければ、そういう要望にこたえられないということと。料

金を下げなければという、こういう方向でですね、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、
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再度、いかがでしょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） そういう是正を求めていく、国に求めていくという努力はさせていただきたいと

思います。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） それとですね、特養については当町では増設が認められてこなかったと、今回、

認められるわけですが、その基準に参酌標準というのがあります。これはどういうもので、この

２１年度は何％になるのか、お聞きします、課長。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 以前、全員協議会の中で地域共生型福祉施設整備計画ということで、議員さん方

にお配りした資料がございます。この１ページをめくっていただいたところに、国の参酌標準と

いうのがございまして、これは施設整備をするに当たって、その市なり町が、これぐらいの基準

でやったらいいというような基準です。特別養護老人ホームの、ここで資料を見てみますと、国

の参酌標準につきましては３７％ということで、介護度が２以上の人を分母にしまして、施設利

用者を分子に置くということで割り返すと、３７％という参酌標準で実施をして、国のほうの指

導がございました。与謝野町につきましては、この第４期の計画を立てる段階では４１．４％と

いうことで、国の基準よりも大きいという、高いということになっておりまして、施設入所者が

多いということです。２１年度決算を見てみまして、利用者数から見ますと４３．７％というこ

とで、第４期の計画を立てたときよりも２％ほど上がっているというような現状でございます。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 療養型が１４人ほど減っても、この数字ですね。それが、もしなくなっていなか

ったら、さらに２％アップしているということで、国が特養を認めないという基準がこれで、し

かし、こういう与謝野町の実態の中でも待機者が１８０人も出ていたということですから、全く

今まで国がやっていた自公政権の時代の、特養を認めないというやり方が、いかに介護保険があ

っても、実際に使えないということを進めてきたか、被保険者にかぶせてきたかということは明

らかだと思うんですが、今回、これが撤廃されるということになります。こういう点では、今後、

まさに、そういう実態に即して新しい政権では、さらに進めていただきたいというふうに思って

います。

時間がありませんので、次に回します。終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

１５番、勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） それでは介護保険につきまして、２点ばかり質問をしたいと思っております。ま

ず、１点目は、資料の２３３ページにあるわけですが、この中で、いわゆる介護保険認定者の生

活実態につきまして、私は、特に私どもが相談を受けたり、いろいろお話を聞いております中で

は、この２号被保険者にかかる方が非常にご苦労をされていると、こういうふうに思っているん

ですけれども、担当課では、その辺はどういうふうに見ていらっしゃいますか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 資料の２３３ページを見ていただきますと、上から２番目に２号被保険者、保険



－711－

者の状況というのがございまして、１号被保険者数、２２年３月３１日現在が第１号被保険者

１，４１０名、２号被保険者３５名ということで、３５名の方が２号被保険者で介護認定を受け

られております。この認定につきましては、現在では、この４０から６４歳の方でございまして、

国のほうで決められております特定の疾病の病名がついていなければ介護保険が使えないという

ような状況でございます。そういったことで、そういったきちんとした１５疾病に該当しておら

れた場合については介護保険を使っていただくんですけれども、なかなかこの１５疾病の病名が

つかない方については、このあたりは介護保険としては使えないと、このようになっております。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） それは使えないというのはわかるんですけれども、それぞれのご家庭の状況を見

てみますと、非常にお若い方なわけですから、大変、一家の柱であったりですね、あるいは非常

に働いてもらわんなん階層でありますだけに、非常に、この階層がご苦労をされておるなという

ふうに、私は見ておるんですけれども、その辺は担当課はどう見ていらっしゃいますか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 確かに第２号被保険者につきましては４０から６４歳の方ということで、この方

が介護保険を使わなければならないということは、だれかに支援をしていただかなければ一般の

生活ができにくいという状況でございます。したがって、今、議員さんがおっしゃられましたよ

うに仕事についても、十分な仕事ができないとか、それから、動きについても、十分な動きがで

きない。そしてまた、お若いということがあって、これから先の不安なんかもあるということで、

そのあたりは大変、１号の方に比べまして、そういった不安が大きいというように担当課のほう

では理解をいたしております。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） これは、ここに出ていないんですが、課長のほうでは、いわゆる保険料の階層別

ですね、これで、いわゆる利用状況のわかるような資料はつくっておられますかどうかといいま

すのは、これを見ないと、それぞれの家庭が、どういう状況の負担になっているかということが

はっかり見えてこないわけなんですよ。したがって、このこれまでからも指摘がありましたよう

に、いわゆる低所得者の世帯ほど、いわゆる要介護の実態がはっきりしていると言われるんです

が、その辺について、そういう資料というのは課長、おつくりになっておりますか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 結論から申し上げますと、そういった資料は持っておりません。資料の中で

２３６ページに、この９段階の段階表がございまして、平成２１年度の本算定の時期の階層別、

ここ被保険者数を見ていただきますと、ここに第１段階が７１名から第８段階が４６名、合計

７，２６６名の方が、この被保険者数としてお世話になっておりますが、この方々の、先ほど議

員さんが質問をいただきました、この方々で、どこの階層の人が介護保険を使っているというこ

とについての分析表については、持ち合わせておりませんので、よろしくお願いします。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） それから、もう一つは、家族といいますか、居宅のサービスの状況を見ようと思

いますと、いわゆる家族構成別に見た介護度がどうなっているのかなということがはっきり出て

こないんですが、この介護や生活の中で、特に困難を抱えられている世代や、ややもするとひと
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り暮らしということで非常にご苦労をされている世帯が、よく見えるわけですが、そこで、例え

ば、一つの見方として、この認定患者数は、これ２３３ページに書いてありますね、これから施

設サービスの利用者、これを、いわゆる在宅の部分を引きますと１，４４５人から２９９．３人、

それから８１０．９，これを引きますと、大体２３％ほどの方が利用していないというふうに読

めるわけですが、私は、この２３％というのは、ちょっと大きいのではないかなということは、

その裏には１０％ぐらいは実際の今の費用の関係で、認定は受けているんだけれども、介護保険

が利用できないと、そういう人があるんではないかというふうに、ちょっと見れるんですが、そ

このところは、課長、どうですか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 認定を受けた人で利用していない人が２３％ほどということでご案内いただきま

した。これを見ますと、資料といいますのが、同じく決算資料の２３３ページと２３５ページを

見ていただけたらなというように思っております。２３５ページには一番上側に居宅サービス、

それから真ん中が地域密着サービス、そして、施設介護サービスということで、一番下側の数字

を足していきます、すなわち居宅介護につきましては７８７．７人、それから地域密着型

６０．９人、そして、施設の利用が２８４．８人を、合計足しますと１，１３３．４人というこ

とになります。この１，１３３．４人を、先ほど勢旗議員がおっしゃっていただきました

２３３ページの２２年３月３１日現在の２号被保険者を除いた数字、１，４１０で割りますと、

約８０％ということで２０％の方が認定を受けて利用をされていないという構造になっておりま

す。これは確かに議員、おっしゃられましたように費用が、費用負担が発生するということから、

介護認定を受けても利用できない方があるというようなこともおっしゃられておりましたけれど

も、やはり与謝野町では独居でおられる世帯がございまして、都会のほうに息子さんとか、娘さ

んがおって、いつでも利用ができるように介護認定をとりあえず受けておけやという格好で受け

られるケースも、かなりあります。そういったことで、実際、自分は使う気がないんだけれども、

都会のほうの息子や娘が心配して、とりあえず受けておいたらいつでも介護保険のサービスがで

きるよということで受けられるケースがあるんですけれども、そういったケースが与謝野町では

結構あるというようなことで、全く、このサービスの一部負担金が払えないから、これだけ、

２０％の人が使っていないですということには一概には言えないというように思っております。

１ ５ 番（勢旗 毅） はい、終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

１番、野村議員。

１ 番（野村生八） それでは、続きまして福祉課長に質問します。この２３５ページに、それぞれの

支援ごとのサービスの人数、先ほどから出ていますのを書いてありますが、要支援１と２を見ま

すと在宅介護で２００人、地域密着で３．３人と書いてありますが、施設については、そういう

内訳はないんですが、施設についても要支援１、２の方がおられるということでよろしいでしょ

うか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） この施設サービスにつきましては、要介護１以上の方以外は使えません。しかし、

これは介護保険制度が始まって、その始まる前に特別養護老人ホームに入所をされておられた方
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については、特例で要支援というか、介護が低くても使えたという経過がございますけれども、

現在では要介護１以上でなければ施設サービスは使えないということになっております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） それで、この要介護１、２の方も含めて特養には入っておられるということだと

思うのですが、再来年、第５期になるわけですが、このときは医療のほうも改正の時期というこ

とで、再来年は介護と医療と両方とも大きな変更がされるということになっています。これに向

けた協議の中で、先ほど言いました二つの点に加えて、こういう要介護１、２についても介護保

険から外したりですね、あるいは生活援助ですね、家事のお手伝いみたいな生活援助については、

地域支援事業に変えていくという、こういう論議が今されて、事実も確定になっていくような話

になっています。こういう問題も非常に大きな変更で、大変な事態になるんではないかなという

ふうに予測しておるんですが、療養型をなくすと突然、言われたときにも、どうなるんだろうと

不安に思いましたが、それ以上に、どうなるんだろうと、いわゆる特養も追い出される可能性も

あると。あるいは町にしてもですね、地域支援事業は、この会計の後のほう側は、介護保険の

３％という上限の中でしか事業ができないというふうになっておるわけですが、こちらに生活援

助を持ってこられも、それでは対応できないという実態ではないかなというふうに思っておるん

ですが、こういう、この２１年度の実績から見て、こういうことが、もしやられた場合に、介護

保険体制というのは、一体どうなるのかという点について、課長はどのようにお考えでしょうか。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 野村議員におかれましては、いろんな方面からニュースなんかをとっておられる

というように思いますけれども、町のほうには、国のほうが、こういうように決定して、このよ

うに実施しなさいというような報告資料が来て初めて実施するということになっております。確

かに今おっしゃっていただきましたように、それが事実、今までの介護サービスの分が地域支援

事業のほうに回しておられると、やっぱり枠がありますので、枠を超えた分のサービスができに

くいというようなことがございますけれども、平成２３年度いっぱいが検討ということになって

おりますので、恐らくそのあたりも含めて今後、一定決まっている部分と、今後、検討していか

なければならない部分というのが、今後、出てくるというように思いまして、また、そういった

ことが、国のほうが、基準が次期、第５期の計画が、このようにかわりますよというような報告

が決まった段階では、また、議会のほうにも、こういった状況ですよということで報告をさせて

いただきたいというように思っております。今の段階では、こういうように変わるからどう思う

かと言われましても、実際には、それがもう少し先ということでありますので、そのあたりの答

弁につきましては、控えさせていただきたいというように思います。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 最近の国の進め方はですね、本当に間際になってからしか内容を明らかにされな

いと、そのために市町村の事務が振り回される、職員が多忙の中で本当に大変な変更の事務をし

なければならないというのが常態化しているように私は思っているんですね。それは政権が変わ

って、変わるかと思えば、中には変わった部分もあるんかもしれませんが、変わっていないとこ

ろが大きいんですよね。ですから、言われたように、国から言われてから始めるのでは、全く間

に合わないというふうに思います。これは町長に聞くべきなのかわかりませんが、できるだけ早
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く、そういう動向はつかんでいただいて、やめるべきことはやめなさいと、伊藤議員が一般会計

の討論で言われましたが、そういう声を上げて早目に、実態に合わないものはやめていただくと

いうことにしてもらわないと、打ち出される内容が遅いこともありますが、実態に合わないとい

う、もうお金だけで考えられるというのが引き続き、続いているわけで、こういう町民の、こう

いう介護を守っていくと、しかも、それだけじゃなくて、現状でも苦労されているわけですから、

大変な思いをされているわけですから、よくしていかないと、これはもう成り立たない、介護保

険制度は成り立たないと思いますが、町長は介護保険制度は、もう絶対みたいな答弁を多田議員

の質問に言われましたので、成り立つような形で残していくという方向で努力してもらわないと

町民の思いでは成り立たないと、さっき言いましたように、入りたくても入れないのが当たり前

に国ではやられてきてたということですから、この辺について再度、お考えをお聞きします。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） この介護保険が導入されて、そして、もう相当の期間がたっております。そうし

た中で、いろんな矛盾点が先ほど来、るる出ているような中身も出てきておりますので、やはり

これらについては今後の、将来へ向けて安心して暮らせるような、そうした手だてをやはりきち

んととっていただくように、我々からも声を上げていく必要があるというふうに思いますので、

そうした努力をさせていただきます。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） ふえている居宅介護のサービスの中の生活援助が町に回されて、３％がふえなけ

れば、また、町の負担がふえるということにもなっていきますし、十分その辺はものを言って、

よりよくしていただきたいということを指摘して、質問を終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第９５号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９５号 平成２１年度与謝野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、

原案のとおり認定することに決しました。

次に、日程第７ 議案第９６号 平成２１年度与謝野町土地取得特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題とします。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。
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これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第９６号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９６号 平成２１年度与謝野町土地取得特別会計歳入歳出決算認定については、

原案のとおり認定することに決しました。

日程第８ 議案第９７号 平成２１年度与謝野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。

本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑はありませんか。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） それでは、国民健康保険特別会計について、保健課長に質問いたします。

まず、この２１年度の保険税については、率等々は変更なかったと思うんですが、そのことと。

それから、税の推移ですね、前年度に比べてどういう状態になったのか、この点についてお聞き

をいたします。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） 野村議員のご質問にお答えいたします。税率につきましては、平成２０年度に改

定いたしまして、２１年度につきましては同じ率を使用させていただいております。お尋ねの国

民健康保険税でございますが、２１年度決算額といたしましては５億９，１７８万９，０００円

というふうなことでございまして、前年度、２０年度と比較いたしますと３，１４３万

８，０００円の減額ということでございます。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 収入が減ったということで大幅減額、そういう中でも税率を上げずに頑張ってい

ただいたと、実質負担する者からいえば、引き下げということになるんだと思うんですが、その

ために一方では、いわゆる赤字ということになったと思います。赤字額が実質は幾らか、収入と

支出の差は黒字になっているわけですが、実質の赤字は幾らと見ればいいでしょうか。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） ご発言のように２１年度につきましては、一般会計から支援という形で１億円の

繰り入れをしていただいております。そういった中で歳入歳出形式収支といたしましては

１，０６４万５，０００円というふうなことになっております。そういった中で、単年度収支に

つきましても５３３万７，１９７円というふうなことになっております。そこで、実質単年度収

支といたしましては基金の積み立て、それから、基金の取り崩し等を差し引きいたしますと

８，８８３万５，０００円の赤字というふうなことと認識しております。

議 長（井田義之） 野村議員。
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１ 番（野村生八） これは与謝野町だけではなくて、別に与謝野町の国保の被保険者の人が医療費を

たくさん使って赤字ということでなくて、もう全国が、こういう状況に、この年度、ことしもな

っていますよね。結局、一般質問で指摘したように、国が出すお金が半分になっているのに加え

て、そして、都道府県が独自に出していたものも大幅に減らされていると、２０００年を境に、

これが奈落の底に落ちるほど減らされて、今や実際に、当初は出していないとこ２件ぐらいだっ

たのが、今は出していないとこが３５件ほどになっていると、京都府もゼロになっています。こ

ういう部分が全部、被保険者にかぶってきて、あるいは、会計を運営している市町村にかかって

くるという中で指摘しているように、大幅な引き上げが、もう今年とから始まっているというの

が実態だろうというふうに思っております。

今、先ほど言われましたように、与謝野町では引きか上げを回避するために１億円入れていた

だきましたが、これでいつまでも維持できるわけではないんで、基本的に、こういう部分を変え

なければ、本当に、これ保険料がどんどん引き上げられるという事態になっていきます。こうい

う点について、課長、今後の見通しは、この２１年度、あるいは２２年度を見渡してもどうでし

ょう。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） ご質問にお答えいたします。平成２２年度といたしましては、先ほど申し上げま

した２１年度、繰り入れいただいた、一般会計から繰り入れていただいた分のうち５，２００万

円を財調の基金のほうに積ませていただきました。そういった中で、２２年度当初での、国保の

財調基金残高が１億９，９００万円ほどあると思っております。

２２年度につきましては、税率も上げさせていただいてないという中で、今後の見通しを立て

るのが非常に難しい部分はあるんですけれども、何とか基金でもってやりくりをしていきたいと

いうふうに思っております。

そういった中で２３年度、２４年度と、どうなっていくんだろうというふうなことなんですが、

同じような額で、１億円単位での赤字を繰り返すことになると、基金もすぐ費やしてしまうとい

うことになりますので、ある程度、年次計画を持ちまして、保険料の引き上げというものも考慮

しなければならないというふうに、現段階では考えております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 市町村がね、頑張ろうにも頑張り切れない実態が、やっぱりあると、お隣の宮津

市では、水道料金２０％引き上げに続いてですね、国保税も大幅引き上げということが言われま

した、議会で。やっぱりそれはですね、別にそこの市町村に責任があるし、保険者に責任がある

んじゃなくて、こういう形で運営されたら、もう避けようがないという実態だろうと思います。

それで、もう１点、保険料が大変な事態になると思われるのが、国保の一元化、いわゆる国保を

市町村から都道府県単位にかえるという話が今、かなり進んできています。これも大幅引き上げ

になるんではないかと思えるんですが、これがなった場合に保険税はどうなるでしょうか、課長。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） ご質問にお答えいたします。現在、国のほうで７５歳以上の高齢者医療制度改革、

後期高齢者医療制度の改革が議論されております。その中で、先ごろ中間案という形で占めされ

たところでございます。それにあわせまして、国保も広域化の議論が並行する形で議論されてい
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るというところでございます。

それで、その広域化の、国の方針といたしましては、先ほどご発言がありましたように、

７５歳以上の高齢者医療とともに、都道府県単位の財政運営とすることが不可欠であるというふ

うなことでございます。その理由といたしまして、市町村国保の財政基盤を考えると、高齢者の

みならず全年齢を対象に国保の広域化を図ることが不可欠であるというふうなことでございます。

そこで、ご発言にありましたように、じゃあ保険料の算定方式はどうなるんだというふうなこ

とでございますが、この件につきましては、現在、先ほど議論が進んでいるという中で、京都府

でも議論が進めておられまして、近々、市町村担当者等を集めまして、どこまで具体的な話にな

るかがわかりませんが、説明会が行われるというふうなことを聞いております。そういった中で、

具体的な話を聞いてみないと、今の状態では新聞報道等で知るレベルのことですので、詳しくは

申し上げられません。そういった中で説明会を聞いて、説明によりまして、その中身を理解とい

いますか、勉強していきたいというふうに思っております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 当然、都市部ではですね、医療が充実してて、どんどん医療費が使える、病院に

行ける実態にありますけれども、田舎では、行きたくても行けないという実態の中で、いただい

ている資料を見てもですね、いわゆる市内に比べて地域の医療費の格差、もうかなり広がってい

るわけですね。それが一律の保険料で徴収されるとなったら、少ない医療費のところは当然、大

幅に上がると。これは後期高齢者のときにも実感してますよね。同じことが、この国保でも起き

て、今でも大変な中で、さらに保険税が上がるという実態にもなりますし、もう既に、そのこと

が打ちだされてきているわけですけれども、今の答弁だと。

もう一つは、市町村の財政基盤を考えると言われましたが、実際の赤字の大きいのは大都市な

んですね。小さい町より大都市のほうが赤字が大きいということで、全くそれは当たっていない

と。だから、この点についても、いわゆる後期高齢者と同じような形でやられると、引き続き

２１年度も大変な中で、税がこれだけ、言われましたように３，０００万円以上下がった実態の

中で、収入は下がるのに保険税が上げられるということになります。もう一つには、今、繰り入

れ１億円していただきましたが一本化で、繰り入れは認めないということも打ち出されてまして、

京都市でもかなり繰り入れがされています。そういう繰り入れがなくなるだけでも、かなり保険

料は上がるわけで、実際の上がる部分がどれだけになるかというのが、非常に不安が大きい実態

があります。

町長にお聞きしますが、安易に広域化すれば大丈夫だとか、うまくいく、これは先ほどの介護

保険でも、ほかの問題でも同じように、安易にそういうふうにお金の計算だけで進められますが、

実際の町民の暮らし、被保険者の実態、医療の実態、そこから組み立てていただかないと、本当

に田舎では大変だと、地域切り捨てになるというふうに思えますが、いかがでしょうか。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） そういう点は十分考えられるというふうに思います。そうした中で、どういう形

になるか、まだわかりませんが、こうした地方の小さい町の状況というのを、やはり正確に知っ

ていただいた上で判断をしていただくような声も上げる必要があろうかというふうに思っており

ます。介護保険のときにも、そういう感がいたしましたので、そうした点には、十分意見を申し
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上げたいというふうに思います。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） それでですね、受けたくても医療が受けられない実態があるということを指摘し

ましたが、その端的な例が２１年に起こったわけですね、与謝の海病院の脳神経外科が休止とい

う事態が起こって、２１年に入る前だったんですが、２１年度は、これは再開すべきだというこ

とで、署名運動をしたり、府長にかけあったり、いろいろする中で、途中からようやく、１１月

になってからでしたかね、再開がされました。これが、その後どういうような状況になっている

のか、保健課長にお聞きします。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） ご質問にお答えいたします。ご発言にありましたように、与謝の海病院の脳神経

外科診療体制の変更について、ご報告申し上げたいというふうに思います。

昨年の１１月２７日から、それまで休診状態にありました脳神経外科につきましては、京都第

一赤十字病院と、それから舞鶴医療センターのご協力の中で外来診療、また、手術等の体勢をと

ってきていただいておりました。それが２２年４月３０日をもって、京都第一赤十字病院が協力

期限が終了したというふうなことを踏まえまして、５月１日から診療体制の変更となっておりま

す。その概要を申し上げますと、外来診療でございますが、舞鶴医療センターから脳神経外科医

の派遣を受けて毎週２日、木曜日、金曜日の診療をいただいております。

加えて、毎週火曜日、与謝の海病院の院長、関本院長が脳神経外科医ということもありまして、

火曜日は院長が外来をしていただいておるというふうな状況でございます。それに加えまして、

救急初期対応体制といたしまして、舞鶴医療センターと必要に応じて搬送、場合によっては、与

謝の海病院へ脳神経外科医の緊急派遣を行うというふうな、緊急オンコール体制というものを確

立しておられます。この緊急オンコール体制といいますのが、与謝の海病院への派遣、担当医師

をあらかじめ指名待機していただいておりまして、常時、脳神経外科医によるコンサル、患者搬

送の受け入れを依頼することができる。また、緊急時には与謝の海病院へ脳神経外科医を派遣す

る体制を構築するということでございます。

また、ホットラインを配置しまして、ＣＴ画像等を送ることによって緊急手術の必要性など、

診療協議ができる環境を整えるという形で、５月１日から、この体制でお世話になっているとい

うことでございます。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） ようやく診療体制が、元には戻らなかったわけですが、当初よりも休診状態から

くらべれば日赤の援助で再開ができたと思ったわけですが、結局、それは４月３０日までであっ

たと。

当初、日赤から来たのはなぜかと言えば、舞鶴医療センターからは無理だということで、府立

も無理ということだよね。日赤から来ていただいた経過があるわけですね。また結局、それが、

また日赤から舞鶴医療センターにかわったわけですが、医療センターのお医者さんがふえて、支

援ができるようになってかわったわけではないわけですね。結局、この４月３０日までに比べれ

ば医療体制は後退しているということは、幾らオンコールとか、どうこうあってもね、明らかだ

というふうに思うんですね。深刻なのは冬に向かってドクターヘリは飛べないというのが、今か
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ら始まるわけです。これはやっぱり早急に与謝の海の脳神経外科を、日赤からのときよりも、さ

らに充実させてほしいと思っておたわけで、反対に後退しているわけで、ドクターヘリの実態か

ら見れば、早急に緊急手術できる態勢に取り組んでいただく必要があると思いますが、これにつ

いても町長、府との関係では、ぜひそういうことでお願いしていただいているのでしょうか。よ

ろしくお願いします。

議 長（井田義之） 太田町長。

町 長（太田貴美） 直接お願いするということにはなっておりませんけれども、今後につきましても

引き続き、こういった医療体制を整えていただくような、そういう要望はしております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 受けたくても医療が受けられない実態にありながら、保険料は一元化で、市内と

同じように上げられる、これは認めるわけにはいかないというふうに思いますので、ぜひよろし

くお願いします。

最後に、国保の一部負担金について保健課長に質問します。

一部負担金というのは、病院に行ったときの医療費の３割なり１割なり、一部を医療費として

払うわけですが、この一部負担金について、当然、国の法律で市町村でできるということになっ

ているわけですが、実態がほとんどされてないということで、一般質問でも取り上げました。あ

のときに指摘していましたが、もう既に、いろんな形で問題化されていて、国のほうでは、これ

について今後、改善がされるという見通しがあるということを指摘してきましたが、現実にいよ

いよ改善されるようですが、その内容について保健課長、お聞きいたします。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） 議員のご質問にお答えいたします。まず、先ほどの答弁でちょっと不足があると

いいますか、答弁漏れがありましたので、ちょっとつけ加えさせていただきますと、与謝の海病

院の診療での１０月からの体制なんですが、先ほど言いました５月１日現在での体制について申

し上げたんですが、１０月から神経内科の医師を府立医大から派遣していただくというふうなこ

とに、常勤の医師を派遣していただくというふうなことを聞いております。それによりまして、

神経内科で対応できる脳神経疾患の約７０％については、神経内科のほうで対応ができるという

ようなことで、脳神経外科という直接な診療科ではございませんけれども、そういった体制も

１０月からとられているということで、ちょっと報告が漏れておりまして、失礼いたしました。

それから、お尋ねの一部負担金減免についてでございますが、議員おっしゃいますように９月

１３日に厚労省のほうから都道府県を通じまして、減免の一部改正について通知がございました。

その中身といいますのが、一部負担金減免といたしまして震災、風水害、火災、その他、これら

に類する災害により死亡、障害者となり、または、資産に重大な損害を受けたとき。それから、

干ばつ、冷害、霜等による農作物の不作、不良、その他、これらに類する理由により収入が減少

したとき。事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したときというふうな理由

の中で、減免できる認定基準といたしまして入院、療養を受ける被保険者の属する世帯。

それから、生活保護に定める保護のための保護金品に相当にする金額の合算額、生活保護基準

ということでございますが、その基準によるということでございまして、かつ預貯金が生活保護

基準の３カ月以下である世帯ということと。それから、減免の期間については１カ月単位の更新
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制で３カ月までを標準とするという一定の基準が国によって示されました。それによりまして、

与謝野町でも、既に、この一部負担金減免についての内規を持っておりまして、それと、この国

の示した基準とを照らし合わせてるところなんですが、この基準、国の示します基準よりも与謝

野町の場合、幅広い中での基準となっております。そういった中で今回、国がきちっと示した基

準に添わす改善とするのか、どういった改善が、どうできるのかというふうなことをちょっと研

究している最中、研究し始めてるところというところでございまして、府内市町村の状況も見な

がら進めていきたいというふうに、担当課としては思っているというのが、今の現状でございま

す。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 今、答弁にあったような基準はありますけれども、２１年の実績はないというの

が、あのときの答弁だったというふうに思います。そういう２１年の実績と今回の国の、こうい

う現下に基づいて、やはり根本的に変えていただくということが必要だろうというふうに思って

います。それで、あのときの答弁では財源が、国からの財源がないのでという理由がありました。

今回は財源があるというふうに思っていますが、いかがですか。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） この基準に当てはめますと、特別調整交付金で２分の１補てんするというふうな

ことがございます。ただし、先ほど言いました国の基準に見合う分の範囲で補てんするというこ

とで、幅広い基準を設けた場合には、国の基準でいく対象は狭められてくるということになりま

す。その辺も含めて、どこまでどう与謝野町としての基準を広げていくのか、行かないのか、そ

の辺を整理したいというふうに思っております。

議 長（井田義之） 野村議員。

１ 番（野村生八） 診療体制がないために、診療が受けられないということに加えて、収入がないた

めに受けられないという、こういう事態があったわけですが、あとの部分についですね、こうい

う新しい形で、そういうことのないように効果的な形で、ぜひよろしくお願いします。終わりま

す。

議 長（井田義之） ここで、午後２時５５分まで休憩をいたします。

（休憩 午後 ２時３８分）

（再開 午後 ２時５５分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、本会議を続行いたします。

与謝野町国民健康保険特別会計決算についての質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第９７号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）
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議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９７号 平成２１年度与謝野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、原案のとおり認定することに決しました。

日程第９ 議案第９８号 平成２１年度与謝野町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

討論を省略し採決をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（井田義之） 異議なしと認めます。

これより議案第９８号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９８ 号平成２１年度与謝野町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、

原案のとおり認定することに決しました。

次に、日程第１０ 議案第９９号 平成２１年度与謝野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題とします。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑ありませんか。

７番、伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） それでは、時間も大分迫ってきてますので、立場上、できるだけぜい肉を取って

質問させていただきます。

初めに、後期高齢者医療にかかわって、先日は老人の日のということで、敬老の日ということ

でありまして、ことしの敬老の日の前に水戸市で開かれた高齢者大会というのがありまして、こ

のスローガンは、もちろん全国の老人会の組織が参加しておられるわけですが、ひとりぼっちの

高齢者をなくそうというのが合言葉で、孤立の壁を破って大同団結して高齢者の底力をともにつ

くっていこうということで、みんなで一緒に安心して暮らせる地域社会をつくろうと、これが私

が注目したところであります。こういう社会情勢になっているということを踏まえて、幾つか質

問したいと思っています。

１点目はですね、現在の制度の仕組みについてです。その前にちょっと簡単に、今のこういう

制度に発展した経過をちょっと述べておきたいと思っています。

ご存じのように、全世界的にいえば、多くの先進国の、特にヨーロッパなんかでは、ほとんど

医療費というのは、教育費もそうですけれども、ただなんですね。こういう無料化になっている

ということと。日本の場合ですね、この日本の場合ですと、７０年代には日本でもご存じのよう

に高齢者が、お年寄りが無料になるという、こういう時代がありました。これはどことも言いま



－722－

せんけれども、８０年代半ばに臨調行革路線が大きく取り上げられて、ご存じのようにこれが全

部解体されていったというのが今の医療制度にかかわる、また社会保障にかかわる問題で、大き

な後退が始まります。これが歴史的な後退というふうに言えると思います。

そこで、経過を踏まえ、ずっとあった上で一昨年ですね、２００８年４月から、この後期高齢

者医療制度が始まったということなわけですが、ここで概要を、現在の制度の概要を、次の質問

とのかかわりがありますので、概要を説明願えたらと思っています。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） 議員のご質問にお答えいたします。後期高齢者医療制度の仕組みといいましょう

か、についてでございますが、ご承知のように、この医療制度につきましては、平成２０年度か

ら創設されております。加入者といたしましては、７５歳以上のお年寄りが、全員が加入してい

ただくというふうなことになっております。

医療の負担につきましては、現役並みの所得がある方につきましては３割負担、それから、そ

の他の方につきまして１割負担というふうになっております。

それから、保険者といたしましては広域連合ということで、京都府後期高齢者医療広域連合が

保険者となっておりまして、京都府内のすべての市町村が加入しているということでございます。

それから、この医療保険制度の財政構造といたしまして、公費として５０％、それから、若者

世代からの支援ということで、後期高齢者支援金といたしまして４０％、それから加入者、お年

寄り自身のご負担ということで１０％というふうな形での財政構造というふうになっております。

その他、入院に際しての高額医療費でありますとか、さまざまな取り決めがございますが、主

に国民健康保険等の医療保険に準じた形で仕組みがつくられております。以上でございます。

議 長（井田義之） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） わかりました。結局、要訳して言いますと、高齢化がどんどんこれから加速度的

にふえるわけで、ことし、昨年ですかね、もうかなりの、２、３０万人ですか、既に加入されて、

非常に急速なテンポで進むと思います。そうしますと、７５歳以上ですから、当然、医療費が莫

大にかかってくるわけですね。そうすると保険料を払って、そして医者にかかる、そうすると負

担が、またふえるという構造は悪循環になるので、どんどん保険料は上がるという仕組みの制度

になっています。このことについては、いろいろと細かい展開があるかと思いますが、これほど

にして、次の質問に移ります。

１点目は、私は気になっている点なんで教えてほしいわけですけれども、後期高齢者制度が始

まって２年になるわけですが、３年目に入るわけですけれども、いわゆる健康診査、健診ですね、

これにかかわってお伺いしたいと思っています。この制度ができてですね、実は７５歳以上は別

枠で切り離されました、健診がね。４０歳から７４歳までは、今、有名なメタボリックシンドロ

ーム、いわゆる症候群ですね。この部分のいわゆる健診に特化されました。言いかえますと、今

まで健診として、病気の早期発見とか、いろんな項目があったんですが、それがやめられて、こ

れに集約されたということですから、ちょっと危険なんですね。非常に不安なところがあるんで

すね、健診自体。こういうことがあったわけですが、健診についてもう１点、課長にお伺いした

いんですけれども、健診の今の状況、７５歳以上の健診はどういう状況になっているのか、この

間のという点をお伺いしたいと。その前にちょっと言っておきます。
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京都の場合ですと、２００７年のとき、いわゆる始まる前ですけれども、制度がね、

１９．３％だったんですが、２００８年の段階で１７．２％になっています。ちょっと、この後

はどうなっているのかというのが、直近のはわかりませんけれども、本町の場合はどういう状況

になっているのか、かなり高いと思うんですけれども、いかがでしょうか。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） 高齢者の方の健診についてお尋ねでございます。平成２０年度、この後期高齢者

医療制度ができまして、先ほど言われてましたように、各保険者が行う特定健診という制度にか

わりまして、高齢者の方の健診につきましては、任意という形で、努力義務というふうな形にな

りました。

そういった中で、与謝野町といたしましても、それまで従来から集団検診という形で年齢、年

代を問わず健診を行っていた経過がございますので、高齢者健診という形を残しまして、それで

特定健診と同じメニューでもって、胴回りといいますか、腹囲ははかりませんけれども、その健

診のメニューで継続して実施しているということでございます。その健診にかかります費用につ

いては、一部広域連合のほうで補助していただいているという実態でございます。

それから、率にいたしましては、２１年度で１４．８％ということでございます。

議 長（井田義之） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 時間がありませんから、次の質問に移りたいと思っています。

二つ目は、保険料の問題です。全国的にも、この制度は、先ほど冒頭言いましたように、どん

どん上がるだろうということで、想定どおりどんどん保険料は上がっています。そこで、本町の

場合は、京都で連合なんですけれども、実際の保険料は幾らで、本町の場合は特別措置をしても

らって段階的に上がるという仕組みなんですが、その点を説明、お願いしたいと思います。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） 保険料についてお答えいたします。２１年度決算におけます与謝野町の後期高齢

者医療の保険料でございますが、収入済額を被保険者数で割りますと、２１年度が３万

１，２６３円でございます。ちなみに２０年度は３万１，９１４円ということで、６００幾ら安

く決算同士の比較では安くなっているというふうな状況でございます。

そこで、お尋ねの保険料につきましてですが、２０年度から創設されまして、２０、２１年度

につきましては、同額のといいますか、均等割額、所得割率とも同額、同率で算定しております。

２２、２３年度からは、ことしの春の当初予算のときにもご説明させていただいたと思いますが、

均等割額、それから所得割率につきまして、改定がされているというふうな状況でございます。

その中で、お年寄りの負担をできるだけ避けるというふうなことから、それまでの年度の剰余金、

それから基金を積んでおるものを投入いたしまして、保険料のアップを極力抑えるというふうな

施策が取り組まれまして、京都府下の一人当たりの保険料といたしましては、ほとんど同額で推

移したというふうなことでございます。

その中で、先ほどご案内のように、不均一の保険料につきましては綾部市以北、与謝野町まで

７市町につきまして医療費の地域格差がございますので均等割額、所得割額についても低く設定

されております。

それで、先ほど決算額で申し上げました３万何がしかの金額になります。それを京都府内一律
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で当てはめてみますと、７万円ほどの保険料ということですので、半分以下ということでの保険

料ということには現在なっております。ただし、この不均一課税につきましても、６年間で均一

の保険料に持っていくという法律がありますので、２年ごとの改定で３段階で上がっていって、

府内と均一の保険料になっていくというものでございます。

議 長（井田義之） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 今、課長から答弁があったように、結論から言いますと、京都の、ここの町の場

合ですね、京都府水準でいうと、府下全体でいうと７万円と、それが３万１，０００円程度とい

うことですから、半分以下のね、これは当然、算定根拠というのは、医療費をどれだけ使ってい

るかと、この地域が。これがベースになったんではないかというふうに思いますけれども、これ

が本町の場合、医療費が非常に少ないのに６年後には、７年後になりますかね、には完全に７万

ベースに上がっていくという問題ですね。これは非常に大きな課題だというふうに思っているん

です。もちろん暫定処置がされたことは、ないよりもよかったわけですけれども、ここは非常に

大きな課題だろうというふうに思うんですね。問題は、もう一つこの点で言っておきますと、民

主党さんは、野党のときは直ぐに変えなきゃいけなということを言って、本来ならできてなきゃ

いけないですね、ところが政権を取った後も、４年間はできねえという話だったんです。それに

加えて、その間、負担はどうするんだという議会の中での論議の中で、それについてはちゃんと

補助するという、この約束も実は昨年はできないという中で、結局、ばんそうこう張りみたいな

ことを一部してますけれども、基本的に、ここでも約束破りがあったということで、二重の公約

破りを行っているということを指摘しておきたいと思っています。これがあれば大分負担も軽く

なっただろうしというふうに思いますので、その点を指摘しておきたいと思います。

時間がありませんから、次の短期証の問題でお伺いしていきたいと思っています。

実は、その短期証もね、後期高齢者医療制度が始まってから非常にどんどんふえてる傾向にな

ります。ちょっと簡単に言いますとね、昨年の、去年ですね、いわゆる２１年度ですか、２０年

度比でいいますと、概算で１．７倍にふえているんです。そこが非常にあるので、京都はこうい

う数字になっています。２００９年ですから、去年ですね。去年から、ことしの８月の段階を見

てみますと、去年は１９６件です。京都全体で。ことしの８月は２３７件こうなってます。この

点は本町の場合は、どうなのかという点をお伺いしたいと。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） 先ほどの保険料のところでちょっと表現不足がございました。６年間で均一の保

険料に持っていくということを申し上げましたが、京都府下での保険料率に持っていくというこ

とですので、保険料の額に持っていくということではなくて、それぞれ地域によって所得も違い

ますので、率を掛けて保険料を出すと、同じ率を掛けても保険料は低くなる場合もあります。

６年間かけて、京都府内同じ率を使うように持ってくいという意味で均等割額と所得割率の数字

を同じに持っていくという意味でございます。

７ 番（伊藤幸男） それはどういうことなの、金額で、結果的に言ったらどういうことが想定できる

わけ、今やったら。今だったらどういうふうに想定できるか、そういう答弁をしてな、わからへ

ん。

保健課長（泉谷貞行） 先ほど７万何がしかという京都府下の保険料の額を申し上げましたけれども、こ
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れは現在の率を使った京都府内の数字であって、それを２２、２３年度均等割額、所得割率を同

じにしても、京都市内ほうで１００万円収入がある人が率を掛けると、これだけの税額になりま

すけれども、こちらのほうでは５０万円の収入しかないので、同じ率をかけても保険料は低くな

るということですので、要するに額と率を同じに６年間で、３段階で引き上げていくという意味

のことを申し上げたかったんです。すみません。

それから、短期証についてお尋ねでございますが、先ほど申されましたように２２年８月１日

現在での発行者数につきましては、京都府内全体で２３７名という数字を広域連合のほうから聞

いております。その中で与謝野町につきましては５人というふうに聞いております。

議 長（井田義之） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） これについてもね、いろいろとお尋ねしたいわけですが、時間がありませんから、

もう１点だけお伺いしておきたいと思っています。

問題は、今、一番関心が大きいのは滞納の、今、傾向が非常にふえているという指摘も出てい

ます。この点では本町の場合、それから言い出したらあれなんで、本町の場合だけ教えてくださ

い。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） 後期高齢者医療の保険の収納関係でございますが、決算参考資料の４４ページに

その収納の関係の表を載せております。それにつきまして、率で申し上げますと、現年度分が

９９．１７％というふうなことでございまして、昨年が、平成２０年度が９４．３５％というふ

うな、普通徴収の収納率ですが、９４．３５％ということで、府内最下位というふうな大変不名

誉に記録をもって、大変ご迷惑をおかけしたんですが、２１年度につきましては９９．１７％と

いうふうに、普通徴収の収納率も改善いたしまして、府内上位から４番目というふうな形で改善

しております。

それから、滞納繰越分につきましても、先ほど申し上げました２０年度の多くの滞納繰越額に

つきましても、課を挙げて収納対策に取り組みまして、ここの資料に上げております、

６５．６０％の収納率を上げておりまして、現在での未納件数は１６件というふうになっており

ます。以上です。

議 長（井田義之） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） もう時間がありませんから、この短期証の発行の問題や滞納問題を含めて考える

ときに、多くの全国的な、こういう団体のね、取り組んでる団体の方がおっしゃってますが、所

得が低く、保険料を払えない高齢者がふえていること、この結果ですね、もう通院できないため

に手おくれとかね、こういうことが、以前にも述べましたが出てきているということと。

それから、最後に、新制度についてね、私は時間がありませんからあれですが、次の機会にま

たやりますけれども、非常に大きな問題があるんではないかと思っています。その点でどうです

か。

議 長（井田義之） 泉谷保健課長。

保健課長（泉谷貞行） 新高齢者医療制度についてでございますが、ただいまの時点では、新聞報道等に

よります情報しか持っておりません。それによりますと、中間案として先日取りまとめられたと

ころでございます。その後、議論を尽くされまして、今年度中に最終取りまとめ、そして、来年
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になって法案提出され、２５年４月をもって新しい高齢者医療制度が施行されるというふうなス

ケジュールになっております。その中で、大きく新制度の方向性といたしましては、従来、この

後期高齢者医療制度の批判となったことについて、改善がされているというふうなことでござい

ます。

まず、年齢で区分しない。保険証も現役世代と同じになるというふうなことで、１，４００万

人といわれる後期高齢者の方が国保、あるいは従来の被用者保険のほうに移るというふうなこと

になっております。それで、新しく国保に加入されても、７５歳以上で今の、先ほど説明しまし

た財政の仕組みも残しながら、国保での運用が都道府県単位でされるということでございます。

それで、国保と一体化することによりまして、お年寄り自身の納税義務がなくなり、国保とし

ての、その世帯主課税ということになりますので、そういう負担感がなくなることでありますと

か、世帯全員で、所得による軽減判定をしますので、そういった面で改善されていくというふう

な情報を持っております。

ただ、それについて今、言いましたように、中間案としての新聞報道での情報しか手元にござ

いませんので、今後また、具体的な担当者会議なり、そういうものが繰り返えされながら煮詰ま

っていくといいますか、というふうに今の時点では理解しております。

議 長（井田義之） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） あれですね、結局、今の論議をずっと見てますと、国レベルのね、政府の論議を

聞いてますと、負担増になるか、医療費の抑制をするか、二者択一のように言っているんでね。

このるつぼから逃げられない、ここが今の政権の最大の弱点だと思います。以上で終わります。

また随時、この問題が具体的になったときには、また、取り上げさせてもらいます。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより、議案第９９号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第９９号 平成２１年度与謝野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、原案のとおり認定することに決しました。

日程第１１ 議案第１００号 平成２１年度与謝野財産区特別会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。
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討論を省略し採決をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（井田義之） 異議なしと認めます。

これより議案第１００号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第１００号 平成２１年度与謝野町財産区特別会計歳入歳出決算認定については、

原案のとおり認定することに決しました。

日程第１２ 議案第１０１号 平成２１年度与謝野町水道事業会計決算認定についてを議題と

します。

本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑ありませんか。

１４番、糸井議員。

１ ４ 番（糸井満雄） それでは、水道会計について、もう時間も大分遅くなりましたので、簡単に一、

二点質問させていただきます。

監査委員さんの報告にもございましたように、２１年度の財政状況並びに経営成績につきまし

ては、おおむね良好という評価を得ております。この資料でも見させていただいてもですね、

２１年度の決算では供給単価並びに給水原価ともに改善が、若干ではありますけれども、図られ

てきております。したがいまして、経営的には、いい方向に向かっているんではないかなという

ふうに思っております。

ただ、気になるのは給水人口の減少、並びにそれに伴って配水量並びに有収水量が減少、毎年

減少の傾向にあります。

したがいまして、こういったものが、今後の影響に、経営状況の中で大きな影響を及ぼすんで

はないかなという懸念がございます。そういった点で、こういった状況を、今、水道課としては

どのような認識をされているのか、お伺いをしておきたいというふうに思います。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） 糸井議員のご質問にお答えいたします。今、ご指摘がありましたように、有収水

量については、年々減少傾向にあります。この減少傾向が、このままずっと続いてしまいますと、

今、ご指摘がありましたように、水道事業の経営に大きく影響してくるということになるわけで

すが、ここ数年来、徐々に減少幅が狭まってきているという感じになってきておりますので、あ

る程度下がり切れば、そこからは横ばいになるんかなというような思いではおります。

ただ、そうは言いましても、このままどこでとまるかということについては、私のほうも不明

ですので、これについては非常にちょっと難しい問題が残るかなという気ではおります。

それから、先ほど給水原価のお話がありましたが、水道事業会計につきましては、蛇谷の浚渫

がある年とない年とで、全然そこの給水原価がかわってまいります。

蛇谷の浚渫がある年、昨年、２０年度がそうでしたかね、２０年度では上がってますし、

２１年度はなかったということです。２２年度では、まだありますので、また上がってくるとい
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う繰り返しになろうかと思います。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井満雄） 給水原価については、今言われましたように事業の計画の内容によって、多少幅

が出てくるだろうというふうに思いますけれども。２２年度の４月からは料金アップがされまし

たし、その分はある程度カバーができるんじゃないかなというふうに、私は希望的な観測を持っ

ておりますが、今後とも、こういった動向には十分注意しながら、安定した経営に向けて、ひと

つご努力をお願いしたいなというふうに思っております。

また、ちょっとかわりますけれども、質問が。ちょっと教えていただきたいのは、未収金が

３，３９１万６，２２６円あるんですが、これの内訳をお尋ねしておきたいと思います。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） ただいまご指摘の未収金についてでございますが、ご承知のように、水道事業会

計につきましては３月末日で決算を打つ関係で、他の会計のように出納閉鎖期間の５月３１日と

いうのがございません。したがいまして、３月分の水道使用量が丸々未収金として上がってきて

いるということでご理解をいただきたいと思います。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井満雄） それが一番大きなものだろうと思うんですが、それにプラスですね、私は、滞納

金も一部含まれておるんじゃないかなというふうに思います。そこで、滞納金については若干質

問をいたしますと、２１年度の滞納額が、現年度分で２６万８，１００円。

それから、滞納繰越分として２９５万１，０９６円、合計で３２１万９，０００円ほどあるわ

けですが、これざっと資料で見ますと１１０名の方の滞納と、こういうことになっておるんです

が、この方の水道はですね、すべてとめられておるのかどうか。３カ月の滞納があった場合はと

めるというふうに聞いておりますけれども、そこら辺の実態はどのようになっているのか、お伺

いをしておきたいと思います。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。決算資料の２４９ページの収入未済額の欄でございます。こ

れは、先ほど決算を３月３１日で打つ関係というふうな形で申し上げておりました。未収金の額

と、ここの額とは違っております。と申しますのは、決算資料につきましては、あえて特別会計

と同じように５月３１日現在の数値を入れさせていただいております。したがいまして、金額が

合ってないことを、まずご承知おきをください。

その中で、現年度分、まず現年度分でございますが、現年度分につきましては、今ご案内あり

ましたように、３カ月あきますと給水停止という形になります。現在、これは８月３１日現在の

数字ですが、この現年度分２６万８，１９０円が、８月３１日現在では８万５，８３５円まで減

ってきております。しかしながら、それだったら５月末になりますので、なか６、７、８ととり

まして、今現在残っておること事態がおかしなことになると、そこが給水停止がかかってるんか

ということになるわけですが、実は、この使用者、いわゆる未納者の方とお話をさせていただき

まして、私どものほうが判断する中で、どうしてもやむを得ないなという部分につきましては、

この現年度分を滞納分として置きかえて、次の月から現年の、また当来月分きますね、当来月分

プラス、この中から一部納めていただくという制約方式に切りかえた関係があるんです。そうい
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ったことで、現年分がきっちり１００％入ってくるということにならない場合があります。それ

から、行方不明になられた方というのもございまして、その方については、現在の所在が不明で

すので、その料金を徴収しようにもできないという部分も、この中に含まれております。

それから、その下の滞納繰越分２９５万１，０９６円ですが、これは８月３１日現在で

２８４万９４１円という数字にかわっております。これにつきましても、先ほど申し上げました

が、先ほどのは現年分ですので、今後の滞納分については、例えば制約金額を、例えば

５，０００円とおっしゃっておった制約金額を、若干、例えば２，０００円に、今月はさせてい

ただきましょうとか、そういうふうな形で減額した部分もございますし、この中にも行方不明者

の方もあるということです。ただ、総体的には翌年度に、さらに膨れることのないような形で努

力はさせていただいております。

議 長（井田義之） 糸井議員。

１ ４ 番（糸井満雄） 今、聞いておりますと、行方不明者以外は、一時金ですか、少しもらって、いた

だいて給水をしておると、そういうふうに理解をさせていただくわけですけれども、水道水とい

いますと、やっぱり生活にかかわってくる問題がございますので、全面給水停止ということにな

ってきますと、これはまた問題にもなるだろうというふうに思いますので、一つそういう面で、

弾力的といいますか、そういう、できるだけ少しでも水道料をいただいて、全面給水停止という

事態にならないように、一つお願いをしておきたいなというふうに思います。

これも、しかしながら、滞納額も結構、今も２４８万円というふうに言われておりますけれど

も、かなりやっぱりこれもふえつつあると、昨年度から見たら若干減ってはおるわけですけれど

も、これもなかなかゼロということにはならんようでございますので、一つその辺、十分今後の

業務の中で一つ回収に努力を願いたいなというふうに思います。以上、質問終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑はありませんか。

１２番、多田議員。

１ ２ 番（多田正成） すみません。お疲れのところ。水道会計について１点だけ、ちょっと私の見方が

違うんかもわかりませんけれども、教えていただきたいと思います。

最後のページに補てん額が書いてあるんですが、その補てん額を計算しますと７，９５５万

７，５９２円となっております。それを収支的、支出をあのもんしてみると７，９３９万

６，５９２円となるんですけれども、私の見方が違ったらこらえていただかんなんですが、これ

はどういうことなんでしょうかね。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） ご質問にお答えいたします。まず、決算書の６４０ページをお開きください。

ここに資本的収入及び支出ということで、収入、支出をそれぞれ掲げさせていただいておりま

す。

ここで、支出の決算額１億５，２１1万７，５９２円と、収入の上ですね、上の決算額

７，２５６万円、この差引額が、ここの６４０ページの表の下に小さい字で資本的支出に不足す

る額７，９５５万７，５９２円というふうに書いてございます。この部分を先ほどご指摘のあり

ました最後のページ、６７２ページの補てん財源明細書で補てんをしとるわけですが、ここの一

番上の損益勘定留保資金、補てん額（ハ）のところですね、この（ハ）のところで、まず
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７，４３３万１，０２７円を補てんさせていただきまして、それに不足する額については、一番

下のその他ということで、消費税資本的収支調整額、この５２２万６，５６５円、この二つで補

てんをさせていただいたら、この７，９５５万７，５９２円になるという形の補てんをさせてい

ただいております。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） 補てんはわかるんですけれども、資本的収入から資本的支出ですね、あのもんす

ると７，９３９万６，５９２円になるんですけれども、ここでは確かに７，９５５万

７，５９２円になっております。この辺が、ちょっと私、この収入と支出の足らずを補てんする

んではないんでしょうか。そこがちょっと教えてほしいんですが、私の、この決算書を見せても

らっとるのに、ちょっとそこが何でこうなるんかなというのを思ったんですけれども、違います、

見方が違ったらこらえてください。

議 長（井田義之） 吉田水道課長。

水道課長（吉田達雄） お答えいたします。６４１ページの上の収入については、決算額７，２５６万円、

この数字を使っていただくことになりますし、支出については、これも決算額ですが、１億

５，２１１万７，５９２円、これを差し引きしていただきますと、７９５５７５９２になると思う

んです。考え方といたしましては、収入に対して支出で不足する部分については補てんをするとい

うことです。

議 長（井田義之） 多田議員。

１ ２ 番（多田正成） わかりました。合計額と決算額を見ておった違いということですか。すみません、

わかりました。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより、議案第１０１号を採決します。

本案について、原案のとおり認定することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第１０１号 平成２１年度与謝野町水道事業会計決算認定については、原案のと

おり認定することに決しました。

ここで午後４時まで休憩します。

（休憩 午後 ３時４５分）

（再開 午後 ４時００分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、本会議を再開します。

日程第１３ 議案第１１０号 財産の取得についてを議題とします。
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本案についても、既に提案理由の説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。

質疑ありませんか。

１７番、谷口議員。

１ ７ 番（谷口忠弘） それでは、議案第１１０号につきまして、質問をさせていただきます。

この問題はですね、京都府から丹後織物工業組合の旧加悦の加工場跡地を購入をするわけです

けれども、この土地につきましてはですね、副町長がよくご存じで、旧加悦町の時代からですね、

府から購入を強く要請されていた物件でございました。しかし、用途がなかなか決まらない中で

購入が難しかったものであります。

私も、近隣が住宅地でございますので、公害が出るような施設では困るなと、こう思っていた

中で、今般、福祉施設に決まったということは大変よかったんではないかなというぐあいに思っ

ております。

そこでですね、何点か財産の取得に当たりまして質問いたしたいと思います。これは一般会計

の補正予算でも質疑をされましたんですけれども、そのときに質疑をすればよかったんですけれ

ども、私はちょっと質疑に加わっておりませんので、今回改めてですね、何点かまたお聞きした

いなと思います。

今般、丹後織物工業組合から購入をされた京都府の、もともとは土地でございました。京都府

もですね、織物工業組合から買われたときに、不動産鑑定士を多分入れられて、単価を決められ

て購入をされたんだろうというぐあいに思います。今般、当町も不動産鑑定士を入れられて単価

を決められたというように聞いておりますけれども、この京都府が買われた単価と、今回、当町

が買った単価、その下落幅というのが、どれぐらいになったのか、計算しておられたらちょっと

お聞きをしたいなと思うんですけれども。

議 長（井田義之） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 私のほうからお答えをしたいと思います。まず、議員から与謝野町が不動産鑑定

士を入れられたかのようなご発言がありましたけれども、本町といたしましては、不動産鑑定士

は入れておりません。補正予算の審議のときにも申し上げたと思いますけれども、京都府が２社、

二つの不動産鑑定士の方に鑑定評価を依頼されました。京都府としましては、その２社の鑑定評

価の平均値を採用して、平米当たり１万４，１００円という金額を設定されたところでございま

す。

それから、京都府が丹後織物工業組合から買収をされたときの金額との差額をおっしゃってお

ったかと思います。京都府が丹後織物工業組合からは平成１０年に、全体の面積ですが、３億

７，４００万円で購入をされておられます。平米当たりに換算をいたしますと２万７００円とい

うことでございます。

議 長（井田義之） 谷口議員。

１ ７ 番（谷口忠弘） はい、わかりました。私は、当町がですね、不動産鑑定士を入れられて、購入に

当たってですね、どれぐらいで買ったらいいのかなというぐあいなことを検討されたんかなと思

ったら、京都府のほうはもう入れられて、京都府のほうで指導されたと、こういうことですか。

わかりました。

続きましてですね、この資料といいますか、この表をちょっと見せていただきますとですね、
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面積は１万８，０６９．１１平米というぐあいになっておりますね。これは加悦区と加悦奥区と

２区に分かれておりますよね。非常に、これ僕もちょっと計算しましたんですけれども、非常な、

微妙なところでございまして、加悦区が９，２１８．２９平米になりまして、加悦奥区が

８，８５０.８２平米でございましてね、何と加悦区が５１％で、加悦奥区が４８．９９％とい

うぐあいに、非常に微妙な数字になったわけですけれども、これは恐らく偶然であろうというぐ

あいに思うんですけれども、これ行政のほうが果たす役割かどうかはちょっとわかりませんけれ

ども、この施設について、加悦区と加悦奥区との区割りといいますかね、そういったことは、も

う区同士の話し合いというか、施設につきまして、その辺は行政がどうかかわっていくようにな

るんでしょうか。

議 長（井田義之） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） 議案書に取得しようとする財産の表示がございます。今、議員が質問されました

ように、加悦奥区と加悦区にまたがって１万８，０６９平米でございます。

加悦奥区と加悦区との境目といいますか、買収に当たっての境目というのは、特に町のほうが

間に入って、ここを境目にしようとかいう調整はいたしておりません。議員もご存じだと思いま

すけれども、現在、未利用の、草が生えてます、今回、福祉施設に転用する施設、部分と、工場

の部分はフェンスで仕切られてまして、さらにそのフェンスの外側に水路があろうかと思います。

この工場のほうでは最後の生産ラインの増設が、まだ一つ残っておりまして、それを含めても、

今のフェンスところで十分製造ラインの建屋が立ち上がるということで、基本的にはフェンスの

ところでもって、境目といたしております。

議 長（井田義之） 谷口議員。

１ ７ 番（谷口忠弘） 確かにですね、私も毎日通りますから見ておりますけれども、フェンスが一応、

境目になると。フェンスから加悦奥区と加悦区と、こういうぐあいに位置とするということです

ね。

豆腐屋さんは加悦奥になりまして、今度新しく建てられる福祉施設は加悦区になると、こう考

えてよろしいんでしょうか。

議 長（井田義之） 堀口副町長。

副 町 長（堀口卓也） このフェンスのところが、加悦区と加悦奥区の境、きちっと境になってるかと申

しますと、そうはなっておりませんけれども、大体、アバウトな話になりますけれども、フェン

スのところが大体、工場のほう側が加悦奥区で、フェンスの外側といいますか、そこが加悦区と

いう考え方は大体合ってるんですけれども、厳密にいきますと、そうはなっていないと思います。

大体の考え方としては、それでいいかと思います。

議 長（井田義之） 谷口議員。

１ ７ 番（谷口忠弘） 区としてもね、いろいろ区費とか、いろんな区の行事でありますとか、そういう

関係がいろいろと出てくると思うんですね。いろいろ協賛をしてもらわなあかんようなことも出

てくると思うので、その辺を、どう頼んだらいいのかなということは、これは別に区長さんから

依頼されたわけでもなしに、私がごく自然に考えたことなんですけれども、わかりました。

それとですね、これ、まだ具体的に、どういうぐあいなレイアウトになるかというのは、まだ

わからないということを福祉課長のほうからちょっとお聞きしましたんですけれども、この地域
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はですね、ご存じとは思うんですけれども、近くに加悦中学校があり、加悦小学校があり、加悦

保育園があり、また学童の施設もございます。

教育長、どちらかというと、この地域は文教地域といいますかね、学校がたくさんある地域で

ありまして、施設に勤められる従業員の方もかなり多いと思うんですね、今回。もちろん施設に

入られる方も多い、訪問される方も非常に多いということで、交通量の問題が、ちょっと気にな

るなというぐあいに思っておるんですけれども、また加悦中学校では、あの前でいつもロードレ

ースの何か、陸上競技の人が練習をされておられるんですけれども、この辺ですね、駐車スペー

スですね、大体どれぐらいを確保へしようと思っておられるのか、その辺ついて、わかればお聞

かせいただきたいなと思うんですけれども。

議 長（井田義之） 佐賀福祉課長。

福祉課長（佐賀義之） 今、具体的に設計をしておりまして、まだ、具体的なレイアウトについては、町

のほうに報告をいただいておりませんけれども、最初の予定では、このスペースに１２５台程度

の駐車スペースを設けるという計画で進めております。

議 長（井田義之） 谷口議員。

１ ７ 番（谷口忠弘） はい、わかりました。質問を終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより議案第１１０号を採決します。

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、議案第１１０号 財産の取得については、原案のとおり可決することに決定しました。

ここで資料配付のため暫時休憩をいたします。

（休憩 午後 ４時１２分）

（再開 午後 ４時１５分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

日程第１４ 発委第１号 与謝野町議会活性化特別委員会の設置についてを議題とします。

本案については、議会運営委員長より提出されております。

事務局に議案を朗読させます。

議会事務局長（秋山 誠） それでは事務局のほうから議案を朗読させていただきます。

発委第１号 平成２２年１０月１日 与謝野町議会議長 井田義之様

提出者 与謝野町議会運営員会委員長 伊藤幸男

与謝野町議会活性化特別委員会の設置について
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上記の議案を別紙とおり地方自治法第１０９条の２第５項及び会議規則第１３条第３項の規定

により提出します。

以上です。

議 長（井田義之） 提出者より、提案説明を求めます。

７番、伊藤委員長。

議会運営委員長（伊藤幸男） それでは、ただいま議題になっています与謝野町議会活性化特別委員会の

設置についての提案説明を行いたいと思います。

次のページをめくっていただいて、このもとに基づいて若干説明を補足して行いたいと思いま

す。

１点目は名称です。名称は冒頭に申し上げたように、与謝野町議会活性化特別委員会というふ

うにします。

二つ目、設置根拠については、若干、全協で説明がございましたが、そのことをちょっと若干

変更して委員会条例のもとで行うということで１１０条及び委員会条例ということでさせていた

だきたいと思っています。

三つ目は、設置目的ですが、ここに簡単に書かれてますように、議会の活性化及び改革につい

て調査、検討を行うためというふうになっています。少し全協でも、かなりありましたので、ち

ょっと整理した形でもう一度述べておきたいと思います。

非常に景況も含めて、非常に深刻な情勢の中で暮らしと営業が大変で、その中でですね、議会

と議員に対する厳しい批判と同時に大きな期待が高まっています。このもとで、今回の活性化特

別委員会をつくろうというのが議運の中で協議して合意されたものであります。大きな目標は具

体的には、その今、述べた設置目的で進めていただいたら結構なわけですが、特に条例等々の問

題も懸案課題の一つであろうと思います。ただ、それを結論として持つのではなくて、十分な論

議の上に立って到達的に、そうなり得る要素はありますが、条例を先にありきという形で決める

つもりは、私自身としてはありませんので、そういうふうな提案にしたいと思っています。

その主な役割ですが、この間、論議をされてますように、一つは徹底した議会情報の全面的な

公開開示を進めるということが一つ。また、住民の声を聞く、こういう場を設けるなど、住民と

の接点を多様な形で設けて、住民の声を議会に反映させていくという役割があるのではないかと

いうふうに思っています。

三つ目は、議会の議員間ですね、議会議員の間でも意見交流や協議を行う、そういう場を設け、

激動する、この激減する日本と地域社会にふさわしく、政策と学習、こういう活動の向上を図っ

ていくということが必要ではないかと思っています。

そして、主な問題といえば最後にですが、理事者からの反問権問題も今、大きな課題の一つに

なってますので、このことも協議として進めていけばというふうに思っています。

以上、簡単ですが、そういうことです。目的については。

あと、４番目に戻りますけれども、４番目に委員の定数ですが、８名としておきます。

概要を申し上げますと、会派は会派ごとに代表が１名。無会派の無所属といいますかね、会派

に属さない方、４人おられますので、２人選出したいと、これを詳細にはあるでしょうけれども、

議長のほうから、またあると思いますが。
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５点目に設置期間については、調査研究が終了するまでということでお願いしたいと思ってい

ます。ご賛同いただきますよう、全協も開きましたので、十分だと思いますが、よろしくお願い

します。

議 長（井田義之） ただいま伊藤委員長から提案説明を受けました。

質疑に入りたいと思います。

委員長提案に対する質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

伊藤委員長、ご苦労さまです。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより、発委第１号を採決します。

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、発委第１号 与謝野町議会活性化特別委員会の設置については、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。

ここで暫時休憩します。

名簿を配付いたします。

（休憩 午後 ４時２１分）

（再開 午後 ４時２３分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

お諮りいたします。

ただいま設置されました、与謝野町議会活性化特別委員会の委員の選任については、委員会条

例第７号第１項の規定により、お手元に配付した名簿のとおり指名したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（井田義之） 異議なしと認めます。

したがって、与謝野町議会活性化特別委員会の委員は、お手元に配付した名簿のとおり選任す

ることに決定いたしました。

ここで改めて名簿を発表させていただきます。

糸井満雄議員、伊藤幸男議員、今田博文議員、多田正成議員、杉上忠義議員、塩見晋議員、山

添藤真議員、以上７名の議員にお世話になります。

ここで暫時休憩をいたします。

（休憩 午後 ４時２４分）

（再開 午後 ４時２８分）
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議 長（井田義之） 休憩を閉じ、会議を再開します。

先ほど、議会活性化特別委員会で互選していただきました、その結果が届いておりますので、

事務局長より報告いたします。

事務局長（秋山 誠） それでは報告いたします。

議会活性化特別委員会、委員長に今田博文議員、副委員長に糸井満雄議員、以上でございます。

議 長（井田義之） 以上で、与謝野町議会活性化特別委員会の設置についてを終了いたします。

次に、日程第１５ 請願第１号 米価の大暴落に歯止めをかけるための請願書を議題とします。

本案については、産業建設常任委員会に付託しておりましたが、委員長から請願審査報告書が

議長に提出されております。

本案について、委員長の報告を求めます。

１１番、小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） それでは、ただいまご紹介いただきました産業建設常任委員会に付託

いただきました案件につきましての審査結果をご報告申し上げたいと思います。

レジュメを読ませていただいて、報告にかえさせていただきたいと思います。

請願審査報告書、本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議

規則第９２条第１項の規定により報告します。

受理番号は１番で、付託年月日は平成２２年９月１日でございます。

案件は、件名は米価の大暴落に歯止をかけるための請願書でございます。

審査の結果としまして、趣旨採択すべきものということで、委員会の意見として別添資料でご

ざいます。

１枚めくっていただきまして、審査状況をご報告申し上げたいと思います。

１．付託案件としまして、請願第１号、米価の大暴落に歯止めをかけるための請願書。

２．審査の経過、（１）平成２２年９月１日、上記案件を本委員会に付託されました。

（２）平成２２年９月７日、午前９時３０分から委員会を開催し、付託された案件につきまし

て、紹介議員、今田博文議員の出席を求めて説明を受け、質疑を行いました。

（３）平成２２年９月１４日委員会を開催し、慎重に審査を行い、採択すべきものか否か諮り

ました。

３番としまして、主な内容は次のとおりでございます。

これは（３）の９月１４日の委員会の抜粋でございます。

引き続いて読ませていただきます。

政府が米の市場介入に、価格に介入するのは食糧法にはない。備蓄米の円滑な運営を図るため

に買い入れを行うとある。意見書提出には反対。

備蓄米は９８万トン、備蓄の目的は不足時における安定供給であり、価格維持ではない。戸別

補償制度は定額部分１万５，０００円の補償と、下落が大きいときには、さらに変動部分の補償

がある。

生糸も暴落を防ぐための借入制度があったが消滅した。過日の日本経済新聞に一つ、農業政策

は当事者だけの議論で消費者の視点がない。

二つ目に、８兆５，０００億円の農業総算出額に対し、国や自治体が４兆６，０００億円も税
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金を使っている。そんな産業はどこにもない。

三つ目に、日本の水田の４割は生産調整をしている。増産分を輸出に回すとなどとあった。

日本の主食であり、国土保全の面から余剰米をどうすべきか、米政策対策を考えるべき、町の

住民として意見書を出すべきだということです。

１枚めくっていただきまして、冷静に農地を見たとき、減反は手の回らないところとなり、イ

ノシシ、シカなど地域は滅亡しかねない。請願事項を一部変更した意見書を出すことが可能であ

れば、請願は採択すればいいと思うが、米の値段は、まだまだ下がると思う。

農協のデータでは、昨年、全国生産量８３１万トンのうち３６％（３０１万トン）の集荷量、

京都府では７万６，３００トンのうち２３％（１万７，５６７トン）が集荷実績。大部分は個別

販売を確立されている。

農業は手厚い施策であるが、ＪＡ価格が下がると個別販売もＪＡ価格が参考となり売りにくい。

意見書を渡す方向で。意見書を出すと毎年することとなる。買い入れに税金を使うことになる。

政治的絡みもあるが、国土保全食糧問題であり、大きな課題。

４番目に、審査の結果としまして、付託された案件につきましての採択すべきものか否か諮っ

た結果、多数決により趣旨採択すべきものと決定いたしました。

以上が審査報告でございます。よろしくご審議を賜りたいと思います。

議 長（井田義之） ただいま、小林委員長より採択の報告がありました。これに対しての質疑を受け

たいと思います。

質疑ありませんか。

１５番、勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） 大変お忙しい中をきょうまで、委員会で真摯に議論をされましたということでご

ざいまして、小林委員長に、まず敬意を表したいと思っておりますが、ちょっと理解ができませ

んので、教えていただきたいと思っております。

まず一つは、この趣旨採択をすべきものと、趣旨採択をすべきものと、こうなってますね。私

どもが今まで思っておりましたのは、請願は採択か不採択しかない。それと、非常に、この米価

の問題は、今、差し迫ってきとるわけですわね。米はもうとれた、それで、政府は次の手を打た

なんだら、どうにもならんところへ今、来ておるんですね。しかし、それが、趣旨採択という意

味がですね、どうも私は請願でなじまような気がするんですが、そこは委員長どうでしょうか。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 趣旨採択ということにつきましては、この請願書はですね、請願事項

としまして、一つには、年産にかかわらず４０万トン程度の米の買い入れを緊急に行うことと、

こういう文面がございます。ところが、そういった国の買い上げということで、制度につきまし

てはですね、備蓄というのは本来の目的は、不足時における消費者の安定供給というのが大きな

目的でありまして、過剰米対策や米価維持対策とは違うということが政府のほうの方針でなって

おります。

そういった意味からですね、いわゆる買い入れというような形のことにつきましての数字を、

そのまま受け入れるということではなしに、その趣旨採択というのは、非常にこういった農家の

方々の環境ですね、きょうまでの、これはいっとき、現在のことやなしに暦年、ずっと長い間、
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かつては明治、大正、昭和の初期までは米が日本国、足らなかったようです。最近、戦後になっ

てから米の増産が、いわゆる国の食管法という形で、これが昭和１７年に制定されて、その後、

いわゆる国が全量を買い上げるというような制度になったものでございますので、いわゆる農家

の方が頑張られて、その後、増産されるという形で今日、米が余るという状況になってきまして、

そういういったことの状況で、何とかこれは、いわゆる農家の方々の気持ちを、やっぱりくんで、

国に抜本的な対策なり、指導なり、そういったことが望まれるというところから、趣旨採択とい

う形で委員会ではまとまったということでございます。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） 私、ここのところはね、どうも誤解があるじゃないかと。今までも政府、買い上

げしとるんですよ、この場合に、過去にも。

これはね、政府はっきり、これ買い上げしとるんですよ。だから食糧法にあるとか、ないとか

いうよりもね、農家をやっぱり守り、米価の下落を防ぐためには、どうしても必要な措置だと、

こういうことで私は思ってるんですが、そういう議論ならおいときます。

それからですね、もう一つは、この裏側の内容の中でですね、戸別所得補償制度では定額部分

の１万５，０００円の補償と下落が多いときには、さらに積み増しがあると、さらに積み増しが

あると、こういうふうに書いてありますね、しかしこれも、仮に、ことしの１０年産の米価も今

の米価のままでするとと仮定した場合、この場合、米のことしの生産目標数量は８１３万トン、

つまり１億３，５００万俵を、１億３，５５０万俵だから、これに米価の下落幅の１俵当たり

１，０００円に下がる、１，０００円を掛けただけですね、１，３５５億円になるんですね、こ

れを農家の側から見ますと、昨年秋に予定した金額より１，３５５円減るわけですわ、所得がね。

それから、政府の側から見ると補償金額が１，３５５億円ふえると、こうなりまして、現在、

ことし予定しております、政府が予定しているですね、この所得補償方式が約四千何百億円です

から、さらにそれを上積みするんで、これはとっても、戸別補償政策を私はもたないという気が

するんですけれどもね、こんな何ぼでも出すなという話はとってもないですから、ぜひその辺に

どういう議論があったか、もうちょっと聞かせてほしいですけれどもね。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） そのことの、いわゆる国の財政的なことの継続につきましては、我々

の委員会では討論はできておりません。いわゆる１反当たり１万５，０００円の補償ということ

のほかに、いわゆる相場が大幅に下落する場合は、今、勢旗議員がおっしゃいましたように、プ

ラスアルファの補てんがあるという形のことは確認、聞いてはおりますけれども、それによって、

国の予算なり財政が、どの程度負担がふえるのかということにつきましては、我々にはちょっと

今のところはわからないということでございます。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） これ以上申しませんが、この町も、やっぱり農業というのは非常に大事な基幹産

業なんですよね。ぜひその辺も踏まえながら、一つその生産者が１年間、やっぱり頑張っていた

だいた成果がさらにつながる、上積みになるように、ぜひとも議論が欲しかったなと、こういう

ふうに思いを述べまして、終わります。

議 長（井田義之） ４番、杉上議員。
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４ 番（杉上忠義） それでは、米の価格につきまして、産業建設常任委員会委員長の報告に対しまし

て質問をいたします。

まず、趣旨の趣が違っておりますけれども、すべて、趣味の趣になっておりまして、ぜひ訂正

をお願いしたいと。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 趣旨の趣が違っているということでございます。はい、・・おっしゃ

るように、主だったという文字だと思いますけれども、はい。これもね、いろいろと趣旨採択の

今、お思いだと思いますけれども、この文字もあると思っております。

これで合っとるということでございますので、ご了解いただきたいと思います。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） それほどあいまいな選択をされたわけですけれども、丹後米につきましては、

３年連続ですね、特Ａという多大な評価を受けられたということは認識しているところでござい

ます。

その中で、審査状況の中で、重要なのは、ここに書かれてます日本経済新聞が書いておりまし

た、農業政策につきまして、こうした視点での議論がなされたのに、今、言いました趣旨採択と

なった経過につきまして、委員長の見解をお聞かせ願いたいと思います。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 今のは消費者の視点ということをおっしゃったんですか。

確かに消費者の視点ということも考えて、安いほど消費者とすればいいと思うんですが、とこ

ろが仮にですね、３０キロのお米が、仮に１万円としましたらですね、やはりこれ１合について

は５０円なんです。１日大人が３合食べるとすれば１５０円でおなかが満腹になると。ところが

１５０円で、例えばペットボトルのお茶であるとか、水なんかも１３０円、１５０円で売ってま

すけれども、これではやっぱり１日の人間の体を維持するようなことは、私は難しいと思ってい

ます。基本的に現在の、仮に３０キロ１万円であればですね、これ非常安い、こんな食糧は、私

はないと思っております。やはりうどんであるとか、そうめんであるとか、パンでありますけれ

ども、やはり日本人の場合は、やっぱりお米というのが、やはり一番力になる、腹の足しになる、

そういうもんでありますだけに、何とかこれは、消費者の視点ということにつきましては、これ

は、この記事を書かれた方の思いは、やはりお米に偏らず、ほかの農産物という意味合いもある

のかと私は想像しとるんでございますが、そういった面で、本当に農家の方々の非常に厳しい環

境の中での、何とか日本の農産物というんですか、食糧を守る、そういった意味合いの、非常に

米の、農業に関する政策につきましては、非常に大きな課題があると、私たち委員会でも話して

いたようなことでございまして、消費者視点というのが安くなればいいというばっかりのことで

はなしの、いろんな広い意味での消費者視点があるもんだと、私はそういうふうに認識いたしま

す。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） もう１点でございますけれども、ここにあります意見書を出すと、毎年すること

となる、買い入れに税金を使うことになる、政治的絡みもあるが国土保全、食糧問題でもあり、

大きな課題となる。これも重要な意見が出ているわけですけれども、これの結論はどういうふう
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になったんでしょうか、この点、委員長の見解をお聞かせ願いたいと思います。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） この意見書を出すと毎年することとなるというのは、結局、いわゆる

買い入れを、請願のですね、買い入れを、４０万トンの買い入れをお願いしたいというような中

で、これが仮に国のほうでお認めいただいて実行されますと、いわゆる多額の買い入れにお金が

かかると。

それと、毎年、米価の問題が、こうして出てきてますのも、いわゆる需要と供給で、供給が需

要と比べて多いわけでね、なかなか高齢化社会でお年を召されてきますと、一人当たりの米の量

も年々減ってきてますし、そういった形でお米は、こうしてつくっていただく、供給量はたくさ

んあるんですが、非常に需要が少ないというようなことからですね、非常に買い入れという形の

ことは、非常に一つの大きな課題があると、このように思っておりますし。

それから、政治的絡みもあるかということにつきましては、昨年までの自民党政権の政策から

ですね、今、民主党政権にかわりましての、いわゆる戸別補償制度という形で、個々の農家に補

償しようというような形の政策に変わってきております。非常に与謝野町でも、こうした耕作放

棄地もあちらこちら、目についておりますし、本当に獣の、そういった出没も多いです。そうか

といってほっといたら、やはり国土が本当に乱れてきますし、そういった意味で本当にこれは、

我々議員がどうこういうこともできない、本当に国を挙げての大きな問題だと、そういう意味合

いの意見が出ておったということでございます。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 今、マスコミ、新聞、テレビ等で話題になってますのは、新しい備蓄制度を前倒

しして、今年度から実施していただきたいという要望がたくさん出てるということに聞いており

ます。こうした議論は出たんでしょうか。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） そういったことについては出ませんでした。備蓄の前倒しをお願いし

たいというような話は出ませんでした。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 私としては、意見書等々出されるんであればですね、そういったことを後押しす

る請願であり、意見書であれば重要だというふうに思ったりしてるところでございます。

締めくくりとして、もう一度お尋ねしますけれども、やはり請願は採択か否かであってですね、

この趣旨採択というのは、どういうふうに公表される予定なんでしょうか。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 趣旨採択といいますのは、委員会でいろいろとお話ししたんですが、

この請願文書の趣旨を、いわゆる米価が生産費を大幅に下回って、生産者の努力はもう限界を超

えておると、こういう趣旨の問題、そういった意味合いからですね、米の需給を引き締めて価格

安定、回復させるためには４０万トンの買い上げをお願いしたいというのが、大きな趣旨のよう

でございます。その意味合いの内容をくみ取って後ほどね、意見書という形で出させていただき

ますけれども、いわゆる国に対しての農業政策の一つの、これは古くて、昔からの問題でしょう

けれども、あえてそういった形のことを、また見させていただいておるというようなことでござ
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います。そういうことでご理解いただきたいと思います。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 結論としてはですね、賛成でも反対でもない人が委員長から見れば多いと、委員

会の中で多かったと、ですから玉虫色みたいな決着にしましたということでしょうか。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 今のも読ませていただきましたように、これ一人一人の、いろんな

方々の主だった意見を抜粋をしていただいておるんですが、やはり意見書は出すべきではないか

と、国のほうに出すべきではないかというような意見が多かったということでございます。それ

ほど、非常に、この問題につきましては、難しい大きな内容含んでおりますだけに、国を挙げて、

やはり近々に農業政策ということにつきましては、検討していただきたいもんだと、このように

思って、こういったことで趣旨を採択して意見書を出させてもらおうかというような形でなって

おることでございます。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 以上です。はい。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

７番、伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） それでは、かなり出ましたんで、若干わからないことも含めて質問させていただ

きたいと思っています。

一つはですね、この請願の趣旨は、先ほど勢旗議員もおっしゃってましたが、大暴落になって

いるんですね、近年大暴落、この事態をどうにかしてくれというのが中心的な願いだと思うんで

すね。そこにあることが一つ。

それから、この本町でも、京の豆っこ米の事業も、あれほど頑張って、それなりに地域的貢献

をやって、それが全国的な消費の中に、消費拡大しようということで取り組みをされていると、

この町が、何で議会がね、この町の議会が趣旨採択なのかというのを、僕は正直言ってわかんな

いんですよ。

僕は反対でなかって、否決でなかってよかったと思っているんですけれども、この論議を見て

ね。だから、それは、どうなんでしょうと、委員会の審議としてというふうに思うんですが、い

かがですか。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 今までの方にお答えしたようなことでございまして、特段、それ以上

のものはございません。いわゆる農家のですね、確かに買い入れてもらえれば、それは一番いい

んですけれども、だけど、余ったから買えと、買ってくださいというような制度になってないわ

けですね、この日本の今のお米の制度が、よくご存じだと思いますけれども、それがために、だ

れでも余れば買ってほしいと思いますけれども、もう食管法も変わり、新しい新食糧法というの

が制定されて、既にもう６年なっとるわけですね。そういったような形で、米が本当にもう自由

化になっとるということの上での、この米の価格が暴落しているというのは、先ほども申しまし

たように需要と供給が多いわけですはね、比べまして。その辺のことが、米の在庫も含めて、非

常に積み上がってきておるという中で、どうするかという形で、私たちも非常に、どういう形が
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ベターなのかという形のことは、確かに苦しい中でやらせてもらったということをご理解いただ

きたいと思います。

議 長（井田義之） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） 今、備蓄米は、そういう制度にいってないという話でありましたね、実は政府は、

既に旧政権のときから、そういう調整機能というんか、政治的利用をしてるんです、ちょっとひ

どい言い方するけれども。

例えばね、安値になった理由は、暴落の要因とも言えるような安値をしてるんですよ。だから、

今、言う、委員長が言う認識は、これは今回はともかく、今後は直さなあきませんよ。それは名

目上そう言ってるわけであって、政府は備蓄米を政治的コントロールしてるんです。ですから、

今、請願で要求してる備蓄してくれと、買ってくれと、４０万トン買ってくれというのは道理あ

る主張なのです。まあそれはいいです、次の質問。

二つ一遍に言いますね。ミニマムアクセスというのがありますね、いわゆる輸入米ですよ、Ｗ

ＴＯのね。この論議がされたかどうかね、実態のということと。もう１点はね、いうたら非常に

地域でね、この本町の、地域経済を非常に大きな打撃を与えていると思っているんです。この暴

落が、これ以上続いたらね、町だって大変ですよ。せっかく豆っ子に期待して、一生懸命やって

る農家を励ますどころか、励ます結果にならないというふうに思うんですよ。この論議は、この

２点はどうでした。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） まず最初のミニマムアクセスですか、これにつきましては、委員会で

は特段、突っ込んだお話は出てません。私がちょっと調べましたところによりますとですね。

７ 番（伊藤幸男） いいですよ、個人見解はいいですから、委員会で協議したことだけで。

産業建設常任委員長（小林庸夫） はい、はい。ほんでね、その次の何でしたな。

７ 番（伊藤幸男） 地域経済。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 地域経済ね、それも特段、これという形のことで突っ込んだ話はでき

ていません。

７ 番（伊藤幸男） はい、わかりました。

議 長（井田義之） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） もう１点はですね、今、大きな話題の一つでもありますが、戸別所得補償の問題

があります。これは非常に売りになっているんですね、今の政権の、農業政策の売りになってい

ます。そこでお伺いします。

今、補償額というのは、１０アール当たり１万５，０００円なんですが、委員会としては、こ

の協議はされたんでしょうか。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 協議より、そういったことは話の中に出ておりました。

７ 番（伊藤幸男） 中身です。

産業建設常任委員長（小林庸夫） はい。１反当たり１万５，０００円と。中身は、いわゆる１反１セ以

上でですね、生産調整の達成者については出るということでございました。

７ 番（伊藤幸男） はい、わかりました。
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議 長（井田義之） 伊藤議員。

７ 番（伊藤幸男） もう時間がありませんからね、みんな気をもんでるから言いますけれども。

あのね、戸別補償制度というのは確かにいいんですよ。全部あかんなんて思ってないんです。

我々もそれが大事だと思っているんです。しかし、今いう１０アール当たり１万５，０００円ぽ

っきりで、あとは自由化で野となれ山となれみたいなね、結果的になるような施策は、我々は農

業政策とは言えないというのが立場です。それでね、現に、今の政府はどう言ってるかといった

ら、この戸別所得補償制度があるから、価格の対策は必要ないという立場なんです。立場を一貫

しとるんです。だから、米価暴落してもね、何も手を打たなかったんです。だから、近年ずっと

大暴落続いてきたでしょう、これはご存じですね、それぐらいは論議しとんなるでしょう。だか

ら、ここに、この要求はね、一番皆さん知ってる農協が一生懸命やったんです。この要求は、要

求やっとるのに政府は聞かなかったんです。一切聞かなかったんです、今言う理屈で。

ここに大きな政府の限界があるというのが、私の見解です。いかがですか。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） そういった奥深いことにつきましてはですね、委員会では討議いたし

ておりません。

７ 番（伊藤幸男） 終わります。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

小林委員長、ご苦労さんでした。自席にお戻りください。

議 長（井田義之） これより討論に入ります。

討論はありませんか。

反対討論はありませんか。

３番、有吉議員。

３ 番（有吉 正） ただいま委員長報告で趣旨採択すべきものということが報告されました。

私は、反対の立場で討論をさせていただきます。

実は、私も産業建設委員会の委員でありまして、私だけが反対をさせていただきました。私も、

農業もやらせていただいております。

昨年、８月政権交代がなされ民主党政権となり、ただいま、いろいろと議論されております戸

別所得補償制度が、ことしよりスタートをいたしました。委員会で、私なりに一生懸命、この制

度を説明もさせていただきました。また、ミニマムアクセス米の、いろんな大きな問題も、これ

も議論にはなっておりませんけれども、大きな農業政策の、今までの、考えていかなければなら

ないというふうには思っております。

世界の農業政策も価格政策から戸別所得補償制度になっております。今度の民主党の、今後の

予定といたしましては、平成２４年度以降には大規模農家が有利になる規模加算も実施していく

予定と、今後１０年ぐらいの期間で、日本の農業の競争力を強化の予定だと、せんだっての朝日、

これは読売新聞ですか、鹿野農林大臣が読売新聞の紙上で述べられておられます。

過剰米の政府による買い上げで、これまでどおり価格維持を図ろうといたしましても、どこか

で、いずれ限界に達すると思います。戸別所得補償と米価維持にも多額の税金を使うことになり

ます。国民にとって、二重の負担を強いることになります。安い米は生産者にとってつらい話で
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はありますが、消費者にとってはうれしい話であります。

委員長の報告でもありましたように、外国へ売るんだと、しかし、高い米では外国へは売れま

せん。アメリカあたりも所得補償をしながら食糧戦略を、世界の食糧戦略を練っているというの

が現状だろうというふうに、私は考えております。将来の日本の農業戦略を考えたときには、私

は、この所得補償制度が農業政策に希望を見出したいと、このように考えておるところでござい

ます。どうか議員諸兄のご理解をお願い申し上げ、反対討論といたします。

議 長（井田義之） 次に、本案に対する賛成意見の討論はありませんか。

２番、和田議員。

２ 番（和田裕之） お疲れさまです。それでは、日本共産党与謝野長議員団を代表して、米価の大暴

落に歯止めをかけるための請願、これに対する賛成討論を行います。

ことしも、新米の季節がやってまいりました。豊かな実りと食生活が実感される時期です。し

かし、この実りがいつまで続くか、農家にとっても消費者にとっても、とっても不安な状況です。

生産者米価の大暴落が、その中心です。民主党政権が全く対策をとらず、暴落を野放しにしてい

ることは重大です。生産者米価は近年暴落を続け、多くの農家が労賃分も出ない状況で、全国で

耕作放棄が広がる要因となっております。

政府の調査でも、米６０キロ当たりの生産費は２００８年度産、全国平均で１万６，４９７円

ですが、ことし６月の平均価格は１万４，１２０円と、２，３００円も下回ります。出荷が早か

った高知県などでの農家への借渡金は１万円と報じられるなど、米価暴落はとどまる気配があり

ません。米価が暴落を続ける原因は１９９５年以来、価格政策が廃止された上、需給計画のくる

いによる在庫量の増大に大手量販店を主力にした買いたたきと、米の安売り競争、政府が備蓄米

を安値放出したことなどが重なっております。

輸入米による圧力も重要な要因です。米価暴落は米作農家を困難に追い込むだけでなく、地域

経済にも大打撃を与えるという点です。雇用破壊と低賃金のもとで、安い食料品が求められ、米

とともにさまざまな農産品に対する大手流通企業の買いたたきや売り競争が横行し、農家や中小

業者には必要な経費を無視した価格が押しつけられる、まさに悪循環なものです。

民主党政権が導入した戸別所得補償も、生産者米価が生産費を下回る事態が常態化し､現在の

米価では生産を維持できないことを認めた政策です。米価と生産費の差額を面積で換算して支払

う補償額も１０アール当たり１万５，０００円と、これも十分とは言えません。しかも政府は戸

別補償があるから価格対策は必要ないとして、備蓄制度を活用して、政府が過剰分を買い入れ、

暴落を防ぐという、農協や農民運動全国連合会、いわゆる農民連などの要求を拒否しています。

４月に公表された需要及び価格の安定に関する基本指針の価格安定対策は生産目標、減反の達成

だけです。備蓄については民主党がマニフェストに掲げた棚上げ方式、いわゆる一定期間過ぎて

使用しなかった備蓄米は食用以外に処分する方法さえ否定し、食用として販売した数量を買い入

れるとし、販売量が少なかった場合には、買い入れ量も減らすとしています。価格暴落による深

刻な影響は全く考慮されておりません。

米の生産は、政府が需給計画と生産量の目安を示し、その範囲で生産した農家が戸別所得補償

の対象になります。しかし、豊凶などによる収量の変動は避けられず、消費量も経済情勢や他の

食品の価格との関係でも変動します。安定した生産のためにも価格の下支えは不可欠の課題です。
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戸別所得補償制度を農業の再生に役立つように運営するためにも、米を初め農産物の生産者価

格の安定は大事な条件です。国の責任で過剰米を緊急に買い入れるとともに、価格保証の確立を

基礎に、国内農業を多面化に発展させ、安全な食糧の安定供給を目指す施策への転換が必要です。

以上、述べましたように、私ども議員団は、この請願の内容は全く道理があると考え、賛成す

るものであります。

以上をもちまして、賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。

議 長（井田義之） 次に、本案に対する反対意見はありませんか。

４番、杉上議員。

４ 番（杉上忠義） それでは、請願第１号 米価の大暴落に歯止めをかける請願書に対しまして、反

対の立場で討論をさせていただきます。

皆さん、ご存じのようにバブル経済崩壊後、生産者や業者を保護育成する立場から、生活者、

消費者を守る行政に大転換してきたことはご存じのとおりであります。特に米を取り巻く環境に

おきましては、昭和６１年に米市場の開放、農業構造の改善、市場原理の導入、こういった点か

らも米、特に農作物に対する国民の目線も大きく変わってきたところでございます。今回の政府

買い入れ米の市場価格に介入することにつきましては、現行の食糧法上も、そのような制度には

なっておりません。食糧法第２９条によりますと、政府は米穀の備蓄の円滑な運営を図るための

み、国内産米の買い入れを行うとしているところでございます。

今回、米モデル事業において、万一の価格低下に備え、変動部分による補てんの仕組み、

１，３３１億円があり、これに加えて、今回の請願による備蓄運営に必要上のない政府米買い入

れを行うことは、政策的に矛盾し追加的財政負担につきましては国民生活者、消費者の理解を超

えることになります。このことにつきましては、理解することは到底困難であります。米価によ

る補てんする対策となっております農家の戸別所得補償が、農家の人々の意見を反映した政策に

なっていることを期待しているところでございます。

こうした観点からおきまして、私は今回の請願につきまして、反対といたします。

どうか、議員の皆さんの絶大なるご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。あり

がとうございました。

議 長（井田義之） 次に、本案に対する賛成意見はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 次に、本案に対する反対意見はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 本案に対する賛成意見はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより、請願第１号を採決します。

本請願に対する委員長の報告は趣旨採択すべきものとされております。

したがって、本請願は委員長の報告のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立多数であります。
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よって、請願第１号 米価の大暴落に歯止めをかけるための請願書は、委員長の報告のとおり

趣旨採択とすることに決定しました。

お諮りいたします。

本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、ご異議ありませんか。

それでは、ここで暫時休憩します。

２５分まで休憩します。

（休憩 午後 ５時１５分）

（再開 午後 ５時２５分）

議 長（井田義之） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

先ほど、本日の会議は、この程度にとどめということを申し上げましたけれども、一部議員か

ら動議があり、議会運営委員会の委員長と相談した結果、このまま続行しようということになり

ました。

大変遅くなるかもわかりませんけれども、皆さん方のご協力をお願いをいたします。

次に、日程第１６ 意見書案第４号 米価の抜本対策を求める意見書（案）を議題とします。

本意見書は、会議規則第１３条第３項の規定より、産業建設常任委員長から議長に提出されて

おります。

事務局に議案を朗読させます。

議会事務局長（秋山 誠） それでは議案を朗読いたします。

意見書案第４号 平成２２年１０月１日 与謝野町議会議長 井田義之様

提出者 与謝野町議会産業建設常任委員会委員長 小林庸夫

米価の抜本対策を求める意見書（案）

上記の議案を別添のとおり与謝野町議会会議規則第１３条第３項の規定により提出します。

以上です。

議 長（井田義之） 提出者より、提案説明を求めます。

１１番、小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 先ほどは、いろいろとありがとうございました。

それでは、ただいまご紹介いただきました、米価の抜本対策を求める意見書（案）ということ

で、提案をさせていただきますのでよろしくお願いしたいと思います。

それでは、読ませていただきます。

我が国の食糧自給率がカロリーベースで５割以下の現状の中で、稲作については需要を上回る

生産が続いている。それにより、本年も大幅な価格ダウンとなり、稲作経営は従事者の高齢化と

も相まって、容易ならない事態を向えている。また今後、地球規模での食糧不足が起こるとの予

測もされる中で、国民の食糧確保と国土保全という大きな使命の中、政府による農業政策に対す

る指導、かつ対策は今日ほど強く求められているときはない。

我が国の農業が復活することが国や地域経済にも大きく寄与することであり、米価の抜本的対

策を強く要望する。

記

１．過剰米対策を緊急に行うこと。
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２．生産者が安心して米を生産できる対策を講じること。

３．食糧の安定供給に努めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年 月 日

衆議院議長 横路孝弘様

参議院議長 西岡武夫様

内閣総理大臣 菅直人様

農林水産大臣 鹿野道彦様

財務大臣 野田佳彦様

内閣官房長官 仙谷由人様

以上でございます。

議 長（井田義之） これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

４番、杉上議員。

４ 番（杉上忠義） それでは、米価の抜本対策を求める意見書につきまして、産業建設常任委員会の

委員長にお尋ねいたします。

先ほどの請願書の趣旨採択が賛成多数で可決されたところでございます。

それに対する意見書はですね、やはりそれの趣旨に添ってないといけないんじゃないかという

ふうに思うんですけれども、これ読ませていただきますと、趣旨に反する意見書になっているん

じゃないかというふうに読み取れるんですけれども、この辺はいかがでしょうか。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 趣旨に反するということはないということで、委員会では一応、皆様

と討議の上で、この意見書にまとまった次第でございます。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 請願で強く訴えられたんはですね、米を買い上げてくださいということですわね。

米を買い上げて価格を維持してほしいいうことなんですけれども、これがどういうことに変わっ

たといえば、どこにもないと思うんですけれどもね。

議 長（井田義之） 小林委員長。

産業建設常任委員長（小林庸夫） 米の買い上げにつきましては、いわゆる一番の過剰米対策を緊急に行

うことという中にすべて含まれております。米の買い上げになるのか、輸出になるのか、それは

わかりませんけれども、いわゆる過剰米の対策を早急に、緊急に行うことという、広い意味での

意見書でございます。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 政府による農業政策に対する指導対策が今日ほど強く求められるときはないとな

ってまして、１、２、３とあるわけですね。１、２、３とあるわけですけれども、これを求める

のに対して、先ほどの請願と、やはり整合性が全然ないと思うんですけれども、いかがでしょう

か。

議 長（井田義之） 小林委員長。
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産業建設常任委員長（小林庸夫） 別に、そんな整合性はないと、私は思ってますけれども、十分つなが

っておると思っております。いわゆる国民の食糧確保と、国土保全という、非常に大きな課題が

ある中で、きょうまでの農業施策の、どうするのかと、いわゆる今後、世界人口が、ますますふ

えていく、そういう中で今は日本もたくさんの米が余っておりますけれども、そういった形のこ

とで、そういう将来的に１０年後、２０年後、そういう時代が来るであろうという想定のもとで、

あるいはまた、地球環境の気象変動いろいろとございますし、そういう大きな目で、やはり国と

しての指導力、対策というものが求められておると、そういう意味で、この全文を書かせてもら

ったということでございます。ご理解いただきたいと思います。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） 私の感想ではですね、請願と産業建設常任委員会に出た意見と、非常に苦しい立

場で書かれた意見書であるということはわかりました。以上でございます。

議 長（井田義之） ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

小林委員長、ご苦労さまでございました。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

反対意見の発言はありますか。

４番、杉上議員。

４ 番（杉上忠義） それでは、米価の抜本対策を求める意見書に対しまして、反対の立場で討論を行

います。

皆さん、ご存じのように、１１月には横浜でアジア太平洋経済協力会議、ＡＰＥＣが開催され

るところでございます。京都におきましては、財務省の会議が開催されるというふうに聞いてお

ります。非常に日本の経済にとりまして、重要な時期でございます。そういったときに、こうい

った意見書を安易に出すのは、与謝野町議会としてはいかがなもんかというふうに考えていると

ころでございます。

理由はですね、皆さんご存じのように、日本の輸出依存度、輸出総額の国内純生産に対する割

合は２００８年では１７．４％、中国は３７％、イギリスにおきましては２８％、インドにおき

ましては２４％などと比べまして、かなり低い数字でございます。

日本の産業ではグローバルに稼いでいるのは、ご存じのように輸送機械、電気、鉄鋼、一般機

械でありまして、内需市況の企業が多い場合はですね、関税、非関税障害を削減し、輸出を促進

しなければならない状況が、日本が置かれている立場だということを、よくご理解いただきたい

なというふうに思います。そこで、こうした意見書を出してですね、農業政策だけ今、国に求め

ていくのは非常にタイミング的にも悪い場合だというふうに考えているところでございます。

先ほど申し上げましたように、農水省が来年度から導入を検討しております、新備蓄制度を前

倒しするかどうかという判断も、今、非常に重要な時期でございます。こうした意見書であるな

らば、また考えられるわけでございますけれども、国の抜本的な対策を求める意見書につきまし

ては、慎重な対応を求めておきたいというふうに思います。
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こうした観点から、私は今回の米価の抜本対策を求める意見書に対しましては反対といたしま

す。

どうか、議員の皆さんの絶大なるご理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。ご

清聴ありがとうございました。

議 長（井田義之） 次に、本案に対する賛成意見はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 本案に対する反対意見はありませんか。

３番、有吉議員。

３ 番（有吉 正） 私は、この米価の抜本対策を求める意見書（案）に反対の立場で討論をさせてい

ただきます。

先ほど、杉上議員からもありましたように、米価の大暴落に歯止めをかけるための請願が、先

ほど趣旨採択で通ったわけでございます。

今度の国に対する意見書（案）では、米価の抜本対策を求める意見書（案）になっているわけ

でございます。いわゆる大分、感覚が、趣旨が変わっているんだと、私はこう思わざるを得ない

わけでございます。

私はこれを出すのなら、やはり先ほどの請願は否決をして、そして、この案を出すべきだろう

というふうに委員会の中でも主張をさせていただいておったわけでございます。この案は後で出

てきたわけでございますので、行ったときには、これが通っておったわけですので、これは後の

祭りということになるわけでございます。

ただ、私が得ている情報で正しいかどうかということはあるわけでございますが、近隣では、

宮津市では委員会付託で否決、同じような請願でございます。それから京丹後市でも否決をされ

ているということは申し上げておきたいと、このように思っております。

それと、杉上議員と同じことは言いたくありませんが、こういった中で、先ほど杉上議員から

もありましたように、やはり新しい備蓄制度からスタートいたします。それの前倒しなら、それ

を今、農水省、あるいは、これは朝日新聞に載っておりましたがＪＡと、それから、農林水産大

臣等、調整するということで、そういうことが起きるかもわかりません。しかし、基本的な考え

が全然違うということはご理解がいただきたいと、このように思っているところでございます。

以上で、私の反対討論を終わらせていただきます。

議 長（井田義之） 次に、本案に対する賛成の立場の討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 次に、反対の討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立多数であります。

よって、意見書案第４号 米価の抜本対策を求める意見書（案）は、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。
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次に、日程第１７ 意見書案第３号 北朝鮮による拉致問題及び特定失踪者問題の早期解決を

求める意見書（案）を議題とします。

本意見書は、会議規則第１３条第２項の規定により議長に提出されております。事務局に議案

を朗読させます。

議会事務局長（秋山 誠） それでは事務局より朗読いたします。

意見書案第３号 平成２２年９月１０日 与謝野町議会議長 井田義之様

提出者 与謝野町議会議員 勢旗 毅

賛成者 与謝野町議会議員 家城 功

賛成者 与謝野町議会議員 糸井滿雄

賛成者 与謝野町議会議員 赤松孝一

賛成者 与謝野町議会議員 谷口忠弘

北朝鮮による拉致問題及び特定失踪者問題の早期解決を求める意見書（案）

上記議案を別添のとおり与謝野町議会会議規則第１３条第２項の規定により提出します。

以上です。

議 長（井田義之） 提出者より提案説明を求めます。

１５番、勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） それでは、大変時間が遅くなってまいりましたが、もう少し時間をいただきたい

と思います。

北朝鮮による拉致問題及び特定失踪者問題の早期解決を求める意見書（案）の説明を行います。

毎年といいますか、２年に１回といいますか、この与謝野町議会でも、たびたびこの問題につ

いては、国のほうに意見書を上げていただいておるわけですが、ここ１年余り全く動きがないと

いうことで、ぜひとも意見書を上げておきたいと、このように思っておりまして、全会一致で、

上げてほしいと、このように思ってますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、朗読をもって、提案にかえます。

北朝鮮による拉致問題及び特定失踪者問題の早期解決を求める意見書（案）

日本政府が認定した１７名の北朝鮮による拉致被害者のうち５名が平成１４年１０月に帰国を

果たされました。しかしながら、特定失踪者調査会の発表によれば、拉致の可能性を否定できな

い失踪者が平成２２年５月末日現在、公開されているだけでも２７２名ある。その方々について

はいまだに消息がつかめていません。

北朝鮮政府は、拉致の事実を認めながらも安否情報や、納得のいく説明を行わず、再会を待ち

続ける家族にとって、長くつらい日々が続いています。

この間、家族の高齢化は進み、あるいは亡くなられる方もふえてきています。また、北朝鮮に

おける生活環境や食糧事情は必ずしも良好とは言えない状況が伝えられてきており、対象者の健

康状態も案じられるところです。

問題解決の糸口がつかめないまま、時間だけが経過していく中で、再会が果たせた後の平穏な

生活時間をも考えれば、この問題を決着するための時間は多く残されてはいません。一刻も早い

北朝鮮による拉致、特定失踪者の問題解決に向け、以下の事項を積極的に推進されることを強く

要望します。
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１．拉致問題は、我が国の国家主権と国民の生命・安全にかかわる重大な問題であり、拉致問

題対策本部においては、新たな具体策を明示して、引き続き拉致問題の解決に取り組むこと。

２．拉致問題の風化は決して許されるものでなく、北朝鮮による人権の侵害を世界に訴え、強

い意志を持って、今後とも同国に問題解決を迫ること。

３．特定失踪者の問題についても、北朝鮮政府に情報の提示を強く求め、引き続き解決に向け

ての取り組みを強力に推進すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

平成２２年、衆議院議長

以下、それぞれの各大臣にあてて、与謝野町議会の名前で、この意見書は上げたいと、このよ

うに思っておりますので、一つ全会一致でご賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。

議 長（井田義之） これより質疑入ります。

質疑はありませんか。

１６番、今田議員。

１ ６ 番（今田博文） すみません。時間が迫っておりますのに申しわけないと思っています。

今、北朝鮮問題、テレビ、新聞等で大々的に報道されておりまして、後継者が決まったとか、

三男が、その席に座るとかいうふうな、いろんな北朝鮮情報というのは、今、満ちあふれている、

世界の注目になっていると、こういう現状だろうというふうに思っております。

今、拉致問題、勢旗議員が、たびたびここで提案して、意見書を国に送っておるわけですけれ

ども、国が犯した重大な国家犯罪、これは何としても拉致の被害者、いわゆる北朝鮮におられる

というふうな方々を取り戻さなければならない、このことは私も同感でございますけれども、

２００２年に小泉総理が訪朝しました。そして、金正日と対面して交渉したわけですけれども、

５人の方は帰って来られました。しかし、その後、１２人になるんですか。１７人が、いわゆる

認定された、拉致被害者ということになってますので、小泉総理が訪朝してじかに交渉しても、

なぜ帰らないんですか。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） これは、今田議員さんもよくご承知いただいておって、ご質問をされておると、

私ども、こういうふうに思っておりますが、とりあえずその今、ここ１年ほどですね、全く国も

ですね、そういうパイプがあるのか、ないのかわかりませんが、全くそのパイプが詰まっておる

と、こういう状況になっておりますのと。

それから、前後、その小泉さん以降の自公政権の時代も、やはり決定的なパンチを持った交渉

が、私はできていかったんではないかなと、このように思っておりまして、そういうことの中で、

ことしの８月でしたか、金賢姫元死刑囚が来日をされましたけれども、しかし内容はですね、何

しろ２０年前の話ですね、この人が北朝鮮にいらっしゃったのは。あまりいい材料も出なかった

と、こういうふうに思っておりますが、これは小泉さん以上のですね、私は戦略側に出てもらっ

て、向こうと渡り合ってもらうことが今、重要だなと、これは、こう思っておりますが、ちょっ

と今のところ厳しいと、このように思っております。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） 大変厳しい状況で、糸がもつれて、もつれて、どうなっているのかわからないと
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いうのが北朝鮮問題だというふうに思っています。

そこで、３点のことについて意見書を上げたいということなんですけれども、新たな具体策を

明示して、引き続き拉致問題の解決に取り組みたい。確かにそうなんですけれども、これには、

私は国の国家戦略、北朝鮮の拉致問題をどう解決していくんだという、こういう戦略なり道筋、

これがない限り、私は解決というのは非常に難しいんだろうというふうに思っています。そのこ

とを提案者は、どのようにお考えかということです。

それから、２点目は北朝鮮による人権の侵害を世界に強く訴え、強い意志を持って今後とも、

その解決に当たると、こうあるんですけれども、６者協議でも、いろんな人権問題、拉致問題を

日本が提案しても、ほかの国というのは、いわゆる真剣にといいますか、自分の国のこととして、

人権問題として取り上げて、そのことも一緒に解決していこうという姿勢というのは余り見られ

ない。それよりも核問題、ミサイル問題を何とか解決したいと、こういう思いのほうが強いわけ

ですけれども、実際にここに２点、３点、具体的に書いておられる問題というのは、本当に解決

に向かっていく方向といいますか、そういう訴状というのはあるのかどうか、どのようにお考え

でしょうか。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） この記、以下に書いておりますことにつきまして、私が今、どうこう言えると、

国に対して要望するわけですけれども、ただ、一つ、このことを報告して、今田議員さんの答弁

にかえたい。

これは、せんだって来、１０月１日ですか、これの、ＪＮＮの配信で横田さんですね、横田滋

さんと早紀江さんというご夫妻がですね、政府は具体的に行動をと、こういうことでおっしゃっ

ておりましてね、その中では、一つの転換期に来たなというのは、世界じゅうが見てもはっきり

とわかってきている状況だと、ちょっとでも前よりもいいようになればいいなという期待はして

いますけれども、「日本政府はきちっとしたメッセージを出して、そして、具体的に行動してほ

しいということを願っています」と、これは奥さんの言葉。

それから、国会の場から拉致問題を動かそうと訴えてきた、拉致を動かすための院内集会、金

正雲氏が党中央委員会軍事会副委員長に選出をされ、正式な後継者に選ばれた。こういうことの

中で、横田さん夫妻は拉致問題解決への期待を示すとともに、日朝交渉の必要性を改めて訴えら

れた。

それから、もう一つは民主党政権になってから、一度も日朝交渉が行われていない。政府とし

ても、これまでの交渉の仕方が一番よかったのかどうか、そのことを十分振り返りながら、もう

一度見直してほしい。こういうコメントが、これが１日のＪＮＮのニュースでございまして、私

は、今、今田議員さんがおっしゃった、この三つの国家戦略とか、あるいは他国と言われますけ

れども、しかしながら、やはり、うちの国だけでは解決できない。これは日本だけでは解決でき

ないということも多々あると思っております。それはそういった、今度の、この拉致問題でも単

に日本だけではなしにそれはもう韓国でもありますし、東南アジアでもあるわけですので、そう

いうとことの連携は、私は必要だということでですね、政府に期待したいと、このように思って

おりますけれども。

議 長（井田義之） 今田議員。
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１ ６ 番（今田博文） 交渉をしてほしいという横田さんのメッセージといいますか、思いを聞かせてい

ただいたんですけれども、小泉総理が訪朝したときに、平壌宣言、日本と、日朝平壌宣言という

のにお互いに署名しています。

そして、それには解決を図るような文面もあるわけですけれども、いわゆる戦前、戦中を通じ

た北朝鮮の日本に対する感情というのも、その中に盛り込まれておりまして、平壌宣言を実行し

ながら解決していくのか、それとも国交正常化をして、自由に行き来ができるような中で、お互

いに感情を解きほぐしていくのか、提案者は、どちらがええというふうにお考えでしょうか。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） その前に、この５名の方が帰って見えたときに、いわゆる政府の中でも、必ずし

も意見が一致していなかった。それと一つは、一たん帰って来られたんだけれども、このまま日

本にとめおくことがいいのか、それから自民党の有力者の中にも、それは返すべきだと、こうい

うお話がありまして、ここでちょっと一つ乱れたと私は思っているんですわ。

私は、日朝平壌宣言ですね、それに沿って、やはり解決を図っていくということが、今度の新

しい北朝鮮の顔ぶれがかわるということの中で、必要ではないかなと、このように思ってますけ

れども。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） 今、５人が帰られた話をされたんですけれども、そのときの記者会見で、あのと

きだれも涙を流さなかったと、なぜ流さなかったのか。それには理由があるんです。

あそこで涙を流したら、今まで北朝鮮で何十年間生活してきたことがつらかった、北朝鮮は悪

い国だと、そういう印象を与えてしまうから、それはできなかったと、こう後で暴露されている

んですね。そういう北の呪縛、そういうものには恐ろしいといいますか、なかなかその呪縛を自

分自身がとけない、そういう思いというのは拉致被害者にかかわらず、関係者といいますか、そ

ういう方にはあるんだろうというふうに思います。

時間があれですので、もう１点だけお伺いして質問を終わりたいというふうに思うんですけれ

ども、国会にも拉致議連の会、被害者を救う会といいますか、そういう議連というのがあります。

会長は平沼赳夫さんです。副会長は原口元総務大臣です。その人たちのおっしゃってることは、

この拉致を政治利用には絶対使わないでおこうと、こういう申し合わせというのが、その議連の

中でできているとも、こういうふうに聞いています。.

勢旗議員、たびたびこうして意見書を上げる、ここで北朝鮮の拉致解決について訴えられる、

そのことは確かに我々も納得できます。しかし、そうして訴えられることによって、いわゆる議

会だより、議会広報にも載ります。

それから、勢旗議員は個人でも恐らく出しておられるんと違うかなと、議会報告を。その中に

も十分、そのことは書かれるというふうに思いますけれども、それは政治利用だというふうなお

考えはないでしょうか。

議 長（井田義之） 勢旗議員。

１ ５ 番（勢旗 毅） 今の今田議員さんのご質問ですが、私は、そのことが政治利用だとは思ってませ

ん。私、地方議員連盟に所属しておりまして、このブルーリボンバッチを本会議のときは、必ず

つけてまいります。それが私は、大体そういう申し合わせになっているというふうに理解をして
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おりましてね、それでやはり我々は、日本のあらゆる階層の人に、このことを決して忘れてもら

っては困ると、そういう意味で、私どもはですね、これはそういう訴え続けていかなあかん。こ

れが基本になっておりまして、私も２年に１回とか、そういうとこでご無理を言うておるんです

けれども、私はそれが今、私に与えられたですね、私ども政治利用とは思っていません。それは

議員だろうとだれでもバッチはつけれますし、訴えれるわけですから、そういうふうに誤解を受

けてる面があるかもわかりませんが、私は政治的な利用というのは全く思ってません。

議 長（井田義之） 今田議員。

１ ６ 番（今田博文） たくさん用意してきたんです。時間がきょうはあれですので、この辺で終わりま

す。

議 長（井田義之） ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

勢旗議員、ご苦労さまでございました。自席へお戻りください。

これより討論に入ります。

討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより、意見書案第３号を採決します。

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立全員であります。

よって、意見書案第３号 北朝鮮による拉致問題及び特定失踪者問題の早期解決を求める意見

書（案）は、原案のとおり可決することに決定しました。

次に、日程第１８ 意見書案第５号 尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書

（案）を議題とします。

本意見書は、会議規則第１３条第２項の規定により、議長に提出されております。

事務局に議案を朗読させます。

議会事務局長（秋山 誠） 事務局より議案を朗読させていただきます。

意見書案第５号 平成２２年１０月１日 与謝野町議会議長 井田義之様

提出者 与謝野町議会議員 赤松孝一

賛成者 与謝野町議会議員 勢旗 毅

賛成者 与謝野町議会議員 谷口忠弘

賛成者 与謝野町議会議員 多田正成

賛成者 与謝野町議会議員 塩見 晋

尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書（案）

上記の議案を別添とおり与謝野町議会会議規則第１３条第２項の規定により提出します。

以上です。

議 長（井田義之） 提出者より提案説明を求めます。
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１３番、赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） それでは、意見書案第５号につきまして、提案説明を行わせていただきます。

まず、冒頭に、この意見書（案）の、皆さんお手元に届いています（案）の冒頭、今月７日と

なっていますが、これ９月末の作文でございますので今月となっていますが、これは９月７日で

ありますので、まずご訂正のほどよろしくお願いをいたします。

この件に関しましては、もう皆様、先刻ご存じのとおりでございますので、私もまず、意見書

（案）を朗読いたしまして、提案説明といたします。

尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書（案）

本年９月７日、尖閣諸島沖の日本領海内で中国漁船衝突事件が発生し、那覇中央検察庁は

２４日、公務執行妨害で逮捕された、中国人船長を処分保留のまま釈放した。

尖閣諸島は、日本固有の領土で領有権の問題は存在しないというのが政府の見解である。

過去の経緯を見ても、中国や台湾が領有権について独自の主張を行うようになったのは

１９７０年以降であり、それ以前は、どの国も異議を唱えたことがなかった。

しかし、今回、中国人船長が逮捕されると、閣僚級以上の交流停止や、国連総会での日中首脳

会談の見送り、そして日本人４人の身柄を拘束するなどの対抗措置をとり、中国人観光客の訪日

中止など、日本の各種産業にも悪影響が出ている状況にある。

このような流れの中で、船長を釈放したことは、中国の圧力に屈したとの印象を与え、今後、

同様の事件に関しては、国内法に基づいて厳正に対処していく姿勢を貫かなければならない。ま

た、このような結果は、国際社会にも誤ったメッセージを与え、現政権与党の国家主権に対する

認識に疑問を抱かざるを得ず、極めて遺憾である。

よって、国会及び政府においては、次の事項を実現し、毅然とした外交姿勢を確立されること

を求める。

１．尖閣諸島は、日本の固有の領土であるとの態度を明確に、中国及び諸外国に示し、今後、

同様の事件が起こった際は、国内法に基づき厳正に対処すること。

２．海上保安庁が撮影した衝突時のビデオの公表を含め、事実関係の解明に努めること、

３．政府は、検察当局の判断も含め、臨時国会の場で国民に対し説明責任を果たすこと。

４．中国からの謝罪や賠償には応じず、日本がこうむった損害を請求すること。

５．尖閣諸島の警備体制を充実強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年、衆議院議長以下、各大臣さんでございます。

以上でございます。皆さん方のご意見賜わりまして、よろしくお願いいたしたいと思います。

議 長（井田義之） これより、提出者に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。

３番、有吉議員。

３ 番（有吉 正） 提出者の赤松議員に１点か２点、質問させていただきます。

現政権与党の国家主権に対する認識に疑問を抱かざるを得ず、極めて遺憾であると。まさしく

おっしゃっておられることは、よくわかるわけでございます。

それから、１番から５番、下にありますね、これも特に、このとおりだなと思うところはたく
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さんございます。ただ、１点は、私はこういうことではないかなというふうに思っているのは、

レアアース、いわゆる日本にとって輸入が９０％、中国から入っているわけですね。中国政府は

否定はしているようなんですが、いわゆるレアアースが、輸入がストップされておったと、だか

らということは、もう産業界がある意味、震え上がったということは言えるのではないかなと、

私はそう受けとめておるんです。その問題が入ってないと、どうしたらいいんだろうと。

それと、もう１点は、いわゆる友好関係というのは、やはり深めていかなければならないわけ

で、やはり慎重に対応してほしいと、いろんな意味も込めてというのが、４人逮捕されて、まだ

１人は釈放されていないということもあるわけでございます。そういうこともあわせて、どのよ

うにお考えなのか。

あるいは、多少いらっていただけるのかどうか、その辺もあわせてお答えいただけたらと思い

ます。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） ただいまの有吉議員の質問に対しまして、まず、レアアースの輸入のストップの

問題については、確かに日本国は、このレアアースを中国に頼っているのは現実でございますし、

それに対しまして輸入のストップもあったわけですが、今現在では既に先方の港も積み上げて出

るというふうな状態になっていまして、これにつきましては、いわゆる日本もこたえますが、中

国も反対に、返す刀で切られるという、お互いの今、有吉議員がおっしゃったような、お互いの

友好といいますよりも、現実の数字が日本の最大の輸出国、輸入国は中国であり、また中国も最

大の輸出、輸入国は日本である。これはお互いに相互の関係がございますので、一方的に、この

問題に関しましては、やはり今おっしゃったように、お互いに友好関係が保てるように、また、

事をあらなげないようにしなければならないというのが現実でございます。

しかしながら、事これに関しましては、レアアースとか、そういった問題ではなしにですね、

日本の領土が奪われていくという、非常に領土の侵害という、国家にとっては一番大切な、いわ

ゆる国防ができていないということでございます。これは何も現政権与党だけではなしに、きょ

うまでの自民党政権におきましても、ここに対する認識が余りにも甘かったと。今回、普天間の

問題等もありまして、日米関係が揺らぎ始めていると、ここを見よばかりにですね、この線をつ

いてきたというふうなことも言われていますが、いずれにしましても、日本の国は専守防衛の国

でありますが、まさしくこういうときに専守防衛をしなくして、いつするんだというのが私の意

見でございます。

したがいまして、やはりここは言うべきことは言う、手をつなぐところは手をつなぐといった

姿勢で、国家を守るという姿勢、観念がなければ、私はならないというふうに感じている次第で

ございます。

議 長（井田義之） 有吉議員。

３ 番（有吉 正） そういう文言を、もう少し入れていただきたいなと、今はお言葉をいただいたわ

けですけれども、そこら辺はいかがですか、それがちょっとなかったもんで。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） すみません。文言というのは、そら文言によりけりでございまして、具体的な提

案がなければ、ただ、いたずらに文言を入れたり、引いたりすることは、私は今の段階では考え
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ていません。もし万が一、ここの部分を削除、ここの部分に、こういう文言を導入するという具

体的な案があるならば、おっしゃっていただければ、それについては意見を述べれますが、漠然

とした中ではお答えすることはできません。

３ 番（有吉 正） 終わります。具体的に言うとったんですけれども。

議 長（井田義之） ほかに質疑ありませんか。

４番、杉上議員。

４ 番（杉上忠義） それでは、尖閣諸島における中国漁船衝突事件に関する意見書につきまして、提

出者の赤松議員にお尋ねしていきたいというふうに思います。

ここに書かれている意見書につきましては新聞、テレビで報道されてるとおりのことが、ほと

んどでございます。しかしながら、地方議会として、生活者の視点で、例えば漁業の安全を守る

とか、海上輸送をしっかり守っていこうとかいう視点も大事ではないかというふうに考えている

ところでございます。

提出者の赤松議員のご意見をお聞かせ願いたいと思います。

議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） もちろんそのとおりでございます。

したがいまして、そのとおりでありますから、そうするためには１から５番のようなことをし

ていただきたいと言っているので、当然、日本の、いわゆる、あそこはシーレーンでございます

し、マラッカ海峡もあります。南沙諸島等々、日本にとっては、いわゆる油の、いわゆる生命線

でございます。そういった中で、今、ベトナムのほうでもだ捕されています、漁船が。もう傍若

無人にやっています。フィリピンも、あれ何という島でしたか、諸島を取られました。このフィ

リピンが取られた島なんかでも、スプラトリ諸島ですか、ここなんか本当に野蛮なやり方でして

ですね、いわゆるまず無人の離れ島に行って、古銭ですよ、古いお金をまいたり、土器を、破片

をまいたり、海中に。そこに調査船が行って、ここは中国人がもともと住んでいたと、こんなよ

うな形で、フィリピンなんかは取られています。これはいわゆるフィリピンは経済的にも非常に

弱い、またいわゆる防衛力もない、軍力もないといった形で、これはもう強引に取られています

けれども、そういったふうに、やはりこういったことに対しましては、日本は、やっぱり日本国

家として毅然たる態度をとるときはとらなければならないと、やはり天はみずから助くるのみを

助くという、先ほどの拉致被害者の例もありますが、やはりみずから行動を起こさないと、ただ

単に日本のものだと、日本ものだと言い張っているだけでは、やはり世界に対するメッセージも

届かない、そういった意味で、それからまた、きょうもニュースでやっていましたが、石垣市の

市長以下、議会の関係も東京のほうへ陳情に行っておられます。もっともっと警備をしてほしい

と、漁師が安心して魚がとりたい、そういった悲痛な声が上がっています。やはりこのような今、

この海域に対しましては、日本は国家威信をかけて守るべきだと、そんなふうに思っています。

以上です。

議 長（井田義之） 杉上議員。

４ 番（杉上忠義） もう１点だけお尋ねしたいと思います。

前鳩山総理はですね、日本海を友愛の海にしたいというふうに述べておられましたけれども、

この件につきまして、個人的な見解でもあればお尋ねしたいと思います。
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議 長（井田義之） 赤松議員。

１ ３ 番（赤松孝一） 鳩山前総理が日本海を友愛の海にしたいとおっしゃったという、今の発言でござ

います。だれしも友愛を望むところでありまして、だれしも争いはしたくない、私も争いはした

くないというのが本音がございます。

しかしながら、やはり攻めて来られれば、また侵されれば、侵犯を守るというのが、これがま

た国家たるものの義務であり、例えば我が家におきましても、ロックをしなければ泥棒が入る可

能性もあります。ロックもせずして、また泥棒よけもせずして、泥棒が入ったら困る、困ると言

っていても、これは我が家だと言っていても、それはやはりメッセージは伝わらない、やはり守

るべきものは守る、言うべきものは言う、そして折れるところは折れる、仲よく、仲よくする。

こういった今、日本とっては、日本国家にとっては中国といった国は、なくてはならない国であ

りますから、これは当然のこと、先ほど有吉議員にも言いましたが、やはり慎重に、事を荒立て

ずに、できるならば友好関係を、私、友愛という言葉は使いませんが、友好関係を一層の維持し

ていきたいと、こんなふうに考えています。

４ 番（杉上忠義） どうもありがとうございました。

議 長（井田義之） ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

議 長（井田義之） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。

赤松議員、自席へお帰りください。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

議 長（井田義之） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。

これより、意見書案第５号を採決します。

本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

議 長（井田義之） 起立多数であります。

よって、意見書案第５号 尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する意見書（案）は、原

案のとおり可決することに決定しました。

日程第１９ 閉会中の継続審査（調査）申出書を議題とします。

３常任委員会から審査（調査）中の事件について、会議規則第７３条の規定により、閉会中の

継続審査（調査）申出書が議長に提出されております。

お諮りいたします。

各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査（調査）とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長（井田義之） ご異議なしと認めます。

よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査（調査）とすることに決定しました。

以上をもちまして、本定例会に付された議案、その他すべての議案は議了しました。

会期を２日間残しておりますが、これをもちまして平成２２年９月定例会を閉会したいと思い

ますが、その前に私のほうから一言お礼のごあいさつを申し上げたいというふうに思います。
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本定例会は９月１日からきょうまで３４日間という、大変長い間の会期でお世話になりました。

その間には、敬老会だとか、大江山の登山マラソン、また昨日の町内一周駅伝だとか、いろいろ

な行事がメジロ押しに入っておりまして、皆さん方には大変お忙しい目をしていただきました。

私が当初、１日の日に申し上げました今定例会は猛暑の中で、本当にどうなるのかな、いつにな

ったら、この酷暑が納まるのかなというような心配もしておりましたけれども、この猛暑につき

ましては、一応、彼岸を境にちょっとおさまったかなと、残暑は厳しいようでございますけれど

も、ちょっとおさまったかなというふうに思っております。

あと一つ心配しておりました、円高による、いわゆる産業の、日本の産業の空洞化、これにつ

きましては、今はっきりした結論は出ておりませんけれども、大変厳しいなというふうに思って

おります。

本定例会でも一般質問なり、議案審議の中で皆さん方、多くの方が、この不景気に対する対応

ということを、いろいろと質疑やら提案をされておられましたけれども、やはりこの円高による

日本企業の空洞化というのは、我々としては一番心配をしなければならない大きな問題ではない

かなというふうに思っております。

いずれにいたしましても、早くおさまってくれることを、日本企業が立ち直ってくれますこと

を願わずにはおれないというのが現状であります。

そういう９月定例会ではありましたけれども、内容といたしましては２１年度の決算審議を中

心に、リフレの再開の提案問題だとか、それからあと工事請負として、デジタルの防災行政無線

ですか、システムの４億３，０００万円ほどの入札、また水道の整備についても４カ所の水道整

備で４億２，２００万円ほどですか、これの工事請負の議案も一応、採決をして、原案どおり可

決をさせていただきました。

また、一般会計の質疑におきましては、延べ日数、私の計算ですけれども、延べ日数にします

と３６名の方が質問席にお出ましいただいて、いろいろと質疑をしていただきました。本当に、

これが長時間になったわけでありますけれども、このことを町長にお願いしたいのは、真摯に受

けとめていただきながら、町長の発言の、答弁の中でもありましたが、このことを参考にできる

分については参考にしていただきながら、しっかりと今後の与謝野町のまちづくりに生かしてい

ただけたら大変ありがたいなということを改めてお願いをしておきたいというふうに思います。

また、議会といたしましては、ただいま皆さん方にいろいろと激しい議論をしていただきまし

た意見書の３件、これを国のほうに提出することも決定をさせていただきました。

また、もう一つは、これも議会活性化の特別委員会を立ち上げていただき、委員長、副委員長

も互選の中で決定をしていただきました。我々、議会が今後、町民の目線に立った、町民のため

の議会になれるように、皆さんが心を一つにして、邁進しながら、町民の方から信頼される日が

一日も早いこときますように、こいねがうわけであります。

以上、駄弁になりましたけれども、本定例会の閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。

大変ご苦労さまでございました。

ここで、町長からもあいさつの申し出がありますので、これをお受けいたします。

太田町長。

町 長（太田貴美） ９月定例議会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
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９月１日の開会から本日までの３４日間にわたりまして、本定例会では平成２１年度一般会計

歳入歳出決算認定を初め、決算認定が１２件、条例の改正議案２件のほか、補正予算６件、工事

請負契約の締結５件とともに、いわゆるリフレかやの里に係る指定管理者の指定と旧加悦加工場

跡地に係る財産の取得など、都合３０件にも及ぶ重要事項のご審議をお願いしてきたわけでござ

います。この間、井田議長様初め議員の皆様には、本会議や各常任委員会におきまして、熱心に

ご議論をいただき、全議案を原案どおりご承認賜りました。

特に、リフレかやの里の条例改正と、指定管理者の指定につきましては、一昨年７月の突然の

休止以来、昨年の６月の定例会でのご議論をいただく中で、議員の皆様からも貴重なご提言をい

ただきましたし、地元の皆様にも大変なご心配をおかけしながら、ようやく来年１０月のリニュ

ーアルオープンに向けて動き出すことができました。ここに関係の皆様のご理解とご協力に、心

からお礼を申し上げたいと存じます。

また、平成２１年度決算に対しましては、長時間にわたってご審議いただき、町政全般にわた

り熱心にご議論をいただきました。

先ほど、議長からもございましたが、これらの審議を通していただきました貴重なご意見は、

今後の町政運営に生かしていきたいというふうに考えております。

ところで大正、昭和を代表いたします小説家、武者小路実篤が、今に残した言葉に「この道よ

り我を生かす道なし、この道を行く」という言葉がございますが、私なりの信念に従って、今後

とも愚直を旨とし、果敢に、町民の皆様からいただきました信託にこたえ、一歩一歩進めてまい

りたいというふうに考えております。

いずれにいたしましても、立場は違えども、ともに町のため、町民のために誠心誠意、ご尽力

いただきます議員の皆様とともに、当町の最優先課題でもございます、安心・安全のまちづくり

に対し、今後ともご理解とご協力をお願い申し上げまして、本定例会の閉会に当たってのごあい

さつとさせていただきます。

ありがとうございました。

議 長（井田義之） これをもちまして、第３３回平成２２年９月定例会を閉会します。

長い間、お疲れさまでございました。

（閉会 午後６時２４分）
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この会議録の内容が正確であることを証するため、地方自治法１２３条第２項の規定

により署名する。

与謝野町議会 議 長

同 議 員

同 議 員


